
骸b?P月ビU口矧日嗣旧己U口先｛TNa。とi口鮒午d月。口躬。鰍㈹円

．．’

C．

P003

No．521

　　わが国外航商船の第二船籍制度の設立を提案
　　一2003年11月、構造改革特区に提案一



せんきょう

▲新日本石油タンカー㈱提供i

．ENEOS　BREEZE．・
原油タンカー．．■ド：．「．1

．灘難田田
．． ｽ2rl等？団団i

　　　　　　　　　　　弓

　　　　　　　　．、．綜

　　　　　　　．．㌃．，』ジ・．i

　　　　　　　　　　　I

、．．’．．．、

　三　＿　，　脳灘、驚－

企業の社会的責任（CSR）と海運
日本船主協会副会長株式会社商船三井代表取締役社長【】鈴木邦雄

1

　　　・11　灘醐辻三1．

海運界この1年
日本郵船株式会社調査グループ調整チーム長【】山田喜之

2

　　　　　　　謙．二償．

囲・一差工，

1．船員の労働条件などにおけるアジアの声の糾合を決議

　一ASF船員委員会第9回中間会合の模様について一
2．太平洋コンテナトレード／ドライバルク・タンカーとも

　堅調な市況を確認
　一アジア船主フォーラム（ASF）

　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）第14回中間会合の模様一

’「　咽　　　＝

1．わが国外航商船の第二船籍制度の創設を提案
　一2003年1丁月、構造改革特区に提案一

2．海運関係分野の一層の規制緩和を要望
　一秋の集中受付月間（全国規模）で16項目を要望一
3．スエズ運河・パナマ運河とも通航料支払い実績が増加

　一スエズ運河・パナマ運河通航船実態調査結果について一

5
5

12

　　　　，　　り　弔　爵・

鶴丸海運株式会社船舶部自入江昌之

29

11一 障 30

望
嘩
．「．●ヨー1ρ

醒

32

　　，辰　，　　　　旧辞二．．㍗；

初乗船の想い出
日本船舶機関士協会副会長【】松浦昇

34

　　　　　　　日舞臨、

海運税制の充実・改善について【海運税制キャンペーン1

海運日誌（11月）36
船協だより　　　37

海運統計
編集雑感 9

4
3
4

43

囲み記事

・東海大学主催業界研究会に参加 38

一’．　雌．＝ 主．「瓢鋤’　β L血湿血艶．置盗　　淵．

○

○



｛

鷹
嚢

毒
琢

謡
講
ー
ー
ー
」逆

一

選
ー

ー
慧
一
象
陰
祭

　
ヘ
ダ

企業の社会的責任（CSR）

と海運

，藤壷離郷縞餐鈴木邦雄

　CSRとはGorporate　Social　Responsibil一

｝tyの頭文字をとった表現で、我が国では「企業

の社会的責任」と一般的にいわれている。従来

から、企業は、商品・サービスの提供、雇用の

創出、納税などを通じて社会的責任を果たして

きたわけだが、時代・地域により「企業の社会

的責任」の定義も変化しており、近年は従来と

異なる視点からの議論がなされている。企業が

株主価値を増大させるだけでなく、環境面、人

間性、社会面にも十分に配慮して社会と共に持

続的発展を可能にしょうという方向性が重視さ

れているわけである。

．その背景には、世界的なNPO／NGOの台頭、

環境保全への関心の高まり、個人の価値観の多

様化、情報共有の進展などによD、社会が企業

を見る目線が変化するとともに、企業活動と社

会が相互に与えあう影響が大きくなってきてい

ることが挙げられる。更に欧米を起源として、

一定の基準から判断して好ましくない企業を投．

資対象から排除したり、逆にプラス評価できる

企業を投資対象に含めたりするという方式がSR［

（社会的責任投資）として、1990年代に入って

から投資額を急速に拡大していることも、CSR

への関心を高める要因となっている。

　私たちの従事する海運業は、既に本業そのも

のが社会に大きく貢献しているといえる。外航

海運を例に挙げれば、世界の人口が増加し経済

が発展すると、発展途上国は一次産品の生産、

先進国は工業製品生産、と役割分担が進む。途

上国の一次産品を先進国に、また先進国の工業

製品を途上国に安く確実に運ぶ海運業は双方の

社会の発展に大きな貢献をしている。内航海運

においても、より少ない環境への負荷で、効率

的に大量の貨物を運ぶことにより、日本の産業

の発展と生活水準の向上に貢献しているわけで

ある。

　CSRというとメセナ、ボランティアなどの社

会貢献活動がより重要であるかのように思われ

がちであり、事実アピール性も高いようだ。し

かし、企業は強く．なけ’れば社会に貢献はできな

い。市場から評価され、経済的な価値を生み出

し、私たち海運業界は、環境面、人間性にも十

分な配慮をしつつ、まずは、本業を通じて社会

的責任を果たしてゆくべきであると考える。

　企業は社会の一部として存在しつつ、社会と

共に持続的な発展を遂げてゆくべきであり、そ

の点からCSRへの取り組みを企業評価の尺度と

することに異存はない。但し、その国際標準化

の動ぎには日本企業として、また、海運業界と

して慎重に対応すべきと考える。国・地域の歴

史的、文化的背景によって評価基準は異なるだ

ろうし、社会貢献の内容も同じではない。欧米

の価値観の押し付けにならないよう、各国・地

域の価値基準は尊重されなくてはならない。拙

速を避け、十分に時間をかけた調査1議論を経

て国際標準化を志向すべきであろう。その際、

日本船主協会としても、日本の海運業の実情を

踏まえた標準化への積極的な、わかりやすい提

言を行うことが期待される。
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　イラク情勢の緊迫で明けた2003年。米国とイ

ラクとは3月に実際に開戦に至り、戦争は3週

間あまりで終結するものの、今度はそれと入れ

替わるかのように中華圏を中心としたSARS（重

症急性呼吸器症候群〉の蔓延が顕在化し、世界

の社会、経済に新たな不安をもたらした。3月

頃には世界的な株安に見舞われ、景気情勢にも

懸i念が生じたが、米国では年の後半につれて力

強い成長が見られ、また長年低迷していた日本

でも回復の兆しがあり、また、東アジアでも最

悪の想定よりかはSARSが早く終息し、その影響

も克服され、概ね成長軌道に復している。世界

の経済情勢は回復の遅れている欧州などを除き、

全般的には明るい方向で暮れたと言えよう。

　海運界にもいろいろなことがあったが、2003

年は総括して「歴史的高市況に沸いた一年」と

言うことはひとつ指摘出来よう。以下、コンテ

ナ船、バルカー、タンカーそれぞれのマーケッ

トを中心に振り返る。

（1）コンテナ船

　コンテナ船市況に関しては、イギリスのブロ

ーカーであるHowe　Robinson社が傭船料インデ

ックスを算出している。今年の動きを示したの

がクラフ1である。　　・

　同指数は1997年ユ月のレベルをユ，000としたも

のである。2002年ユ月に460と最低値をマークし

た後、同年は回復過程を辿ってほぼ一直線に上

昇し、今年1月までに38％上昇、633まで戻して

いる。今年に入ってからはその上昇カーブが更

に急なものとなり、7月に指数設定以来の1，000

を超え、10月末に1，134をマークし、1月から79％

上昇している。11月に入ってシーズン的なもの

もあり傭船マーケットの上昇は小休止している

が、依然高い水準にある。

　高市況の背景のひとつは好調な荷況である。

Clarkson社の予想では、今年の世界のコンテナ

トレードは80百万TEUで、前年比9。2％増とし

ている。同社の集計では前年の伸び率を8．3％と

しており、今年は数箇増だけでなく、増加率で

も上回ることになる。

　海事産業研究所の調べでは、米国航路（往航）

の荷動きは9月までの集計で前年同期比8．2％の

伸びである。米国航路は既に昨年の段階で相当

な輸送レベルに達しているが、それを更に上回

るのは、減税効果なども加わった米国の旺盛な

消費需要に裏付けられていることが推測される。

また、業界紙の調査では、欧州航路（往航）の

荷動きは9月までの集計で前年同期比18．6％増
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となっているが、ユーロ高による欧州側の輸入

増に加え、積地別伸び率で中国が特に高いこと

から、軽工業品等の調達ソースが欧州でも中国

にシフトしていることが考えられる。

　また、今年のコンテナ船に関するトピックス

として、8千TEU型等大型船を中心とした大量

発注の動きも挙げられよう。昨年1年間の発注

量は少なく計43万TEUに留まり、近年発注の多

かった2000年でも99万TEUであったが、今年は

10月の段階で171万TEUとなっている。世界的

な金融緩和など一般的な投資環境の他、昨年末

の段階においてはまだ船台に空きのあった韓国

の造船所などの積極的なセールス攻勢や、馬田

の好調さによるオペレーターやオーナーの自信

回復によるものと思われる。

②　バルカー

　最初に高市況の一年と記したが、バルカーは

特に2003年は記録に残る年になろう。

　バルカーのうち17万トン型ケープサイズにつ

いて、今年のスポットマーケットの動きを示し
たのがグ．宴t2である。

　ケープサイズのマーケットは、前年8月位ま

で一時＄9，000（per　Day、週間平均ベース）を割

るなど、年初からの平均でも＄10，700程度でほ

ぼ底這いのレベルであった。同年9月から上昇

に転じ、年末に＄24，800となっている。2003年は

そのレベルを引き継ぎ、下げの局面でも2万ド

ルは割らず、4月に3万ドルを超えている。従

来の相場においては3万ドルとは非常に高いレ

ベルであるが、7月まではほぼこのレベルで推

移し、8月には＄35，000を超えている。一気に

急騰し始めたのは9月目、同月最終週で＄43，200

となり、10月は更に加速して同月最終週で
＄79，700となっている。水域によっては約10万ド

ルの成約も報告されている。

　このような市況高騰の大きな要因は、中国の

強い鋼材需要とそれに対応した同国の粗鋼生産

動向であろう。中国の粗鋼生産高は2002年で前

年比19％増、1億82百万トンを記録。今年に入

っても前年比20％以上の生産増を示し、2003年

は年間で2億ユ千万トンを超えることが確実視

されている。新日本製鐵の年間生産量がほぼそ

のまま増分となる計算である。中国の場合、原

料炭は自国生産でほぼ賄い、また鉄鉱石も自国

生産分があるので原料需要の全てが海上輸送需

要となるわけではないが、昨年の実績で日本に

次いだ1億1ユ百万トンの鉄鉱石輸入を行ってい

る。．今年は9月までで前年同期比33％増の1億

ユ1百万トンを既に輸入しており、日本の9月ま

での輸入実績94百万トンを上回って、年間でも

日本を抜いて世界一の鉄鉱石輸入国になる見通

しである。

　このような根強い船腹需要がある一方で、今

年のケープサイズ竣工見通し量は35隻程度と必

ずしも多くはない。このような船腹供給面の事

情に加え、貨物の出荷積出能力不足による積港

での滞船などの事情も加わ．り、．高マーケットに

なっているものと思われる。

　なお、バルカーのマーケット高騰はケープサ

イズだけでなく、パナマックスでも10月に週間

の平均で＄36，500、水域によっては4万ドルを

超える成約を記録している。

（3）タンカー

　タンカーについて、30万トン型VLCCによる
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中東／日本のワールドスケール（WS）の推移を

示したのがグラフ3である。

　タンカー（VLCC）マーケットは、2000年後半

に世界的な景気の強さを反映して一時WSI80な

どをつけたが、その後、景気後退などにより基

本的には下降、その後低迷していたが、前年10

月頃よりイラク情勢の緊追化などを受けて上昇

に転じ、12月に2年ぶりに週間平均で140をつけ

ている。

　今年に入ってからも主なタンカー市況の材料

はイラク情勢であり、開戦時期や戦闘の帰趨な

どに対する思惑や、原油在庫の早期手当ての動

きなどから1月には一時160に至っている。2月

目100程度まで下げるものの3月の開戦直前には

再び160に達している。但し、実際に開戦となり、

特に早期終結の見通しが広まってからは下げに

転じ、4月最終週平均では73となっている。5

月に一時108までリバウンドはあったが、6月か

ら8月半ばにかけてはおおよそ80から40へと下

げ基調で推移している。9月に一時133まで上昇

したものの、10月には45まで下落。それが同月

最終週より急騰し始め、11月．第3週で再びユ60を

つけている。

　11月になってからの上昇は、シーズン的な原

油需要増に加え、短期的な船腹需給に反応した

ものと考えら．れる。しかしながら、その根底に

は米国の好況による石油需要増や中国の高成長

による輸入増などもあるかと思われる。

　なお、タンカーに関してのトピックスとして、

昨年1／月のスペイン沖で沈没したPrestige重油

流出事故を契機とするシングルハルタンカーに

対する規制前倒しの動きが挙げられる。汚染被

害を受けた前が積極的で、この1年、IMO（国

際海事機関）などで議論されてきている。今年

12月、IMO第50回海洋環境保護委員会で各提案

について審議される予定となっている。

　　　　　　　　＊　　＊　　＊

　最後に、冒頭に記した米イラク戦争、SARS

それぞれの海運に対する影響について記す。

　米イラク戦争に関しては、戦争中、・クウェー

トなど近辺への配船の見合わせ、船舶戦争保険

料率の上昇などの直接影響の他、戦争に関連し

た思惑などから原油価格が開戦前に上昇し、C

重油燃料価格が一時ユ990年の湾岸危機以来の水

準であるユトン230ドル（日本ベース）に達する

などの影響もあった（開戦後、原油価格は下落）。

タンカーマーケットへの影響は既に記したとお

りである。

　しかしながら、湾岸戦争時に比べ戦域が限定

されていたことや、早期に終結したことなどか

ら結果としては、マクロ的な意味で大きな影響

はなかったと言えよう。

　SARSについては、現地のホテル・観光業や航

空業が直接影響を受けているが、海運の関連で

は、出張の禁止・自粛などビジネスー般の影響

の他、クルーズ客船の東アジア寄港中止や乗組

員の交代港の変更などの影響があった。貨物の

動きに関しても、今年6月にアジア積米国向け

貨物の伸びが前年比で一時マイナスになるなど、

多少の影響があったことは推測される。．但し、

SARSも最悪の想定より．かは早く終息し、アジア

各国経済も回復していることなどから、影響は

限定的であったと言えよう。

一
「
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個際会議レポー．ド

　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会の第

9回中間会合が、！1月5日ベトナムのハノイに

おいてベトナム船主協会の主催で開催された。

　会合には、9山国の船主協会から29名が出席、

またオブザーバーとして中国およびベトナムの

船員学校関係者が参加し、Li　Shamin議長（中国

船主協会、COSCO　Manning　Corp，　Deputy　Man－

aging　Director）の下、船員に関する共通議題に

ついて有効かつ活発な意見交換が行われた。日

ASF船員委員会第9回中間会合の模様

本からは、商船三井　頼成海務部長および当協

会より宇野船員対策室課長が出席した。当協会

は、本年8月に開催されたASF総会においてペ

ンディングとなった「ASF船員委員会で船員の

雇用条件に関しても議論すべき」との当協会の

提案について船員委員会全体の了解を得ること

を最重要課題として臨んだ。

　会合の前日、日本、韓国、シンガポールの各

船主協会およびオブザーバーとしてフィリピン、

マレーシア、ベトナムの各船主協会参加の下、

第4回アジア船員雇用者グループ（ASEG）会合

が同地で開催され、※11TF／IBF※2やILO最低

賃金について議論した他、当協会提案をASEG

提案として、翌日のASF船員委員会に提出する

ことで合意した。

　これを受け翌日のASF船員委員会では、船員

の労働条件などについてアジアの声を糾合すべ

きであること、また、船員の労働条件は船員の

ぜんぎょう0602003鐙5
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居住国の生活水準や経済状況に見合ったもので

あるべきであること、船員の雇用条件に世界的

な統一基準を一律に適用することは適切ではな

いとの考えが示された。

　また、これに関連しフィリピン代表から、使

用者グループおよび労働雇用省（DOLE）長官か

らフィリピンの船員組合（AMOSUP）長へ宛て

た文書に基づきフィリピンの官労使はITFベン

チマーク※3の値上げに反対であるとの説明がな

され、理解が示された。

　その他、ILO海事統合条約、船員の身分証明書、

アジア船員の教育訓練、海事保安に関する各種

の規制などについて検討を行い、当委員会の共

同声明を【資料】のとおり採択した。

【資料】

　なお、次回の第．10回中間会合は、来年秋にイ

ンドネシアにおいて開催される予定である。

　　　　　　　　　　　　　　（船員対策室）

※1　1TF：国際運輸労働者連盟（lnterna廿ona1　Trans－

　port　Workers’Federa廿on）の略．1896年に結成され

　た運輸関係労組の国際的な産別組織の一つで、船員、

　漁船員、港湾、鉄道、陸上運輸、内航、民間航空、

　観光関係業種の各部会に分かれる。

※2　1BF：国際団体交渉協議会（覧e　lntema百onaI

　Bargaining　Forum）の略。2003年5月にITF（国際運

　輸労連〉とIMEC（国際海事使用者委員会）および

　IMMAr（国際船員協会）が合意して設立された。　IBF

　に参加する船主が運航する船舶に乗組む船員の労働

　条件を交渉する。

※3　ベンチマーク：FOC（便宜置籍）船に乗組むAB

　船員（able　seaman＝甲板手、経験3～4年前部員）

　の月額賃金で、ITF（国際労連）が一方的に決定しボ

　イコット（荷役拒否）などを背景に強制的な適用を

　船主に要求している。

ASF．船員類会第9回輔会歌・洪即声明・

2003年11月．4二6日．於：ハノ．イ～r．ベトナム

．ア町船主・・一ラ・（ASF）三三三会の第・回回忌魁去る叩・、耳ベトナ：呑㊧・～肩噛．．．

いてベト．ナム船主協会の畢で開催され・咽口癖今のリ．・シ． ｲ㌣斥醗長．と奪？．碓行き祢

本学には幅蹴出細．台湾の傘SF〆ンノゆ舟絵画及び岬蝉酵聯！翻し
．嚇成下．ンバーであるマレラ・…．リピ．ン◎ン．輝一ル・．づ．トナゆ代引蹄．レ概ま為．・．．

．アジアの鞭業界がIL・の簸や他の重要な縫業の最新の購を解する上で夢匡常に戯ρもり準．

あるとした・　　　■　■．職．．．．∴．．．！1．囎．纏；：：i漁：滋昌1、；議懸：．1．．

．本飴では・ILO鱒統合条約の鐸・こつ・・鰍勲嫡ζ． 附舞ﾋ鱒肇辮鮪．．
するため・ILOの官労使3グループが行う騨な励購殉職賭？3タl11碧門門、

約の作成に・．いくつかのASFメンパーカ魎的に参力嘩1釈と総監ρ栖鞭曝鰍鰍

供給しているアジアの国々の難や関輔新条約に反騰こζ嘩？1欝欝1懸海溝

　ASF船員委員会は、船員の労働や福利に関する事項について、現在や将来頓耳5でご』「ア．ジァ聴手φ

声やその関心を糾合し、影響力を与えることの重要性について議論した．。本会合は、ASF船員委員会

6醗せんきょうDθ02003



が商船に乗組む船員の福祉、生活や労働条件についてアジアをべ「スとする犀三者の声を発儒すべき

であることを全会二三で合意した。最後に本会合は、船員の生活・労働条件を満足するものとすると．

の共通の目的に関し、船員組合との相互にとって有益かつ健全な対話を促進することを合意した。ま

た、船員の雇用．や訓練・安全基準の改善を目指す船員の雇用に関する国内及び国際的な規則を常に把

握していくことに合意した。

　ASF船員委員会は、船員の労働条件についてマレーシア、日本、韓国、ブイリピン、シン．ガポール、

ベトナムの各船主協会が議論し、表明した意見について留意するとともに、船員の労働条件は、船員

の居住国の生活水準や経済状況に見合ったものであるべきとの認識を示した。この観点から、船員の

雇用条件に関して世界的な統一基準を一律に適用することは適切ではないとの考えを示した。

　本会合は、訂CW条約を遵守するために、継続的な努力を続けていくとの考えを示した。また、本

会合は、その地域のすべての行政機関がその試験や承認制度と同様に、・船員の訓練機関の品質管理シ

ステムに関する報告を大きな問題なく終了したことに留意した。

　本会合は、2003年の船員の身分証明書（SID）改正条約（ILO　185号条約）が要求す為バィ唄物トッ．

ックス・テンプレートの目的を最良に達成させ基準を開発するに当たりILO、　ICAO及びISOによる進．

捗に押した・また・本飴は・米国のビザ附す碑し嘆牢によ・てけ旨紋に挿騨翻撫．

駄となり、ヨーロッパ内の自由な移動に関して、特にシェ．ンゲンルールとの華ね合いでヨ二幅ッパに

糠鵠鰹論露髄養礎表1よ．海1聴入国幣墾s甲轡嘩．

．本会合は、アジアの船員訓練に於いて、訓練機関と船主との協力がすでにアジア船員の雇用や供給

を陣しており・そ蝿力が麗されて・・ること磁迎した・また・畑．蝋岡岬及ゲ蝉卿跳

が、アジア人シニアオフィサーの育成を助長す．るため、協力を継続すべきである．との考えを示した。．

　本会合は、保安問題が9．11の米国同時多発テロを契機と．して世界的に注目を浴び、ISPS．Codeめ枠組

みの中で新しい海事ルールや規則が提案され、SOLAS条約の多くの改軍を経て施行．されたことに留意

した・また・飴は米国の船恥のビザ取得要求や船舶への警顯龍なζそ鱒の保安に関す碕

例が師さμたこζ暗鰍・．．季聯起柳条鵬一．三富！画鱒晶晶勲：も
嘩課レて・るζとに深・懸髄示した・飴は個開群と幣繍嘆即、⑳にく．輝灘

輯大野の噸四割定したと碑地響鰹昂に従暫う脚・稗む慨則年縫叫
数め調四四ダの・・F吻が7箪脇；て実施され・．そ9線そ勉励にお噸聯．
員極めて碑し詩に手・ジ≒アが木足して：おり・．アジアに抑硝国別呼聯齢は上昇レて

茎隷奮灘繰締瓢雛壇窪麗薪轡響手協．
委員会は・来鰍の第1・回中醗合のイセドネシアでの開催につ・｝て・．イン．ドネ汐1贈与から

の申し出を承諾した。委員会は、ハノイにおいて第9回中間会合を主催したベトナ．ム船主協会の尽力

に感謝の意を表明した。

ぜんぎょう0602003⑳7
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太平洋コンテナトレード／ドライバルク・タンカー

とも堅調な市況を確認
一アジア船主フォーラム（ASF）

　シッビング・主コノミックス・レビュー委員会（SERC）第14回

中間会合の模様一

　ASFシッビング・エコノミックス・レビュー

委員会（SERC）の第14回会合が、2003年12月ユ

日に北京で開催された。

　同会合は、2003年3月の第13回会合（於マニ

ラ）に続くもので、ASFメンバー船協から7力

国／地域の代表20名が参加（資料2参照）、当協

会からはSERC委員長の草刈隆郎会長（日本郵

船社長）をはじめ5名が出席し、率直かつ活発

な意見交換の後、了解事項（資料1参照）を採

択して会合を終了した。

　今回の会合では、太平洋コンテナ航路のトレ

ード安定化問題、ドライバルク／タンカーの市

況動向のほかシングルハルタンカーのフェーズ

アウト問題、固定点検設備（PMA）、海事保安問

題、バラスト水管理条約案、海賊問題など海運

を取り巻く重要事項についても議論された。

　なお、太平洋トレードに従事するコンテナ船

泌臨盗泓廠幽鹿．盗轟血轟証撫

運航会社として新たにAPL（アセアン船協／シ

ンガポール）、シノトランス・コンテナ・ライン

ズ（中開）が加入し、会合に参加した。

議論の主要点は以下のとおりである。

①定期船部門

　　アジア域内トレードの荷動きが拡大してい

　ることが報告される一方、同トレードへの船

　腹の追加が見込まれることが懸念を持って留

　意された。THC（Termina1　Handling　Charge）

　問題については、IADA（アジア域内協議協定）

　など認可されている船社間協定のCEOレベル

　で速やかに検討するよう勧告することが合意

　された。

　　太平洋トレードについては、荷動きの堅調

　ぶりが報告され、今後数年は堅調な市況が維

　持され得る見通しであることが留意された。

　　定期船経営安定化のためには、企業と貿易

ASF　SERC第14回中間会合参加者

8鋤せんきょうP召62003
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　全体の最良の利益に照らしたCEOの指導が不

　可欠であることが確認された。

②ドライバルク／タンカー部門

　　ドライバルク市況は、最近非常に堅調であ

　ることが報告され、現在の市況は当分の間維

　持され得ることが留意された。

　　タンカー部門も、最近は非常に良好な水準

　にあることが報告された。

　　シングルハルタンカーのフェーズアウトに

　ついてEUが実施した地域的かつ一方的な規制

　に対して反対を表明するとともに、タンカー
．． y三州斗1　】　　、　．　．．

　とバルクキャリアの検査のための固定点検設

　備（PMA）に関する規則の再審議をIMOが決

　定したとの最新の報告を歓迎した。

③その他

　　バラスト水管理に関する条約について船主

　は条約案を注意深く検討して政府に意見を伝

　えるべきであることが合意された。また、海

　賊事件の増加に懸念が示され、海賊排除の左

　め関係者が努力すべきであることが確認され

　た。　　　　　　　　　　　（国際企画室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年把月1日、北京

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．（2003年12月3．自、東京で発表）

　　　　　　　　了解．事．低
　　　　　アジア船主フォ」ラム．（ASF）．．

シヅビング・エコノミックス・レビュー委員会．（S由C）

　　　　第14回中間会合（北京）にて採択．

・ゾ・舞・．オラ・（細．シ・ピ≧グ♂．工耳・・ヅク勾ヒヴー奪会ぐsp・・）．第・・四三．．．

：会合はlASFメ》バー船鵬の豪州、．アセアン、中国、台湾、．香港、日本、．韓国から7三国／地域g）代

稗難詰野網1町開轡朴．岬一画ll．．．．．：、

　　1）・、ドライバルク市況は、最近非常に堅調であることが報告された6バルクキャリデの供給畢と1．

甥鷺鶉頭捻讐著三二ll轡な予墜即ド7
　2．）．．タンカ」部門につ．いては、．、2003年第2四半期以降のワ」ルドづスケール・レ」トは乱高下を示

　　．．しかたが・績は非常に良女子魅軌あることが結された職方出納は…グ1いルタ．

　　功一め五一ズアクN・つい噺たな国際規賜IM・で内寸されている1・もかか坊ずEP

　　．が実施した地域的かつ一方的な規制に対して反対を表明し、国際海運は入念に吟味きれ世界的に．

　　容認された規則によってのみ規制されるべきであるとの考え方を確認した。．

　3）．ダシヵ一とバ・レ舛ヤリアの検査の⑳の固鯨検設備（PMA）に関する現在のS・鵬条約の

　　規定は、実際的でない措置を含んでいることが留意された。会合は、前週IMO総会が戸MA規則．

　　の今後の再審議を決定したとの最新の報告を歓迎した。船主は、船級協会・造船会社・その他関し

　　係者などと協力して実際的な解決策を探求すべきであることが合意されたb

2．定期船

せんぎょうD召02003蓼9
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1）アジ・域内ト・一ドに関し砿コ～テナ煙きが引き．続き撤し絶’う．ζと鐸告きμ燃

　　鴫に汰型船の基鰍路からの津入とアジア域内船社の纐参入とが予想されており，．誉．らな

　　る船腹が追加される見通しであることが懸念を持つそ留意された。また、THC問題に関する最近

　　の状況も灘された・出席駕一儲がこの商瓢の罷腿切に卿照照きであるこ．とを

　　認め、IADAなど認可されている三社間協定に対し、．各協定の¢0レベルめ寧．．ンバーで運やかに．

　　検討するよう勧告することに合意した。

　　　（注）㈹A・1曲A…Disc・ss・・n卿eem・n・．（アジ・引解灘定）．．．1．．、．．．

　2）太平洋トレードについては、．荷動きが引き続き堅調であることに智引した6コンテナ輸送能力

　　四壁に関する簸予測．に蜘よ太平滑・ザρ・ジアからり騨趨1輝砂需給バ

　　ラ・スは今徽年は繍さ辮るもρと考えられ樫註脚ま1．酒男。・な2・・4年用22日か

　　ら騨る中国旧正壁で嘩持さ閉るこ≒に臆し牟沖即正服のス、ラ’7ク．1（醐脚．．

　　がどの糠のものか予早す・ことは困難であるが．蝶経営に顔．り．潔叢誌の短1．鯛寵

　　ズを含醜舗二瀬因を離深く．舗するこ．と醐・に．と・て畢聯ζ．とρ蹄さ．幡

・）鱒骸醐ζ？いては迷謬関寄る籾回け勲瑚・≠・ト情報の騨碑噸献．
　　告規則漱きな混乱なく琴施さ栖・・～うζとカ1髄された晶醜が5．．蘭造説昨硲．じ、．

　　る⑳の擁対郷．船社側に多‡な鎌的「・．坤紫蘭罪しゆ’る酵搾擦郷．串．

諜澱野∵1轡轡1野階：響警ll：ll驚：∴

！）雌者は・バラズト水②管興関襟纏09禦即即糖今欝濃密るテ定義：．

　　ること・臆レた洞条繍ま｝．雑1≒か醐なく聯黒月盛業・零嘩灘す鰻．、

　　念を矧レ・考え郷全て剛疑互いに協力・潤して紳に対す砺騙よ雌筆驚を排．
　　除するため・．政府機関、海運業界および関係考炉多参な弩力鳶宥ラべきであ為ごと．を確翠した。．．

．・）．また出儲は・．鱒親・関す撮塑蕉門鮪についでも翻交換を1球←．響町

　　定に対する独禁法適用除外制摩についてはミ海運業界の安定め参なちず荷主を含1斡貿易業界三体．．．

停とつ

　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）は～全社CEOが海運に関連するマクロ経．．

済的な貿易情工やその動向を検討する場である。SERCの目的は、入手可能な経済デニタ牽考察し主要．

貿易問題の展望を共有することにより、経営意思決定の質を高めるこ．と．である。．

10魑せんきょうD602003



【資料2】

　　　　　　　　　　　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）

　　　　　　　　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第14回中間会合

　　　　　　　　　　　　　　日時：2003年12月1日（月）

　　　　　　　　　　　　　　場所：北京（COSCO本社会議室）

出席者

　委員長

　　草刈　隆郎　　日本船主協会会長（日本郵船社長）

　メンバー

　＜オーストラリア船主協会＞

　Mr　John　E　Lines（Managing　Director＆CEO，　ANL　Container　Line　Pty　Ltd．）

　〈中国船主協会＞

　Mr　Gao　We動ie（ExecuUve　Vice　President，　China　Ocean　Shipphlg（Group）Co．）

　Mr　Yang　Shicheng（Deputy　Director，　Research　and　Development　Centre，，

　　　　　　　　　　China　Ocean　Shipping（Group）Co．）

　Mr　Wu　Chang　Zheng（Vice　General　Manager，　Transporta廿on　Di唾sion，　China　Shipping（Group）Co．）

　Mr　Geng　Chen（Deputy　General　Manager，　China　National　Chartering　Corp．（SINOTRANS））

　〈アセアン船主協会連合会〉

　〈シンガポール船主協会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　f，’

　Mr　Koay　Peng　Yen（President，　APL　Greater　China）、

　〈ベトナム船主協会＞

　Mr　Vu　Ngoc　Son（Chairman，　Vietn㎜National　Shipping　Lines）　　　　　　　　　．

　〈香港船主協会＞

　Mr　Phihp　Chow（Chief　Operating　Of6cer，　Orient　Overseas　Container　Line　Ltd．）

　〈日本船主協会〉

　飯沼　義雄　　（川崎汽船専務取締役）

　薬師寺正和　　（商船三井常務執行役員）

　石田　忠正　　（日本郵船専務取締役）

　吉田　芳之　　（日本郵船経営企画グループ調査役）

　〈韓国船主協会＞

　Mr　J　W　Park（Execudve　Vice　President，　Hanjin　Shipping　Co．，　Ltd．）

　Mr　Jae　Hyun　Lee（Senior　Executive　Vice　President，　Hyundai　Merchant　Marine　Co．，　Ltd．）

〈台湾船主協会＞

　Mr　Samuel　Hsu（Chief　Representative　in　Be尊ing，　Evergreen　Ma血e　Corp，）

　Mr　Ong　Choo　Kiat（President，　U－Ming　Marine　Transport　Corp）
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　Dr　C　C　Chen（Group　Chairman，　Wan　Hai　Lines　Ltd．）

M・KCT㎝9（D・p噂M㎜・g血g　Direc霞・ち6hi・岬㎜H・i　Hnes．蹴）

　Mr　R　B　Chiou（Executive　Vice．President，　Yang　Ming　Marine　Trahspqrt　Corp．）、

弁護士
　Mr　Je血ey　F　Lawrence（Pa血1er，　Sher＆Blackwe11）

事務局
園田　裕一

石川　　尚

笠原　永子

1

（日本船主協会企画調整部長兼国際企画室長）

（日本船主協会国際企画室課長）

（日本船主協会国際企画室）．

内外情報

　当協会は、わが国における第二船籍制度の創

設を検討するため、2003年6月、構造改革委員

会のもとに、「船籍問題小委員会（委員長：飯塚

孜常任理事・国際エネルギー輸送社長）」を設置

し、由比の望む第二船籍制度や関係者（船社、国

など）にとってのメリットなどについて検討し

てきたが、このほどその結論を取りまとめ（【資

料】参照）、11月27日「わが国外航商船の第二船

籍制度の創設」を内閣官房構造改革特区推進室

に提案した。

　今後は、地方自治体はじめ国交省など関係者

と協議し、実現に向けて活動していくこととし

ている。

（1）第二船籍制度の概要

　　船社の望んでいる第二船籍制度は、パナマ

　籍などの外国籍船と同等、若しくはそれ以上

　の競争力をもった船籍制度である。

　．そのためには、登録免許税の引下げ、固定

　資産税の廃止、いわゆる日本人船員配乗要件

　（日本入船・機長2名）の廃止、そして船舶

　のハード面に関する規制を国際標準並みとす

　　　　　　請撫．《ゑ副甑甑血疏譲。幽轟轟

　ること、などが必要となる。

②　検討に至る経緯等

　　現在の日本商船隊は約2，000隻であり、この

　うち日本籍船は僅か110隻で、残りはパナマ等

　への海外置月船である。，こうした事態を放置

　しておけば極めて近い将来に日本籍外航船は

　ゼロに限りなく近づいていくことになる。

　　海外国籍は、日本籍船に競争力がない現状

　では、日本の海運企業の経営者にとって選択

　せざるを得ない方策であるが、一方で、置籍

　国（旗国）の政情等の影響を受けざるを得ない

　ことから、日本回船に比べ法的安定性に劣る

　ことは否めず、わが国貿易物資の安定輸送を

　確保する観点からも注意しておく必要がある。

　　また、昨年のTAJIMA号事件を契機とし、日

　本入船員に対する犯罪には、外国籍船上であ

　っても日本国刑法が適用されることとなった

　が、外国人船員同士の犯罪には依然として日

本の管轄権が及ばず、こうした点を担保する

手立ては完全には整っていない。さらに、船

舶所有者と旗国に対する責任の明確化を求め
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　る声も高まっている。

　　日本の企業が日本籍の船を所有することが

　出来ないという状況はやはり不自然であり、

　近い将来、日本籍外航船が姿を消してしまう

　前に、外国籍船並み或いはそれ以上の競争力

　を持った日本船籍制度が必要ではないかと考

　え検討を行った。

（3）国際船舶制度についての考え方

　　わが国には「国際船舶制度」があるが、税

　制、船員配乗要件、船舶のハード面に関する

　規制等、どれをとっても競争力上は不充分な

　ものである。当協会は、．国際船舶制度の創設

　以来、実効ある制度に改善するホうさまざま

　な機会で求めつづけてきたが、充分な対応は

【資料】．

　なされず、この間にも日本籍船の減少が勢い

　ているため、今般、構造改革特区構想として

　提案し、公の場における議論を期待するもの

　である。

（4）税制の取扱い

　　政府の特区構想では、税財源措置の優遇を．

求める提案は検討対象とはしないこととされて

いるが、当協会の求める第二船籍制度の全体像

を提示するため、あえて税制要望を含む特区提

案を行うこととしだ。税制措置については、特

区と関連しての議論は行われないが、この点に

ついては、今後特区とは別のルートで要望活動

を行っていくこととしている。

　　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．2003年11月

　　　　　　　　　　　　　わ．が国外航商船第；船籍制度創設に？いて．．

．ω．。鱗。船。第；耀肇、す、町．．　　．1騨欝

　　全世界の蝶と刑し嘆争師．・て・・る．畔め輝企業力㍉．．躰翻を鮪するζと．｝むそれ1

．鵬難鷺犠難轡『響隅畔轡．さ群であ！
　　幸し晦運の世界では、．パチマやリベリア等、船舶保創ζ関し最小の規制と低コ．ストを提併する甲

羅細鱗難尊繊義諜響保しうる方催するrで．叩

　　．換言すれば、「うした選駅肢がな．〈．、．その所有船ずべてを白本籍船と堂ざるを得なかったとす雅

　ば、．日本の海運企業は国際競争場裡から．の撤退を余儀なくされていたととは確実である。

　　．しかしながら外国籍船は、置回国（旗国）の法制などに船舶を服せしめるごとであり、これら諸．

　国の置かれる内外の政治環境等の影響を受けざるを得ないことから、日本籍船に比し法的安定性に．

　劣ること．は否めず、わが国貿易物資の安定輸送を確保する観点からもこの点に留意しておく必要が：

　ある。ま．た、20⑫年に発生したTAJIMA号における犯罪（参考②参照〉にも充分に対応できない欠

　点を持っている。TAJIMA号事件については、その後法改正がなされ、日本の領海外における外国籍

せんきょうPβご2003覇13
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　船上での日本人船員に対する重大犯罪には日本国刑法が適用されることとなり、問題は軽減されて．

　いるが、なお同様の状況下での外国人船員同士の犯罪には日本国として適切に対処することができ

　ず、船舶の安全性を阻害する要因は完全には払拭されていない。．．

　　以上の如く・類所有船脚畝置棄讐は・騨では．躰の樋蝶にとρて群翠択せざるを

　得ない方策であるが、日本籍船が外国籍船並み或いはそれ以上の競争力を保持しうれば、船舶所有．

　者と旗国に対する責任の明確化を求める声も高まる中、．日本籍船志向が強まること必定である。

　　また、日本籍船が増加すれば、IMO（国連の「国際海事機関」）など海運に関する国際会議等にお　．

　いて日本国の発言力に重みが増し、国益の向上が図られることとなる。

　　現状の制度をいつまでも放置すれば、近い将来に日本籍外航船舶がほぼ完全に姿を消すことは必

，、至｣隷灘集犠遷る騨日本船騨の倉議論惑う「あ㌔，

　　ユ996年、．わが国政府は日本回船の減少に歯止めをかけるべくて．「国際船舶制度」．．を創設しているがき

．①鯛（外国糊に比べ離な登金景免許税・齪今回）・②船翠藤件（腓三篶撫．吻・

寵難論憩1灘雛鳥藤壷蜜灘2冷璽1禍神三1管
　　同特区構想…．「単なる税財源雛際遇を求める提案は翻・橡ζ．晦1」剃さ⑳興．

当協会による第二興野の提案は・．これまで外甲に置締れか燭聯ア今際愚管の多！．、

．湘本籍船に移行することを目的とし・．これによらて駆に指定さ袴地域燭鴎塑．ワ．薯．ザ：．

船社の望む第二船籍制度

船守の望んでいる第二船籍制度と｝ま・パナマ籍などの掴綿と購諾しくはそれ馳磯争力

をもった制廉、即ち、以下の条件が満たされた制度：である。，

（1）税　制

　①登録免許税について

　　　新造船については、パナマ籍など外国籍船並みとする。．既存の外国巨船の日本籍船への転籍を

　　促進するため、．第二船籍制度創設後5年間は非課税とする。6年目以降は新造船と同様外国努努．

　　並みとする。
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　②固定資産税について

　　　課税が海運業や特定の設備型産業に偏重し、課税の中立性にも問題があることから船舶（償却

　　資産）に対する課税を廃止する。（当協会の平成16年度税制改正要望）

（2）船員配乗要件等

　　日本籍船に対するいわゆる日本人船員配乗要件を廃止するため、船舶職員法上23条の．2第2項の

　規定に基づく就業範囲の指定に関する海上技術安全局船員部長通達（海職第284号の2、平成11年6

　月11日）を改正する。

　　また、外国人船員の海技資格承認試験制度の抜本的見直し等、関連資格の取得手続の簡便化等を

　図る。

（3）船舶の設備等に関する規制緩和

　　外国篭船（含む建造中）の日本籍船への転籍を促進するため、日本回船特有の船舶設備初検査要

　件や売買船に際しての各種手続きおよび規制について、国際標準並みのものとする。．　．似．上

関連資料一①

（11税金比較

　　パナマ籍船のInitial　Feeと日本籍船の登録免許税の比較

ハンディサイズバルカー ケープサイズバルカー VLCC コンテナ船

パ　　ナ　　マ US＄12，690 US＄18、350 US＄23．900 US＄14．840

．自　　本 US＄281438 US＄58、438 US串10D．00D US＄77β44

（参考！

リ　ベ　リ　ア US＄］4．480 US＄19．550 US＄241750 US＄15．780

パナマ籍船のAnnual　Feeと日本籍船の固定資産税の比較

八ンディサイズバルカー ケープサイズバルカー ＞LCC コンテナ船

パ　　ナ　　マ US＄　7．690 US＄11、B50 US＄17、400 US＄　81340

日　　　　本 US＄　7，4］6 US串14、832 US＄261021 US＄22、990

（参考）

リ　ベ　リ　ア US＄　9，990 US＄14，150 US＄19β50 US＄　10．640

何れも当協会調べ（前提条件は以下の通り）

●船価およびトン数

船価（百万US＄） GRT NRT

八ンディサイズバルカー US＄　20 35．000GRT 2aOOONRT

ケープサイズバルカー US＄40 85，000GRT 551000NRT

V　　　L　　G　　　C US＄70 160．ODOGRT 951000NRT

コ．ン　テ　ナ　船 L」S＄62 75，000GRT 28．000NRT

●日本籍船は国際船舶とした。

●固定資産税は15年平均（VLCCは13年平均）。
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●為替レートは1ドル120円。

関運資料一②

（2）一船当たりの船員費比較

外国籍（パナマ〉船の例 わが国国際船舶の例 第二船籍船の例

干US蹟

23名全員
外国人船員

700～800

二FUS＄

日本人2名＋
外国人船員21名

1050

．千US＄

23名全員

外国人船員
700～800

※当協会試算P

外国籍船（パナマ籍プの代表的な配乗例（23名配乗）

　●インド人船員5名＋東南アジア人船貴18名

　●欧州入船員5名＋東南アジア人船員19名

わが国国際船舶の代表的な配乗例（23名配乗〉

　●日本人船員2名＋東南アジア人船員21名

関連資料一③．

（3）．日本籍耳蝉の船舶設備’髄要件によ郷勺槻弓の例．．ll

　①　証書発給：

　　定轍査（5郷渡）時の鰭の発給は外て躰蹄が御：．概畜力1ない≧．晦不再・1．．

　　．．各国の日本領事館において証書を発給できるシスデムと．なっているが、、：即実は事繭連絡等が必

③r蒲あ轡のように［騨員興回忌∵呼i轡∵
　　　年度に関して」変更（改造工事や・日本籍買い戻レ船）．があった場合は・．、三度官が現暢！『て実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c

　　　齢設備（救命艇、筏、非常無線等）・航海灘（騰GP鼠．叶ダ）消火飾・響動防．

　　止（貰水分離器）、海洋汚染防除資材、危険物輸送コンテナなどは、．すべそ指定検定機関として働．

　　日本舶用品検定協会の型式承認と検査を受ける必要があり、実質的には海外製品の採用が困難と

　　なっている。検査方法が煩雑で、認定が出るまでの時問も必要である為、海外建造船や買い戻し

　　船においてかなりのコストが発生している。（改造費炉5000万～1億円程度となる場合もある）

　⑤　検査インターバル：

　　　日本籍船の場合、2．5年目の中間検査（旧、一種中問検査）で乾ドックに入渠が必要であるが1

　　外国籍船では、ダイバーによる水中検査が可能で、乾ドックへの入渠は5年目だけで良い。
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44� 969�
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36�
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58� 983� 140� ，035� 」75� 12．．�
．3 O00．．．� ．134．．．� Lgb5．� aO39．

59� 984�
，055�

1080� 1135� H13．．．� O0；．．．�
17．� C983．．．．� 2110σ．

60．� 985�
，028� ，407� ，435� 14．．� 002�

110．　 P．1β78．1� 細．．．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．．獅r樗ポニ㌧（畔’r事四二〉1、声『．沼

　．台湾沖公海上を航行中のパナマ籍大型タンカーT邸1珂A号船内でフ．イ1∫ピシ人聯員21名！こ季．り．1

本人二等三士澱害される事件が難。
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　　・／・輔の難に基づさ・．船内保安維持のため講堺安比財源に乗鉱山・．．

　　4／12　本船、．姫路港入港。　同齢、パナマ政府より外交～レートを通pて国降捜査共助σ～琴請。

　　4／14　海上保安官全員下船。．船長指揮のもと、民間人による被疑者め拘束・無視が始まる（～5．、

　　　　　／15）。

　　4／！9被疑者を除く．フ．イリピン人船員に上陸許可。

　・4／19外務省からパナマ大使館に捜査資料送付。

郷纂灘輪講諜1棲分を翻訳して本甲脚1．．．1．

　　5／14パナマ蔚か酬務省に斌て被疑卸名の仮襟ρ熱．

灘‡謙禁野1合祉麟暴獣1胆轡∵1騨瞥．
　　6／18　東京高検がら東京高裁に審査の請求。．

　　8．／12　東京高裁において審査。

（2）T幻IMA号事件にて露呈した問題点．

　　即㎜号離爪湯上の外国．（パナマ｝．翻上鱗雲した桝馴フ．イ：1λ暁〉．へに播磨瓦

．か・．た・した晒τ1．パナマからφ蝉吟つく騨⑳野曝柳上陸｝廟嚇：晒幣

　　．これにより・本船がわ細領紳｝こありな捗・：4即2日唖蝉入港衝．緯鞍酔聯レ．、

．． 俣c野は・丁卿鵬騨螺機に「外国籍船引剛麟嗣厚グ7赫上脅輝野

　　即融．輝件を難曜懸の国閣員マ鯨さ燭「樺肇脚にお咋も牙U法鱒正す．．
　球きとρ声が高まり・政府はぜ日本国外1『おいて日奉甲昂が被害者≒な？㊧犯男些村処するな樽②1．

刑法の纈改正」（邸刑法の「部肇主）について・．法糖議会論議を経・！郷朝鴫

　　上言己徽正がなされ・躰の騨外における魍言上での三人鵜・対する車大犯罪に悶

旧刑法が適用されることとなり澗題1ま轍されている力乳．なお同御郷下での外国脚即．．

士の犯罪には躰国として適切耐処することができず・．船舶の糊張蝋燭群類邸完斜rは

　払拭されていない。　’　　　　　　　　　　　．　．．．　　　1．．．．．．．．　．．　以．：上．．

18簿せんぎょうPθc2003



2睡係分野の一層の規制緩和を要望
一秋め集中受付月間（全国規模）で16項目を要望一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口置ム融．顧麟、溺甑．鉱，漉纏．《滋誌漉諏

　政府による規制改革の推進については、内閣

府に設置された「総合規制改革会議」において

平成16年3月の「規制緩和推進3雪年計画」再

々改定（最終年）に向けた検討が進められてお

り、当協会は、平成14年度要望で改善の見られ

なかった事項および平成15年4月に実施した会

員会社へのアンケートにおいて新たに寄せられ

た意見・要望を踏まえ、関係委員会等において

検討し、本年9月末に石原伸晃行政改革担当・

規制改革担当大臣および扇千景国土交通大臣（い

ずれも当時）に対し、32項目からなる要望書を

提出している（【資料1】および本誌2003年10月

号P．8参照）。

　これまで当協会からの要望に対する正式な回

答は、翌年、総合規制改革会議より公表されて

いたが、本年については、平成15年11月17日、

国土交通省海事局から所管の項目について回答

があった（【資料2】参照）。

　一方、「総合規制改革会議」は上記3力年計画

に加え、構造改革特区の提案募集と併せて全国

規模の規制緩和要望を受け付ける「規制改革集

．中受付月間」を設け、本年6月に第1回目の受

付が行われたため、当協会はその時点で要望可

能な6項目について要望した《本誌2003年8月

号P．22参照）。

　この集中受付月間における規制緩和要望は、

構造改革特区での手法、即ち総合規制改革会議

と関係省庁との折衝のやり取りが同会議のホー

ムページに都度掲載されるとともに、結論を得

るまでの期間が数ヶ月と短いため、これまで3

ヵ年計画において要望したにもかかわらず遅々

として進まない事項には一層効果的である’。

　今般、．その第2回目となる「秋の規制緩和集

中受付月間」が、11月1日～30日に行われると

ととなったため、上記9月半提出した要望項目

および海事局からの回答などその進捗状況等を

‘踏まえ以下16項目について改めて要望した（【資

料3】参照）。

ユ　港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶

　固定資産税）ならびに諸料金（入港料等）の

　適正化

2　目皿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化

3　港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化

4『限定近海船』の船員配乗要件の早期具体化

5　船舶不稼働損失保険の海外付保の自由化

6　マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸

　許可期間の延長

7　日本出船でのカ．ジノの自由化

8　日本籍船の登記・登録の一元化

9　船舶原簿と船舶登記簿の変更手続きの一元

10　国際船舶を海外譲渡する際に提出する書類

　の見直し

1ユ船舶の建造許可に当たっての手続きの一層

　の簡素化

12　船舶運航事業者の提出する報告書・届出等

　の廃止を含む抜本的な見直し

13解撤等のために輸出される船舶のバーゼル

　法に基づく輸出承認手続きの廃止

14　内航輸送用トレーラー・シャーシの車検制

　度の緩和

15　内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫に

　関する規定の見直し

16　国内海上輸送船舶の使用する燃料油に関わ

　る特例措置の導入　　　　　　（企画調整部）

ぜんきょうρθσ2003㊥19．
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　【資料11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．平成15年9月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　海運関係規制緩和要望項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹日本船主協会

1．わが国港湾の効率的運営を実現し、国際競争力を改善するための全般的な見直し（円滑な国際物

　流を可能とする観点から）　　　　　　　、

　①港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固定資産税）ならびに諸料金（入港料等）の適正化

　②外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化

　③港湾運送事業の更なる規制緩和

　④港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化

2，船員保険の被保険者資格の見直し

3。船員職業紹介事業等の許可

4．インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し

5．第三級海上無線通信士認定講習及び船舶局無線従事者証明訓練の梅外における実雄．

6．瀬戸内海における危険物積載船を除く巨大船への航行制限の緩和

7．ねずみ族駆除免除検査証書の有効期間の延長

8。マニラ港出港船に対する無線検疫の実施

9．船舶に備え付ける医薬品等の見直し

10．雇入れ契約の公認手続きの見直し

11．船員個票の廃止

12．外国人船員に対する船舶衛生管理者資格の付与及び認定

13．船舶衛生管理者適任証の発給手続きの見直し

14．海外駐在員に対する海技免状更新手続きの見直し

15．船員手帳の健康診断における指定域制度の廃止

16．欠員届・欠員補充届の見直し

17．就業規則上の定員記載の廃止

18．放射線業務従事者にかかる健康診断結果の報告の廃止

19．海技免状記載事項の見直し．

20．海技試験制度の見直し

21．　『限定近海船』の船員配乗要件の早期具体化

22．船舶不稼働損失保険の海外付保の自由化

23．マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸許可期間の延長

24．日本堀船でのカジノの自由化

25．日本籍船の登記・登録、海外譲渡、登録抹消等に係る手続きの簡素化

①日本籍船の登記・登録の一元化

②船舶原簿と船舶登記簿の変更手続きの一元化

③国際船舶を海外譲渡する際に提出する書類の見直し

20轡せんきょうP8ご2003



26・船舶の建茸許可に串た？ての手締きの十層．の簡奉偉、．．．．．．

難撒脚半野鐸㌍叢誌1繍轡蒲鉾喫l

l綴罐鷲臨漏斗ζ漏華華繋罐馨しlr

【資料2】

　
　
　
ユ

．
・
．
一

社．団法人．．日本船主協会．．．殿．．

．．国土交：通．省．

騨騨際華華1諮墨筆華墨剛

平鱒9．月．・qrに三会よ．り』国埣称髄嘩聯な」輝輝1嚇騨所即繕rL

鱗雲欝纏腺擁欝ll：岬暫1悟1搾村搾窯鱒暫『：1ン

別紙1

1．必要な制度改正を行うもの（既に行ったものを含む． j（15項目）

番号 項．　　目 ．対．1．．．応．． @方．．．．：針．∴．． 措置内．容：．．． ．：．．

S当課等；．

1．① 港湾関係諸税．（とん税、特別

ﾆん税、船舶固定資産税）な．
轤ﾑに諸料金（入港料等）の．

K正化

．．． D税制改正関係事項については忌．例年行うてい葛．税制改正要望検討作業の中で、1今後とも連携を図．

閧ﾂつ検討。．．また1これに向け引ぎ続き幅広く情

�A意見交換。．
@なお、水先料金については、引ぎ続き、料金の．

xースとなるきょう導距離等の再検証を進め1．平

ｬ15年度内に必要な見直しを行う5

平成15年度中に省令．

ﾌ改正を行う♂．．

D
：

大臣官房参事官1．．晦事担当）海．

D技資格課

1．③ 港湾運送事業の更なる規制緩a
　平成15年度中に結論を得て、．以降速やか．に措置

ｷる予定。．．平成16年度中に法案を提出する予定。．1

．平成旧年度中に法案．

�痩?ﾉ提出する。．

連装課：．

2
船員保険の被保険者資格の見

ｼし
　船員職業安定法め改正により措置する予定であ
閨A．平成15年度中に改正の内容について結論を得

ﾄ、以降．できる限り速やかに法案の国会提出を図．
驕B．

．でぎる限D速やかに

[置を講ずる6

．．船員政策課．．

3 船員職業紹介事業等の許可．． 　船員職業安定法の改正により措置する予定であ
閨D、．車成15年度中に改正の内容について結論を得

ﾄ、．以降できる限り速やがに法案の国会提出を図

驍U

できる限．り速やがに．．

[置を講ずる。．

船員政策課1

9
船舶に備え付ける医薬品等の

ｩ直し
　本要望については、要望の詳細を確認する必要
ｪあるため、日本船主協会及び専門家等の具体的

ﾈ意見を聞いて情報収集をして検討を行い、．必要
ﾉ応じて実態に即した告示改正を検討する予定。．

要望の詳細を確認し．

ｽうえで、平成15年
x中に検討して∴一
閧ﾌ結論を得る6．

船員労働環境課．

10
雇入れ契約の公認手続きの見

ｼし
　E・MAlLを用いた手続ぎについて、必要な省令改
ｳを行った。なお、船長以外の者でも、：船長の委

Cがあれば手続は可能．

改正省令を1．凋5日
ﾉ公布・施行した。

船員労働環境課

せんきょうPθ62003瀞2！
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番号 項　　　目 対．．．応．．．1方：．．　針：
．．． D措．置内容． ．，担当一等．．1

1
1 船員個票の廃止

　船員職業安定法の改正に合わぜ、船員派遣事業．に係る船員につい．ては、．．所要の見直しを行う．予定』
改正船員職業安定法

ﾌ施行に合わせて盈
Jの改正を行．う．。：．

．船員政策課．：．

13
船舶衛生管理者適任証の発給．

闡ｱぎの見直し

　．「住所地を管轄する地方運輸局」．ではな．くし「最．寄の地方運輸局ゴ．を経由しで申請．できるように措

uする予定。．

平成15年度中に省令．．の改正を行う6．・． ．船員労働環境課

14 海外駐在員に対する海技免状
X新手続きの見直し．

　外国の医療機関による身体検査証明に．ついて

ﾍ、当該医師の資格保有に係る確認方法の検討を
sった上で、．改魯策を措置する予定。．．

平成15年度中に通達
�ｭ出するd．．．

．海技資格課．：．．．

20 海技試験制度の見直し 　試験事務の簡素化等により、．．海技試験の申請日．

ｩら．受験日までの期間の短縮等を措置す．る予定。

@また、口述試験のみの受験者に対しては、現在、

M記試験終了後決定されている〔］述試験の日程を
¥め明らかにしておくとと．もにく．試験の申請期間
�A．．．現在より試験日．に近づけるよう措置したい。．

平成］5年度中に告示．

ﾌ改正を行う。．．．．

．海技資格課．

2
1 『限定近海船」．の船員配乗要

盾ﾌ早期具体化．

　内航船乗組み制度検討会の結論を踏ま．え、．．所要の措置を講ずる予定。． ．改正船員法め施行に

@合わせて所要の政令
D．． ?ｳ等を行う。．．

湖支資格課．．

25．① 日本籍船の登記登録の一元化 平成15年度中に竃．．．法．

D務省と調整の上、．必

vな措置を講ずる6

検査測度課．．．

25．② 船舶原簿と船舶登記簿の変更．手続きの一元化

　事務の一元化までの間、．国民の負担をでぎる限
闌y減するための制度と．して、．船舶登録事項と邑．

vしている船舶登記の表題部に関する事項につい
Dて管海官庁に変更登録の．申請が勢つた場合にぐ管．

C官庁から嘱託による変更登記の制度．（嘱託制度）．．．．の創設を検討中。．．．

26 船舶の建造許可に当たっての
闡ｱきの一層の簡素化．

船舶建造許可二二手続ぎの簡素化を行うbなお1：

nEOD造船協定発効後、臨時船舶建造調整法の改廃
�ﾜむ建造許可制度の抜本的見直．しを行う．予定』

平成15年度中に通達．
Dの改正を行う6・．．

．造船課．．．1．

25．③． 国際船舶を海外譲渡する際に
�oする書類の見直し．

．　．．．国際船舶の譲渡届出の際に提出された譲渡契約．書を登録抹消を行．う管海官庁に送付する．ごとによ．

aA．登録抹消の際の譲渡契約書の提出を不要とず
髟綷?ﾅ検討中6

平成1．5年度中に通達．．．の改正を行う：・．．
．検査測度課．．．．外：航課．．、．

別紙2

2．引き続き検討を要するもの（1項目）

番号 項．　目 ．対　　　　．応．．：　　　方．　　．針 担当課等．．．1

27． 船舶運航事業者の提出する報

随早E届出等の廃止を含む抜
{的見直し（他省庁へ提出す．る．デ」夕の活用）．

e種手続ぎに係る電子化．・ワンストップ化の利用状況、、各省庁間にお：．

ｯる情報の共有の実行可能性等についで1．．．検討㌧．調整し紅：∵．．結論を得た上．

ﾅ、．適正に対応する予定。．

．外航課．．海事産．業課．、：

別紙3

3．制度改正すべきでないもの（2項目）

番号 項　　　目 備．　　　　　　　　．考・ 1．1担当部局．．1

．15． 船員手帳の健康診断におげる

w定医制度の廃止

　現状では全ての医療機関が船員の労働実態や生活環境を十分目理解し
ｽ上で船内労働に適するかを判断することは困難。このため、．指定医制．
D度は維持する必要がある。現在、．指定医を拡大する． ｽめの取組を行っ．て．

｢るところであり、具体的な地域に関する船梁側の要望を聞く等により

w定医の確保に向け適切に対応していきたい。．．

17 就業規則上の定員記載の廃止 　就業規則への定員の記載については、船舶所有者による労働時間規制
ﾌ遵守等船員の所要の労働条件を十分担保するだけの体制を保持してい
驍ｩを確認するために必要。

船員労働環境課

別紙4

4．その他（5項目）

番号 項　　　目 備　　　　　　　　　　考 担当部局．

12 外国人船員に対する船舶衛生

ﾇ理者資格の付与及び認定
　船員法上国籍要件は定めていないため、現行でも外国人船員による資

i取得が可能。

船員労働環境課．
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．二二二三二＝□＝＝－二＝＝＝＝＝三三＝■

番号 項　　　目． 備　　　　　　　　　考 担当部局

16 欠員届・欠員補充届の見直し ．船舶所有者がオンライン申請手続を行う際に外国から申込みをする場． ．総合政策局情報．

合は、8桁の番号（000・000Q）．を入力することによ．駄．オンライン申請シ． ．管理部情報企画

．ステム．（電子署名が必要な手続を除く。）を利用することができる。．．．　． ．課、．船員労働環

境課．

18 放射線業務従事者にかかる健 ．健康診断結果報告書については卿ずしも船員労務官の監査対象とはな 船員労働環境課．

康診断結果の報告の廃止． っておらず、．手続ぎの重複にはなっていない。

．19 海技免状記載事項の見直し． ．更新された海技免状は更新前の海技免状の有効期間を継承しており．、． ．海技資格課

．条約で定める5年の有効期間を超えるものではないこと．を外国当局に説．

明しで了解されているところであり、外国のP串C．による指摘に対しては．．

適切に対応可能。．

32 国内海上輸送船舶の使用する燃 ．税制改正関係事項については、．例年行っている税制改正要望検討作業． ．大臣官房参事官

料油に関わる特例措置の導入 の中で、今後と．も連環を図．りつつ検討。 ．（海事局担当）．

（参　考）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、海事局が所管する要望項目以外の項目のうち、国土交通省内の他局等が所管する項目につい
ての検討状況は以下のとおりとなっている。

1．引き続き検討を要するもの

番号 項　　．目・ 対．　　　応　　　　．．方　　　　針 担当課等

1．④ 港湾7輸出入手続き等の一層．

ﾌ簡素化

　手続の徹底した見直しについては．、規制改革推進3か年計画（再改定）．．において、本年7月に実現したシ．ングルウィンドウ化の成果と問題点を

D踏まえ、． ?ﾟて輸出入「港湾に関する全ての手続の徹底した見直しを行．
Dうこと等について、関係府省とともに検討することとしているとともにl
h丁戦略本部による電子政府構築計画においても、国際標準も考慮しつう1．．

�ｶの業務．・システムに係る最適化計画を2005年度末までの出来る限り．．

♀冾ﾉ策定する．と位置付けている6今後も、シングルウインドウ．シスデ．

?^用開始後における利用者意見等を適宜聴取しつつ1．引き続き輸出入．．

．政策統括官付政．．．策調整官付．．．

D港湾局環境・技
p課、管理課．．

D海上保安庁交通．部安全課

F

6． 瀬戸内海におげる危険物積載．船を除く巨大船ぺの航行制限

ﾌ緩和．

．海上保安庁交通

蝿ﾀ全課．

28： ．労働統計調査の統合．
　船員統計と船員労働統計は、．．申告者名・住所∴事業種類及び用途（細分類こそ違うものの内容は同じ）．等において調査項目が重複しているのも

鮪ﾀであるためζ．申告義務者への負担軽減が図．られるよう検討を行う。．

情報管理部交通

ｲ査統計課．1

30 内航輸送用トレーラー・．シ．ヤ

[シの車検制度の緩和

　自動車検査証の有効期間については、安全で環境と調和めとれた車社会の実現を目指すとい．う車検・点検整備制度の本来の目的を念頭に置生．．

ｻのあり方について、．．必要なデータ等を収集の上、．常に検討して改善を
ﾍうて行くこ．ととしている。．．

自動車交通局技．．

ﾛ壁全部技術企．
謇ﾛ．．

2．その他

番号 項　　　目． 対． @　応　．　　方　　　　針． ．1． S当部局．

1① 入港料等の適正化 　また、入港料等港湾諸料金については港湾管理者がその徴収の有無も．
ﾜめ料率を条例により定めている。．さらに、．．それら諸料金に係るインセ．

塔eィブ（減免措置）が港湾管理者の政策的な判断により同じく条例に
薰ﾃぎ、かっ、利用者に対し不平等な取扱いとならないよう．な公正な対

桙ﾉより積極的に導入されているところである。

港湾局管理課

1．② 外貿埠頭公社の埠頭等貸付料

ﾌ適正化
1公社埠頭の貸付料は、埠頭公社と船社等との間で結ぶ岸壁等賃貸借契
�ﾉよる民間契約で決定されている。しかし、公社が原価を大ぎく下回
驫ﾝ壁等貸付料を設定することは、：公社の経営を危うくし、．埠頭整備に

Wる債務償還に支障を来すおそれがある。また1原価を上回る貸付料を
ﾝ定することは、公益法人の本来の目的を逸脱す．るばかりか、船社等の
o営を不当に圧迫するおそれがある。．

@このような観点から、国は岸壁等貸付料の算定基準を定めると同時に、
蒼y交通大臣に届けられた貸付料については、是正が必要な場合には、．

ﾏ更命令が担保されているところである。
@なお、国において、国際競争力の強化・確保を図るため、岸壁整備へ
ﾌ国費の投入、無利子貸付の拡充、税制等の支援施策を実施しており、
�ﾐ埠頭の貸付料の低減に寄与しているところである。

港
湾
局
管
理
課
．
．
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【資料3】　船協規制緩和要望（2003－11）

規制改革要望
枕?i事項名）

．　具体的規制．　改革要望内容．

票　　望．　理．　由 ．．

D．

�?@令等．．．．．． 制．度の
滑ﾇ窟庁

港湾関係諸税 港湾関係諸税．（とん税、特 船舶の入港に際して、わが国港湾においては、．とん税、． ．とん税法第1条．．．． 財務省．．．．

（とん税、特別． ．別とん税、船舶固定資産税） 特別とん税、船舶固定資産税の港湾関係諸税な．ら．びに ．特別とん税法第1．．． 獄ｱ省、．．．

とん税、．船舶 並びに諸料金（入港料等） ．入港料等の港湾関係諸料金などが賦課されている。．わ． ．条、．．

n方税法、．港 国土交通
1

固定資産税） の徴収の考え方を明確にし が国の港湾の効率的運営を実現し、．かつ国際競争力を． ．湾法第4條．2．項等 ．省等

ならびに諸料 た上で、諸外国のそれらと． 回復するためには“． ｱれら港湾関係諸税ならびに堅目
金（入港料等） 比べて適正化を図ること。 金の徴収の考え方を明確にし、．かつ諸外国と比較した
の適正化． 上で適正化を図るべぎである。．

外貿埠頭公社 原価主義に基づく料金の妥． 昭和55年1．2月16日の港湾審議会答申では外貿埠頭公団 平茸埠頭公団の解． 国土交通
の埠頭等貸付 当性の検証及び、．荷動きの の業務の移管に関し．て、／『……外貿埠頭の管理運営とい 散及び業務承継に． 省・

料の適正化 実態や公共埠頭料金との格 う公共的かつ国家的に重要な業務を行うものであるの 関する法律施行規．

差等を勘案した、より弾力 で前述の通りこれを適切かう確実に運営していくこと 則第5条第．1．項．；

的で国際競争力のある料金 が出来るような財団法人を国が指定するとともに、指

設定を可能とすること 定された財団法人に対しても法人の指定に伴う通常の
監督のほか、．国の海運政策及び港湾政策との整合性の．

2 取れた外貿埠頭の整備及び管理が行われるよう．国の監

督措置が必要となる。たとえば、貸付料の適正な水準

の確保、油皿埠頭施設の処分などの制限噸需給バラン．

スと港湾間の機能分担を考慮した外貿埠頭の整備など
の為の措置が挙げられる』．とした6国はこめ答弁を充
分尊重し、原価主義に基づく料金の妥当性の検証．及び．

荷動ぎの実態や公共埠頭料金との格差等も充分勘案、．．

弾力的で国際競争力を有する料金設定とするように各． 」

埠頭公社を指導すべぎである。：：

港湾・輸出入 全ての港湾・．輸出入関連手 20q3年．．7月23日より輸出入・港湾関連手続のシングルゥ．． ．関税法：電子情報 ．国土交通．

手続ぎ等の「 続を対象として、．．申請の必 イン．ドウ化が関係各省庁により実現されてはいるが、．L 処理絹織による関 ﾈ1．．∵財務

層の簡素化 要性が失われたもの、．申請 実態は各種申請・手続の見直．しや簡素化がなされてお．＝税手続の特例に関． 省．、法務

3 の中で削除でぎる項目の標 らず利便性の向上には結びついていない。．従って、全て ：．する法律く．．．コンテ ．．省、．．1厚生

準化、統一化でぎるものを の関連手続を対象として、．申請の必要性が失われたも ．ナ特例法．出入国． 労働省、．＝．．

抽出した上で、申請手続を の、申請の中で削除できる項目、さらに省庁間に共通す 管理お．よび難民認 ．地方自治

．徹底的に削除・簡素化する． ．る項目の標準化、統「化できるものを抽出した上で、甲． ．足法面1． ﾌ等．．．．

．よう要望する。． 講手続を徹底的に削減．・．簡素化することを要望する。．．

船舶不稼働損 1．996年より、．日本項目の船 ．船体保険と不稼動損失保険を」体で付保する場合ぱ、．．・ 1．．保険業法第．186条、．． 金融庁監．

失保険の海外 体保険は海外付保が自由化 安いコストでの付保が可能であるが1不稼動損失保険 ｯ施行令第19条、．．．． ．督局保険．

付保の自由化 ．されたが、不稼動損失保険 については海外付保ができないため、．船体保険の海外． ．同施行規則第．116．． 課．．．

4
は海外付保を自由化されて ．付保のメリットがほとん．ど生かされていない。．このた． 条．

いない6このため不稼動損 め日本下船の不稼動損失についても、海外丁丁を自：由．

＝失保険についても海外付保
．．

ｻすべきである。
．を自由化する。

マルシップ外 近年におけるマルシップ外 乗組員の上陸は15日置超えない範圏内で許可されてお ．出．入国管理及び難． ．入国管理

航客船の外国 航客船の国内就航状況に鑑 り、マルシッ．プ外航客船については、．初回の申請で15 ．三二定法第16条．．． 局入国在

5 人乗組員の上 み、上陸許可期間の延長や数 日の上陸許可を得た後、必要な時点で再度申請する．こ 溜課．：

陸許可期間の

?ｷ
次上陸許可を認めること。 とにより新たに15日の上陸許可が認められている』た

ｾし、3度目以降の上陸許可申請は、外国へ向け出港． 、．

i
し再度日本の港に入港しない限b受け付けられない。．．・

．1．

、

日本籍船での 日本籍船上では現行刑法が 国民への健全な娯楽を提供し、クルLズ客船事業の振． 刑法第τ85条、．．．186．． ．法務省．．

カジノの自由 適用されるため、公海上に 興を図るため、日本籍船でのカジノの自由化を行うこ． 条．

6 化 あってもカジノが禁止され と。

ているが、カジノの運営が

非合法とならないよう所用
の法整備を行う。

『限定近海船』． 堪航能力の優れた内航船舶 内航船舶の航行区域（沿海区域）は、原則として離岸距 船舶職員法施行令． ．国土交通

の船員配乗要 については、20海里以遠の 離20海里以内の水域とされている。本規制によると、地 第2．条． 省海事局
件の早期具体 航行が可能となる航行区域 理的形状により、発着地間の最短距離を直線航行でき 海技資格
化 （限定近海）が措置された な．くなること等から、航海距離が長くなり、その分多く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． 課

が、区域に対応した船員配 の時間と燃料を必要とするなど内航海運の運航効率を

7 乗要件が規定されていない 著しく低下させている。船舶安全法では、内航船舶の設

のでを早期に具体化すべき 備・構造も近代化され、安全性も向上しているこ．ととし

である。 て、直線航行が可能な所謂二「限定近海船」として平成丁3．

年10月に措置されている。しかし、．現状の船舶職員の

配乗（人数・資格）については、船舶安全法上の「限定近

海区域」のような区分がないため、船舶安全法に定め

る航行区域での航海が事実上不可能となっている。
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．規制改革要望
枕?i事項名）

　　具．体的規．制．　改革要望内容

．要．　望．　理．　由 根拠法令等
．制度の

滑ﾇ官庁

日本籍船の登

L・登録の“
ｳ化．

わが国においては、．船舶の

ﾝ登記．・．登録の二元的制度

ﾌもとで煩雑な手続きが必．
vとなっているので、登記

　　　　　　　・登録は、：．；元的制度の下で手続きが日本戦船の登記．複雑になっている。船舶の登録抹消時においては管海

ｯ庁から登記所への嘱託により手続きが一元化されて
｢ること、．航空機においては航空機登録法に．よる航空

．船舶法、船舶登言己
K
則
．
．
．
．

．法務省民

幕ﾇ、国
y交通省
C事局

8 ・登録の」元化を図駄速 ．機の登録と航空機抵当法による抵当権の登録が航空機

やかで合理的な登記・登録 ．登録令のもとに7元化されており．、．．．自動車においても

を可能にすること．。． 同様の制度となっていることを踏まえ、船舶の登記・
．登録の一元化を図り．、速やかで合理的な登記・登録を

可能にすること。．

船舶原簿と船

蕪o記簿の変
X手続きの一
ｳ化．

わが国においては、．船舶の

ﾝ登記・登録の二元的制度
ﾌもとで煩雑な手続きが必
vとなつ．ているので、登記

既に登録済の船舶において船舶原簿と船舶登記簿に変
Xがあった場合、．両者共通の事項については、．「変更登．録を行った管海丘庁から登記所への嘱託による変更登．記の方法等を採用することにより、．実質的な一元化を

．船舶法．脚鐙記
K則．．

x

法務省民

幕ﾇ、国
y交通省．．

D海事局．．

9 ・登録に共通する変更事項 図る」．方向で法務省・国土交通串間での協議が進めら

についても、．；度の手続が れているとめことだが、速やかに変更時手続きの一元．

必要となる。．速やかに変更 ｻを実現すること．6．．

／時の手続きの一元化を実現

すること。L

国際船舶を海
O譲渡する際
ﾉ提出する書

国際船舶を海外に譲渡する
鼾〟A海外譲渡届とともに．
?レ_約書の添付が求めら

．．．海上運送法第44条の2に規定される．国際船舶について

ﾍ、海外譲渡届の提出にあたり、売買契約書の添付が
≠ﾟられており、併せて運輸局において登録抹消手続．

海上運送法44条の
Q、．．船舶法14条等

国土交通

ﾈ海事局
沚ｸ測度

類の見直し‘ れている。さらに、運輸局に ．ぎを行う際にも．、．．再び売買契約書の提出が求められて． 課．

おし、て登録抹消手続ぎを行 いる。登録抹消手続きの際の売買契約書についてはそ．

う際にも、再び売買契約書の の提出を不要とする方向で検討中とのことだが、．速や

提出が必要とされている。 がに実現する．こと。．また1．国際化の流れに鑑み、登録

登録抹消手続きの際の売買 抹消時に、運輸局に提出する書類のう叡．英語を正文
了0

契約書にづいてはその提出．
�s要とすることσまた、国

とする売買契約書．・．受渡議定書・．委任状については1．

a訳の添付を不要とする．ζ：と．。「

．際化の流れに鑑み、登録抹
．薄曇に、．．運輸局に提出する

書類のうち、英語を正文と
する売買契約書・受渡議定書 ．

．

・委任状については、和訳の． ．
．

添付を不要とすること。．

船舶の建造許

ﾂに当たって
ﾌ手続きの一．

船舶の建造許可申請手続き
ﾌ簡素化にづいてはく現在．．検．討．が．進めら：れ．て．い．．る．

当該規制は、「我が国の国際海運の健全な発展に資する．こ．と．を目的と．し．た臨時船舶建造調整法・（昭和28年）．：．法・に基づき1．．造船事業者が総トン数2，500トン以上又は長． 臨時船舶建造調整．法第．2．条及び第4．．

D条．．

．国土交通．省海事局．造船課．

．層の簡素化 OEOD造船協定が発効した ．さ90m以上で、．．遠洋区域又は近海区域を航行区域とす．

際に、．臨時船舶建造調整法． る鋼製の船舶を建造しよ．う．とすると．きは、．その建造の ．
．1

1 の改廃を含む建造許可制度 着手前に国土交通大臣の許可を受けなければならない」

の抜本的見直しを行うとの とされているものである。．．本法制定時には意義があっ．

ことであるので、同協定発 たものと思われるが、．．近年の近隣諸国の造船所の発展 ：

効後速やかな見直しをお願 もあり、わが国においてのみ本法に基づき需給調整を

いしたい。 行うことの意義は、もはやないものと思われる。．

12

船舶運航事業

ﾒの提出する
�随早E届出
D等の廃止を含

ﾞ抜本的な見

船舶運航事業者に対する各．

﨑�随早E届出等について
Xなる簡素化を図るべきで
?驕B

船舶運航事業者には、法律・．省令等に基づ志各種報
随早E．届出等の提出が必要とされてい．る。近年、一部
ﾈ素化されてきているが、依然と．して他の報告等のデータとの共有化を図れば更なる簡素化が可能と思われ

驍烽ﾌ等がある。現在、．．簡素化可能な書類．・項目の抽．

海上運送法等．．

D
．
．
．
．
．

国土交通
ﾈ海事局．1外航課・．．

C事産業
ﾛ．．

直し
出、確定後、省令改正等の担保措置についてスケジュール等を調整予定とのことであるが、．速やかな実行を

お願いしたい。

解撤等のため
ﾉ輸出される．船舶のバーゼ

許@に基づく

現在． u特定有害物質等の輸
o入等の規制に関する法律」r
i以下、．バーゼル法）を所

ﾇする各省庁は、平成11年

環境省と経済産業省は、．バ「ゼル法はバ」ゼル条約の．
K要最低限の要求を満たすものでその手続の簡素化は．不可能との見解であるが、そもそも同条約では船舶を

ｻの対象とするかについて国際的に結論が出されてい

バーゼル法第2条
謔P項、輸出貿易．管理令別表第．2の

D35の2、バーゼル

．環境省、．
o済産業．省．．

輸出承認手続

ｬの廃止
5月の通達により、解撤等
�ﾚ的とした日本籍船の輸
oについて当該船舶がアス

ない。この理由としては、同条約を船舶に適用した場
〟A廃棄物と何ら関係のない「寄港国」が「輸出国」にな

體凾ﾌ不具合が発生すること、また、船舶については

法第4条第．1項、

O国為替及び外国
f易法第48条第．3

ベスト等の有害廃棄物を含
ﾞ場合、輸出申請等の手続

同条約が求める危険物質の特定やその物質の除去の実
{が義務付けられることとなり実質的に解撤船の輸出

．項、関税法第67条、

ｨよび関係通達13
きが必要としている。この ．が不可能となることなどがあげられる。また、現在、主

バーゼル法に基づいた輸出 要解撤国以外の国は、大型解撤施設を有しないため、解．

申請等手続きの廃止を要望 撤船の実質的な輸出禁止は、大型船舶の解撤が閉ざさ

する6 れることを意味する。このような状況下、船舶を同条約
の対象とするかについて各国とも慎重な対応をとって
いるが、わが国では、平成11年5月置通達により船舶
を同条約の対象とする旨の判断が示され、日本二二撒
船の輸出が実質的に不可能となっている。日本籍船の
~滑な解撤を確保するために同通達の廃止を求める。．

せんきょうPθ62003麟25
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規制改革要望
枕?i事項名）

具体的規制
?v要望内容

要　　望　　理　　由 根拠法令等 制度の
滑ﾇ富庁

内航輸送用ト 内航輸送用のトレーラー・ 内航輸送用のトレーラー・シャーシに対する自動車検 道路運送車両法第 国土交通

レーラー・シ シャーシに対する車検制度 査証の有効期限は、毎日陸上輸送している一般のトラ 61条（自動車検査 省

ヤーシの車検 を現行の1年から3年にす ック同様1年である。主に海上輸送用であるトレ〒ラ 証の有効期限）

制度の緩和 る。
一・ Vャーシは、本船船内または港頭地区駐車場に停 ．

車している状態が長く、陸上走行距離が短いものとな14

っている。また、シャーシ自体は動力を持たず、トレ

一ラー（ヘッド）に牽引されるだけである。このよう
な使用実態に即し、内航輸送用のトレーラー・シャー

シに対する車検制度を現行の1年から3年にすべきで ．「
ある。

’

内航輸送用卜 内航輸送用シャーシ運用上 自動車の保有者は車庫法により保管場所を確保しなく 車庫法第3条、貨 国土交通

レーラー・シ においては、登録用車庫確 てはならないが、海上輸送用トレーラー・シャーシに 物自動車運送事業 省

ヤーシの車庫 保の負担が所有者に強いら ついても一般のトラック同様、同法が適用されている。 法第4条
に関する規定 れる一方、その車庫はほと しかし、内航輸送用シャーシの車庫の利用実態は、船

の見直し んど利用されておらず、現 内及び港頭地区の駐車場に限られ、かつ運用上常時海

在の規制は利用実態にそぐ 上輸送のものもある。トレーラーヘッド、シャーシ夫 冨「

15 わないため、内航輸送用シ 々1台目つの車庫取得に加え、港頭地区におけるヤー
ヤーシについては、車庫『 ドの確保が仕出し地／仕向け地両方で必要となり、実

．

台のスペースで複数台登録 質取扱いトレーラー・シャーシの約4倍の車庫の確保
でぎるようにするべきであ が必要となる。このため、内航輸送用に利用されるシ
る。 ヤーシについては、利用実態に合せて車庫に関する規 1

制を見直し、車庫一台目スペースで複数台数登録でき

るようにすべきである。

国内海上輸送 国内海上輸送船の使用する 物流コスト引下げの観点から、内航船の運航コストに 石油石炭税法第9 経済産業

船服の使用す 燃料油について、石油石炭 占める割合の大ぎい燃料油について石油石炭税を免除 条　　・ 省、財務
る燃料油に関 税を免除する特例措置の導 する特例措置を講ずるべきである。また、国策でもあ 省

16 わる特例措置 入 るCO2等の温室ガスの排出量を削減するために国内運
の導入 輸業が取組んでいるモーダルシフトを一層推進するた も

めにも、企業基盤の脆弱な事業者の多い内航海運業に
対するこの特例措置は是非必要である。

スエズ運河・パナマ運河とも通航料支払い実績力増加

スエズ運河・パナマ運河通航船実態調査結果について一

　当協会は、毎年会員各社の社船および用船（外

国用船を含む）について、両運河に係る通航実

態並びに通航料支払実績の調査を実施している。

　調査対象期間は、従来より各運河の運営団体

の会計年度に合わせて、スエズ運河については

2002年1月ユ日より同年12月31日まで、パナマ運

河については2002年4月1日より2003年3月31日

まで調査してきており、本年度においても同期

間とした。

［スエズ運河］

　今回の調査によると、スエズ運河の利用状況

は通航船社数が前年と同数の11社となった。利

用隻数は12．5％の減少（2002年：842／2001年：

血漁ぬぬぬ血ぬ臨調ム幽
962）したものの、G／Tベースで6．2％の増加

（43，125／40，592千G／T）する一方で、D／W

ベースでは3．4％の減少（38，010／39，342千Dバの

となった。

　また、料率の基本となるスエズ運河トン数（＊1

SCNT　I　Suez　Canal　Net　Tonnage）ベースでは

11．4％の増加（42，898／38，52ユ千トン）となった

ことから、全体の通航料も12．0％の増加（189，060

／ユ68，844千米ドル）となった。（表1参照）

　船種別で見ると、タンカーが大幅に減少する

一方で、自動車専用船およびコンテナ船が増加

した。タンカーはSCNTベースで75．6％の減少

（390／1，596千トン〉、通航料も70．8％の減少

（3，062／10，504千米ドル）と、大幅な減少とな

26㊥せんきょうOgo　2003
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表丁　スエズ運河通航料支払実績推移

．． ﾊこ．．　．．：航．．　　料．．

年．度 社．数．
．．

пD ﾇ数． ．延千G灯 延千b〆W 延千SQN丁
千．USド1レ． ．対前年比 ．億円（参考）． ．対前年比．．

1992． 13． L186． 36，011． P 132，587．．

4
0
，
日
4
6
、
． 198，368 Q0．：1． 253： D13P3．

1993．． 15．． ．877． 29，373． 27，940 ．32，032．．． 173，824．． ．．
D△．1aa．

1．

X5．
F

　△：23、0．．．．

．1994 ．17 ．768． Q7，．766．．
．．

Q4，278．． 28，979 143，268 4．17，6．．
．147．

4．241．8．．

1995．． ．17．． ．867 36，202． 35，．185．． ．39，509． 173，275 20，9．
．．16ブ．．

．13P6．．．

．1996． ．12．．． 8卵．． 37，49］． 32，909．．． ．38． C008． 172β6申．
△．．0，2． 195． ．．．． P6な8

1997 14． 1．011．．． 40，．387．． ．36，150 ．42，073 20L　497 ．亙．6．，6． 244． ．25．1．．

．．逢998 ．15．． 11010．． ．40，045

3
6
1
3
9
7
．
．

41、810．．．
P9BlO34

△． D1．7．． P 259．．： ．6．1レ

旧99 13．． X44． 、．40，040 ．34，β34．． 43，06ブ． ．19与，641 ．△．．．1．2．．． 223．
．1．

D：．Ala9．．

2000 121
1，019． ．． S3，．9921．． 41279．．1 ．401680．． 180，582． 　　　　．｢　77：

195． P
．△．

D可2．L16．．

．2001． 】1． ．962．． ．40，592．． 391342．．．
．．． R8，． T21．．． ．168β明 ム1．．6，5・． 205

15P．1．．

滑2002 1．1．．． 、1842． ．43脚．126．．．．．．
．． RB．，010． ．42，898．． ．． P89．0601．． 12，0　． 　　．．ﾜ37． ．：

P516．．．

注）2002年の通航料の円換算率は、2002年1月～12月の平均レート（銀行間直物相場）

表2　スエズ運河通航船実態調査．（2002．4．1㌣2003．3．31）

1ドル＝125．28円を採った。

（通航料＝千USドル）

D胎．　種．． 社．数 延．隻数．． 1．二二G／T．ヒ ．二千b酬：： ．．延干SCNT．．1 通．写料．：

[．1．ン．1．力．愉一． 2．．． 55．． 261．． 475．．．．．
．．

R901 ．β鯉．．愉；．

鉱．．泊．兼．用．．船 ．lo． ．10．． ．． D0．．．． D0．．． o．．：．．
．・…：．．

O．1．．．．

．バルクキ．ヤリア」．．． ．7．．．． ：．74．． 131299L 6．．010．．．．： R」＄． ．lolO62．・．［：

．二二車．．．齬p．．船． ．・ S．1 ．：292．．．．， ．．． D141母52〔．： 41994．：瓶 ・「聞31［． 、：1661β4｝．．：．

コ・． 刀D．．テ．．．ナ．船． ：3．1 ．391．．．
．．．

Q4、． WB貧．．． 25：880．1 ．． Qa，119．． 1106、、1日3．∴

．在来．．定．期船． ．：．．．
D1．．．

．： D含9∵ 442． ．．

U44．、∫
．．．

R54：．1 ・．1．i2フ53．ぶ

そジの1．他．船舶．
．．．

P
．
： ．．1

．．・．

P6．「． ．．．．．． V．．． ．． ﾂ．． ．：． L0．．．

．合． @　．．計．
D．11．．：．． ．． D842．．．．． ・43」26．．　　，． ．38；01σ．1 ．礁898．．．． ゴ．．．．． P89、0箏σ1．

注）社数合計の川ま、調査期間中にスエズ運河を通航した会員船月数の合計であり、船種別の社数の合計とは一致しない。

つた。バルクキャリアはSCNTベースで33．9％の

減少（3，199／4，838千トン）、通航料も28。9％の

減少（ユ0，062／14，142千米ドル）となった。また、

在来定期船もSCNTベースで41．8％の減少（354

／608千トン〉、通航料が18．6％の減少（2，753／

3，382千米ドル）となり、3つの船種で、前年に’

引き続き減少した。

　一方、自動車専用船はSCNTベースで18．9％

の増加（15，831／13，312千トン）、通航料でもユ8．0

％の増加（66，941／56，709千米ドル）となり、前

年の減少から増加に転じた。また1コンテナ船は、

SCNTベースで28．3％の増加（23，119／ユ8，026千

トン）、通航料でも27，8％の増加（10．6，192／

83，070千米ドル）となった』また、鉱油兼用船

は2年連続で運航実績はなかった。（表2参照）

［パナマ運河］

　．2002年度のパナマ運河の利用状況は、通航船

型数が2001年比較でユ社増となったが、利用隻

数は4．9％の減少（2002年：904／2001年：951）、

DハVベースでは4．6％の減少（27，285／28，597千

D／W）となった。しかしながら、G／Tベースで

は3．1％の増加（34，191／331151千G／T）、料率

の基本となるパナマ運河トン数（＊2　PCNT：

Panamaむanal　Net　Tonnage）ベースでもユ5．9％

の増加（35，680／30，797．千トン〉となったため、．
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表3　パナマ運河通航料支払実績推移

年度． ．社．．数 ．延千PCN「「

通．．．　．．．航　　．．料．．

延隻数． 延干．G／T． 延千D／W
干U＄ドル ．対前年比． 億円（参考）．． 対前年比．

199含 19 ．1．，300． ．311442． ．3臼，耳36．
．．．

R6，766． 76，993．． A　3，7．． ．．．

X7．．1
△19＝5：1

1993 17．． 1，2q4 30，658．
．35．．． X7白．

．．

R4β34．． 76，169． ．． ｢． D1：，1． 83． ：．△．114，4．

1994 17 　　　．P．，280 ．36，530． 36，625． 36，624 81，000．．． 6．．3．
．81．．：

A．．． Qβ．

1995 19 ．1．，420． ．．40，068 46，343． 40，389．：

8
7
，
0
9
6
．

．7．．5． W2．． D・丁．．，2「：

1996 ．16 1β50 38，37～．．．
．．』

S0，657． 38，598： ．8a313．．． △．4：31． 9τ． ．11．：．0．

1997 ．16 ．1291．． 35，．914．L ∬38，679．．．
35，444 ．92，760 ．113 ．．114 25．31

1998． 15． ．．1β66． 3師52． 411547． 3B1427∴ 丁00，040．．． 7ガ8． 1，128．． ．121a．．

1999 ．15 ．L17丁．． ．．36，372． ．串7，605．． ．・．36，フ14 95，64母 ．△：．4．4． P15「 へ1α21．．

2000
15． 989． 3218871． 33，220．． 30，184． 83，376． △．12マ臼． ．臼2． 込．由日。．．．．

2001
15．

951
33」51．． 28．597．：． ．30．．797．．． ．8母，250． ．． R4．：． 108．．． ∴．1714．．

2002 16．． go4． ．34，191． 27，2母5．
．35，ら臼。．．

100，293．． 16ド3．1 こ1221
．匹． P31．

注）2002年の通航料の円換算率は、2002年4月～2003年3月の平均．レート（銀行間直物相場）1ドル＝121、．87円を採った。

．表4　パナマ運河通航船実態調査（2002．4．1～2003．3．31） （通航料＝干USドル）

船　　　種． ．社．∴数．． ．延．隻数．． ．三千Gπ：1 1．二二D／W．． �mpdNT．． 1遇．航料．．．

夕　．ン　　カ．　一 ．．． Q　． ．4． 140．
、．

P55． ・1丁2．．・ ．L D393．．

鉱油．兼　用．船 O．． 0．． D0 ．0．．． ．Ol ．．．

D沿．．．：

バルクキヤ．リア．一 ．．． X． ．278．． 7，，719 1131319，： β，791．．一．． D1串、956自

．自．．動車．専用船．1 4：．．． Db S45． 20；．1母2・ δ．．，87B　．
　．．’．1．22功654．起 言．；6母β酔．．弘

コ．ン．テ．．ナ．．船．． D3．． 120．： 5．43σ1． ．6，Q母7．． 51506．．
．．

P4β83三

在・二五．期．．船． 、3．
．．

Q6．．1 ．247． ．280．． Q01．．
D751・．．．

そ．の他．．．船舶託． D3．．． ．31．．； ．523．． U15．．1 ．・l1416． ．1：を；446ゴ．．

合．：．　　　計 ．16．．．： ．904．．． 34，．1．91．「．． D27，285． ．≧凪680：．｝． 1qQ，2叩il・

注）社数合計の16は、調査期間中にパナマ運河を通航した会員仙北数であり、船種別の社数の合計とは一致しない。

全体の通航料もユ6．3％の増加（100，293／86，250

千米ドル）となった。（表3参照）

　船種別について見ると、コンテナ船が大幅に

増加するとともに、自動車専用船およびタンカ

ーが増加したが、その他の船舶の指標は概ね減

少した。コンテナ船は、PCNTベースでは106．0％．

の増加（5，506／．2，673千トン）、通航料も110．1％

の増加（14，383／6，847千米ドル）と大幅な伸び

を示した。タンカーはPCNTベースで30．2％の

増加（112／86千トン〉、通航料も63．1％の増加

（393／241千米ドル）、また、自動車専用船もPCNT

ベースで3L6％の増加（22，654／17，220千トン）、

通航料でも31．9％の増加（63，364／48，034千米ド

ル）となった。一方、バルクキャリアーは、PCNT

ベースで24．8％の減少（6，791／9，028千トン）、

通航料でも21．2％の減少（18，956／24，04ユ千米ド

ル〉となり3期連続で減少となった。（表4参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）

＊1　スエズ運河トン数
　　（SCNT：Suez　Canal　Net　Tonnage）

　　1873年の万国トン数会議で定められた純トン数規
　則をもとに、スエズ運河当局独自の控除基準を加え
　て算出する。二重底船の船底にバンカー油を積載し
　た場．合その部分の控除を認めない等パナマ運河や
　各国の規則とも異なる独特のもの。

．＊2　パナマ運河トン数
　　（PCNT：Panama　Canal　Net　Tonnage）．

　　1969年のトン数条約による国際総トン数の算出に

　用いた船舶の総容積に、パナマ運河当局独自の係数
　をかけて算出する。船舶法に定める総ト．ン数、純ト

　ン数とは異なる。
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　　蟄．鑛
　　　試一

1．所属部署の業務は主にどの

ようなものなのでしょうか？

　内航セメント専用船（自社船、

裸用船、定期用船）の運航管理、

安全管理、乗組員等の業務を主

に行っています。

3．御社の自慢といえば？

　創業80年の実績によって、今

日の物流ニーズにマッチした海

・陸・空のあらゆる輸送ルート、

さらに最新設備を整えた倉庫を

保有し、高付加価値の総合物流

サービスを提供しています。

4，今後チャレンジしてみたい

仕事について教えて下さい。

2．これまでの会社生活の中で

一番の思い出といえば…？

　入社時における乗船研修です。

船といえばフェリーくらいしか

乗船したことのない私にとって、

自然の厳しさ、恐さを身をもっ

て体験できた貴重な思い出です。

　年々厳しくなる内航海運業界．

において、海陸がより一層同じ

目的に向かって進むための環境

づくりに貢献できればと思いま

す。

鶴丸海運（株）の事業概要

　1921年の創業以来、物流の総合化、国際化に積

極的に取組み、海上輸送はもとより、陸上輸送、

航空輸送へと事業の幅を広げ、多様化する時代に

的確に応え発展してきました。

　今後さらに海外ヘネットワークを拡大し、国際

化を目指す総合物流企業です。
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．1，外航海運企業の決算が大幅に改善。

　2003年9月中間決算では、コンテナ船運賃の

改善とアジア関係航路における輸送量の急増が

大きく寄与した結果、大手3社とも増収増益と．

なり、経常利益は、そろって過去最高を記録し

た。また、不定期船の運賃市況は歴史的水準に

まで高騰するとともに、タンカーの市況は上下

しつつも概ね高めに推移した結果、総じて外航

海運企業各社の収益が大幅に改善した。

2．当協会7つのタスクフォース設置。海運諸

　問題の構造改革に向けて始動。

　当協会は、草刈新会長の方針を踏まえ、規制

緩和を始めとする海運諸問題の構造改革を達成

するため、課題ことに7つのタズクフォース等

を設置した。

　このうち、トン数標準税制の導入など海運税

制の抜本的改醤、水先料金や料金体系の改善に

ついては、当協会の要請を受けて関係当局にお

ける検討が開始された。また、第二船籍制度の

創設に向けて構造改革特区提案を提出した他、

外国人船員問題への取り組み強化、当協会事務

局の組織改革などを推進している。

3．TAJIMA号事件を契機として、刑法の一部

　改正が実現。

　2002年4月に発生した「TAJIMA号事件」を

契機として、日本国外において外国人から日本

国民が殺人等の重大な犯罪の被害を受けた場合

にも、わが国刑法の適用が可能となるよう刑法

の一部が改正され、2003年8月7日に施行され

た。

4．イラク戦争勃発。当協会は対策本部を設置

　して日本商船隊の安全確保等に対処。

　イラク情勢の緊迫化に伴い、当協会は3月19

日に「イラク関連海上安全等対策本部」を設置

し、紛争発生時の連絡体制、航行日金対策等に

ついて確認を行い有事に備えた。

　翌3月20日（日本時間）、引導軍によるイラク

への軍事攻撃が開始されたため、当協会は、国

土交通大臣および外務大臣に対して「ペルシャ

湾へ就航する船舶の安全確保等について」要望

書を提出するとともに、関係船舶の動静把握を

含む情報の収集等を行い船舶および乗組員の安

全確保に努めた。

5．船員をめぐる内外の労使関係に新たな展開。

　外国人船員に関する労働協約改定方式が大ぎ

く変更されるなど、外国人船員問題をめぐる動

きが新たな段階を迎えたことから、当協会は国

際船員問題タスクフォースを設置し、これまで

以上に踏み込んだ対応を取るべく検討を進めた。

　一方、日本人船員については2001年度に外航

労務部会（14社加盟）と全日本海員組合による

賃金決定が、中央春闘より各社個別交渉に移行

したのに続き、2003年．3月までに「中央と個別

の雇用協議に係わる枠組みの見直し」が行われ

た。

6．シングルハルタンカーのフェーズアウト前

　倒し等が決定。

　国際海事機関（IMO）は、スペイン沖で発生

したプレスティージ号事故（2GO2年11月）を契

機として欧州各国より提案のあった、シングル
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ハルタンカーの規制強化に関する海洋汚染防止

条約（MARPOL条約）改正案を採択し、．2005年

4月に発効する見通しとなった。．

　これによリエリ力号事疎G999年12月）を受

けて改正されたフェーズアウト時期がさらに早・

められ、1986年6月以降に建造されたシングル

ハルタンカーについては2015年から原則2010年初

なるなど規制が強化されたが、一方で、当協会

による各方面に対する積極的な働きかけもあり、

CAS（コンディションアセスメントスキーム）に

より船体の状態が良好と判断された場合には、

2015年牽での間、船齢25年に速するまで使甲で

きることとされた。

7，海事テロ対策の確実な実施へ向けた作業が

　加速。

　海事分野における国際的なテロ防止対策とし

てIMOで20Q1年12月に採択されたSPLAβ条約

の改正およびISPSコード（船舶および港湾施

設の国際保安コード）が2004年7月1日に発効

の見込みである。その確実な実施へ向け、MO

において船会社・船舶・港湾の保安職員の要件

および訓練に関するモデルコースが策定される

とともに、わが国においても国内法制化へ向け

た作業が進展した。

　一方、その検討がILO（国際労働機関）に委ね

られていた「船員の身分証明書」の改正に関して

は、2DO3年6月に改正「船員の身分証明書（［LO

第185号）条約」が採択され、身分証明書に指紋

のデータを用いたバイオメトリックス（生体認

証）情報が導入されることが決定された。わが

国はこの条約の批准に向けて作業を進めている。

8．lCS／ISF2003年総会を淡路島で開催。

　2003年5月11日～13日、当協会のホストにより、

兵庫県淡路島（兵庫県立淡路夢舞台国際会議場）

鷹醸一議所・総会の・；・司

は初。ISF（国際海運連盟）総会は19年ぶり2回

目。当協会からはISF副会長として崎長会長

（当時）らが出席。欧米、アジアなど加盟各船．

協・関連団体から隠約70名の代表・寒期が参加

し、成功裏に全日程を終了した。

　会合では、シングルノ）レタンカーのフェーズ

アウト前倒し問題や海事保安問題、．船員の身分

証明に関すう【LO条約問翠などについて活肇な．

意見交換が行われた。．

9，内航海運の活性化について交通政策審議会

　海事分科会が報告を取bまとめる。

　2002年4月、次世代内航海運懇談会が提言し1．

た．「次世代内航海運ビジョン」を受けて、運輸

政策審議会海事分科会において、内航海運業法

および船員乗組み体制の見直し等を骨子とする．．

「内航海運め活性化による海上物流シズテムの．

高度化」．についての報告書が取りまとめら柑ζ。

10．． D員の労務供給・職業紹介事業の見直しが

　進展。

　国焼來通園海事局は、常用雇用型の船員派遣

事業の創設等を盛込んだ船子の労務供給・職業　．

口幅業に刷る新制脚骨子をとりまとめた・

本件については船員中央労働委員会での審議を

終了し、一連の船員職業安定法改正案として2004

年の通常国会に提出される運びとなった。

　これにより一定の基準を満たす船舶管理会社　．

等は、許可を受けて船員派遣事業を営むことが

可能となった。．また、． ｯ事業の許可を受けるこ

とにより、日本肥船を所有しない場合であって

も雇用船員に対して船員保険が適用されること

となった。
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w麗塾惣噸数便わ

いま、議会が面白い
　ワシントンウォッチャーには待望の季節が到
来した。11月半ばから何時になく、議会が熱気

を帯び始めた。2004年の大統領選挙と連邦議会
選挙までの日数が365日を切ったからだ。共和党

と民主党という二大政党政治が複雑な展開を見
せ、「一時も目が離せない。

Filibu＄ter

　現ブッシュ大統領は「裁判所から生まれた政

権」ともいわれる。未だに記憶に生々しいフロ

　ノダ州での得票数の集計は共和・民主両党入り
乱れて大揉めした。結局、連邦最高裁判所の決

定で再集計は行われず当初の集計数値でブッシ

ま大統領候補に軍配が上がった。大統領の再選

を占う昨年の中間選挙は共和党の一方的勝利で
終わった。．下院では共和党が229議席の過半数を

占めたd民主党は205議席に止まり惨敗した。上
院でも共和党が民主党の多数派を覆し、多数派

政党に返り咲いた。

　年初から二大政党政治が新たな議会勢力図の
中で始動した。その間、イラク戦争などの重要

議案の処理では両政党間の抜き差しならない対

立関係は見られなかった。最終的には、大統領府

が音図する方向で議会が纏まる案件が目立った。

　1：1月．に入り、議会の様相が一変した。ブッシ

ュ大統領が空席の連邦判事職に！72名を指名した

からだ。上院が憲法でその承認機能を附託され

てレる。フロリダ州のトラウマが未だ真新しい

毒院民主党はその内の6名の判事について「思

「想的に強固な保守主義」の信条保持者と断定し、

拒否作戦を決めた。

　連邦判事職は終身制である。時の大統領は連

邦判事職の直接指名に腐心する。空席の数は時

の運であるが、判事の信条は大統領が選択でき

．る。その選択過程では当然共和党色の強い人選

．が優先する。これを上手く乗り切れば、政権党

は来るべき未来リスク管理の担保ができる。一

方、6名の判事を拒否できればいま政権党の座

．にない民主党でも未来リスク管理ができる。

　下院の権能にない上院特有の歴史的慣習とし

て所謂「Filibuster」と呼ばれる議事妨害戦術が認

められている。この戦術を解除するには上院100

票の内60票の賛成票が必要である。解除できな

ければ、理論的には時間が許す限り戦術を続行

できる。

　公民権の採決に反対するために保守主義の巨

頭で100歳の現職上院議員記録を持つThu㎜ond

議員が打ち立てた24時間／8分が「Filibuster」の

個人最長記録である。今回、民主党の反対議員

は連邦判事の審議とは一切関係のない「ブッシ

ュ大統領の雇用政策」を批判する演説を入れ替

わり立ち代り延々と続行した。議事妨害戦術は

39時間30分に及び、歴代2位の記録となった。

今までのノンストップ演説はユ988年に選挙資金

規制法案への反対議事妨害で行われた57時間と

いう大記録がある。結局、民主党の「Filibuster」

戦術は実を結び、6名．の判事指名は流産した。

Energy

　現職大統領は通常この時期になると来るべき

二期目大統領選でのポイント稼ぎに奔走する。

昨年、ブッシュ大統領は公約の一つ「教育制度

改革」を成し遂げた。残された政治課題には「エ

ネルギー制度改革」、「医療保険改革」、「年金制

度改革」などが挙げられる。

　「エネルギー制度改革」はユ992年以来ユ0年越し

で下院共和党が主導する。石油などの対外エネ

ルギー依存度を減らし、国内のエネルギー資源

や代替エネルギー開発を推進することが改革の

柱となっている。その最大の謳い文句は80万人

の雇用創出である。下院は去る4月11日に同法

案（HR　6）を承認し、上院では3カ月半後、夏休

み休会入りを前に同法案に修正を加えて承認し

た。その後、両院協議会で再度手直しが加えら

れた法案が成立し、下院がこれを11月18日に賛

成246票、反対180票の賛成多数で承認した。同

じ法案の審議が上院で開始された。今度は特定

の利益を代表する条項や環境問題などを槍玉に

挙げて上院民主党が「Filibuster」戦術で対抗し

た。一度、Frist共和党院内総務が民主党戦術の

（
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解除採決へ持ち込んだ。しかし、共和党が民主

党議員13名の取り込みに成功したにも拘わらず、

共和党の7名が解除反対へ回った。採決は57票

の賛成を得たが、必要な60票に届かず法案の承

認が暗礁に乗り上げた。．共和党は自党の「造反」

対策が不成功に終わったことが大きな課題とし

て残った。上院で未採決の「エネルギー制度改

革」法案が来年再度審議される。これも少数派

民主党の思惑通りに事が運んだ。

　実は「エネルギー制度改革」法案とはいって

も、共和党が両院の多数派工作を進めるために

「エネルギー制度」．とは無縁の補助金条項も数

多く取り込み肥大化し、原案から大きな変貌を

遂げている。その最たる事例がルイジアナ州選

出の民主党上院議員2名を釣り上げるために同

州の海岸線修復プロジェクトに対する11億ドル

の税金投入条項がいとも簡単に挿入された。こ

の他にも農業州出身議員からの支持獲得のため

に多額の農業関係補助金も同じ法案へ滑り込ま

せている。海事保安対策で10億ドル単位の額に

なると歳出承認に躊躇する同じ議会とは信じら

れない大判振る舞いだ。共和党の重鎮で規制緩

和論者McCain上院議員などは、「この法案には

ロビイストが積み残したものは何もない」とし、

「補助金のてんこ盛り」法案を椰楡している。

同議員は民主党の「Filibuster」戦術を支持した

7名の共和党議員の一人である。立法化で無謀

なエネルギーの乱開発が進み水質汚染などが深

刻化することを危惧する環境団体は法案を「悪

魔との取引」と非難している。

Medicare

　l965年に発足した現行医療保険制度はケネデ

ィ大統領暗殺で後を襲ったジョンソン大統領と

そめ所属政党民主党の金字塔とされる。その流

れを汲むのが民主党のケネディ上院議員であり、

その制度改革は同議員のライフワークである。

．一 禔Aブッシュ大統領はこれを公約の一つに掲

げている。

　大統領府の意を受けた共和党主導のMedicare

法案（HR　1）が6月25日下院に提出されると、そ

の二日後の27日に下院を通過した。上院でも独

自法案を同日承認し、下院へ送致した。下院は7

月7目上院版法案を修正の上、これを承認した。

　大詰めを迎えたユ1月25日、下院独自法案と上

院版法案の溝を埋め．る協議が両院協議会で合意

に至った。合意事項は特定の民主党議員2名の

参加制限を敷いた上で、共和党の豪腕で決め．ら．．．

れた。そのため下院では両院協議会での修正法．．

案の承認が微妙な情勢となっていた。．そこで下．．
院を牛耳る共和党の議会戦術が「Voice¢a11」．と呼．＝．

ばれる投票方式であった。議長がひとり一人㊧．．．．．

名前を呼び、議員がYea（賛成）か、　Nay（反対＞1．．．．．1

と答える。独自行動をとる共和党所属議員の落．．

ちこぼれ防止策となる。それでも16名の賛成派．．

民主党議員数を上回る25名の共和党議員が反対

票を投じた。5票差で可決されたMedicare内案．、

は民主党議員の加勢がなければ潰れていた。反
面、法案に反対する下院民主党院内総諮の指導．．．「．

力が及ばなかったとの反省の弁が聞こえる．。

　同じ法案を承認する上院では、絶対反対の立．
場を貫くケネディ議員が「Filibuster」戦術を呼1．．：、

び掛けた。今度ばかりは民主党議員の受け止め．

方が上述の二件と異なっていた。同議員の戦術．． D．．．

は十分な数の議員を取り込めず直ぐに頓挫した。．．．

法案採決は、上院でも賛成派民主党議員ユ1名が．．．〔

反対派共和党議員9名を2名上回り、賛成駁黒．．．ぞ

反対44票の過半数で承認された。米国議会で1ま∵．1、

1査欝望鑛鶉灘罐詰粥皇漢、
欝別に話語やかな調子で説得7要覧

購の将である上院駐党のD・・chl・院内繍綜
はケネディ議員と記者会見に現れ、「これ牟5欠：．．特

解離灘搬器認譲覇轟翁
care法修正法案が導入された。戦いは来年も．緯．、∴

く。一方、勝利を手にしたブッシュ大統領は2ぎ．．．∴．・．．

呈譜㌘磁灘窪鷲萎鱗．1塗，
んで署名したい」と賞賛した。

　来年の大統領選と連邦議会選挙に向けた前哨，

戦は政権党を担う共和党の側に有利に展開し始

めている。両党は「エネルギー制度改革」と「年

金制度改革上法案を巡って新年から新たな戦い

を始める。現今の米国経済の上昇傾向が来年定1

着すれば、ポイントをデットするのは間違いな

く政権党の共和党である。9名の大統領候補を
絞り込む過程にある民主党と状況の転換を自作　．・．・．・

自演できる共和党との間には既に大きな格差が

拡がっているように見える。

　（北米地区事務局ワシントン事務所長

　　　　　　　　　　　　　　　岡　哲夫）　し
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第6礪初乗船の想い出

　40年以上も前の隈かしくも楽しかった乗船の愚い出話です。

　昭和35年11月の海技免状甲種一等機関士筆記試験合格発表に

より入社決定し、新入社員研修中の11月26日に急遽乗船したS丸

は載荷重量10，240トン、主機関5，400磁力の貨物船て主にオースト

ラリア航路と西アフリカ航路に就航する定期船てあり、次席三機士と

しての初乗船てあった。当時多くの有名国社かファンネルマークも賑

やかに綺羅星のように輝いていた。港での船の荷役は寄州かあり、

新年正月以夘ま終日フル稼働していたかなぜか業績はさえないよう

たった。償却前利益かいくらたとか、社員持ち株会の名称が値段30

円のタバコの名前をとってひかり会としていた例もあり株価は低く、

各社苦課していた様子は新参ものにも感しられた。そのような厳しい

世の現実とは違った世界か船にはあった。当時の船と港にいっぱい

あった潮風を満喫していた頃の体験待てす。

　当時の豪川航路は2ヶ月位の就航でブリスヘンを最初港に東南

岸主要港のントニー、メルボルンに寄りポートピリを折り返し港にし、

復路ブリスヘンを最終港にのんひりとした航路であった。お国柄なの

か、荷役かゆったりしていて、ウールのスーソを着てタウン帽やソフト

帽をかふってなんとものんひりと作業をしていた。日本国内記港での

ウインチのワイヤーフノクか静止することのないせわしい荷役風景を

思うとひつくりしたものだ。12月のことて当地は夏で暑く荷役が捗らな

いのか午後には止めてしまうことがよくあった。聞けば「気温華氏百

度を越えたのて健康のため荷役作業を中断している」とか、まことに

尤もなことてした。また荷役作業員のウインチハンドル扱いも安全優

先、のんひりゆっくりて故障もなく荷役機器担当の私のような新米エン

シニヤには恵まれた航路であった。運航経済にひひく復航積荷につ

いては一寸あった。ホールトには鉛のインゴノト、オンデノキには列車

の車軸やトラノクエンシン等のスクラノブて、ウエイト満載てアシいっ

ぱいになり燃料多食とは機関長の言であった。この航路ではウールを

たくさん積んでくるものと恩っていたか三社集荷の厳しさを讃した。

同工他社船か復路アシ軽でスイスイ航っているのはきっと積荷中身

の違いかなと怨嵯の眼差しを送ったことたった。豪州航路はいろいろ

と商船のことを体験した初航海てあった。次に就航した西アフリカ航

路は寄港国が多く、勿論はしめての国々てもありもっと珍しくそして楽

しいことを多く経験した。

（

ノトニー港内のS丸
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日本船舶機関士協会副会長　松浦昇

　その西アフリカ航路は北海道小樽が起こし港で、雪景色．

が美しかった。横浜か神戸をラストに、香港、シンガポール

と寄って行った。

　香港はブイ係留しジャンクが舷側に来ての荷役であっ

た。たくさんの作業員が乗り込んで働いていて、昼時には

本船デッキでの炊飯煮出しと賑やかな昼食をとっていた。

本船乗組員の中にはご相伴に預かる者もいた。船尾のデ

ッキでばシーゴという賭け事に熱中している連中もいた。

一緒になって熱を上げる好き者の本船乗組員もいて楽し

い風景であった。

　シンガポールには多くの船が入っていた。沖待ちがあり

南国らしい荘つとした港景色と雰囲気は何とものんびりして

いた。みやげもの屋の小舟が舷側で特産の籐細工を売っ

ていた。その中に肘掛け籐椅子を見つけこれこれと思って

タラップを駆け降り小舟に入り物色し、早速買った。それか

らの暑いアフリカ航路の長丁場で居室机の椅子となり涼感

した。当時船内の居住区には冷房はなく暖房用※メカベン

からの常温風で居室は暑く、熱帯航海中の部屋では裸で

ござ敷ベッドが日常だったので、この籐椅子は下船までの

1年半愛用した。

　2週間程インド洋を航り、南アフリカのダーバンに入った。

．よくも遠い国までやって来たなあとの感慨があった。気候も

よく気分もよかった。停泊スケジュールもゆったりしていた

ので早速市街見物に随行した。何かお祭り装束で観光商

売をしているのか、牛の角をつけた先住民族衣装のモデ

ル男にチップ出してシャッターを切った。今もやっているの

だろうか。

　船内で話題になっていたスネークパークにも行ってみた。

ヘビやワニが退屈そうに寝そべっていた。なぜか中にカエ

ルもいて悠々としていて、そのうち呑み込まれるのではと心

配したが平穏だった。コーナーでへび使いが胴回り30セン

チぐらい、長さ3メートルはあると見られる大蛇を持って来

て首に巻かないかと誘らてきた。入社早々血気盛ん好奇心

だけは旺盛だったのか、イッチョーやってみようと誘いにの

首にその大蛇を巻きつけニヤニヤ笑っていた。動いたらヤ

バイ【ギュッと締め付けられたら終りかなと思いながらζちら

も笑い返したつもりだったがきっと顔は硬張っていたことだ

った。大蛇がかま首をこちらに向けてきた。至近20～30セン

チだった。2枚の舌をぺろぺろ出していた。さすがにいい

気分でなかった。このときへび使いがチップでも要求して

きたらポケットのあり金全部だなとしょうも無いことを一瞬思

った。なんとか首巻きコースが終り大蛇を離すときがきた。

大蛇は本能的に離れまいとするのかウロコを立てて私の

首に感触を残し、シャツの襟をバリバリと音させて離れて

いった。やっとホッとした。そして何か大したことをやったも

んだと、つまらない満足をしたことも懐かしい。

　西アフリカ航路は長い。ポートエリザベス、ケープタウン

を経て西アの主港ラゴスに着いた。ナイジェリア国は経済

的に興起をみせていたようで、先着船がわんさと沖待ちし

て賑わっていた。外洋にひろがる港外に20～30隻の船が

潮向風向に倣って同じ姿勢で錨溶している光景は見事で

あった。なかなか着岸の川頁番が来ない。いつパイロットが

来るのやら、Pボートらしきボートが毎日遠くを往来し本船

かと思えば向こうへの船だった。船橋では常時見張り、本

船向けらしきボートを見れば即S／B配置となる。沖待ち20

ん30日間毎日が待機であった。外海のことで、うねりも高く

波高く風の強い日もあって船体の揺れも気になる。その度

に船長はローリングピリオドが屋漏だ何秒だと神経をつか

っていた。エンジニヤにはのんびりさせてもらった毎日だっ

た。

　長かったラゴス港を出てガーナ国のアクラに着いた5近

接のペメ港に着船岸壁を建設中のこととか、錨泊沖荷役で

あった。カヌーを大きくしたような（ペーロンボートかカッター

ボートのような）積釣舟で、左右舷6人ずつぐらいの漕ぎ

手がカエデの葉のような水掻きをしたオールを漕いで本船

舷側にやってくる。揚荷の木箱1個を外洋のうねりに揺られ

ながらも上手く積み込み持ち帰ってゆく。沖合いでの荷役

のために、たまには貨物を海中に落としていた。漕ぎ手が

．3～4人いっせいに海に飛び込み立ち泳ぎしながら木箱

にロープを掛けウインチワイヤーにフックしこれも上手く再

積み込みしていた。懸命な荷役作業であった。次航に再度

やって来たときは新港岸壁に着岸したので、もうこの荷役

風景はなかった。

　長期間の西アフリカ航路も復路になれば速いもので、ア

フリカ東岸の当時はロレンソマルケスと呼ばれていた今の

モザンビーク国マプト港をアフリカ最終港にしてインド洋を

東田に入った時には日本帰国への昂ぶる気持ちでいっぱ

いであった。

　約6”月間の西アフリカ航路は紙上に語り尽くせない多

くの見聞と体験を与えてくれた。初乗船の私には思い出に

残る出来事の多い航海であった。

※メカベン：メカニカルベンチレーションの略。機械通風装置のこと。
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、5ASF（アジア船主フォーラム）船員委員会期

日・9回中間会合が、ベトナムのハノイにおい

　　て開催された。

　　（P．5海運ニュース参照）

6東京都港湾審議会が・向こう20年の東京港

．日．のあり方を示す「東京港第7次改定港湾計

　　画の基本方針」について中間報告を行った。

1g国土交通省による「内航船員養成における

日．即戦力化等にかかるフォローアップ委員会」

　、の第1回会合が開催された。

1g国土交通省において「第1回日ASEAN物流

～専門家会合」が開催された。

．20r

日

21全国海員学校後援会・練習船教育後援会・

．日．海技大学校奨学財団の3団体が2004年4月

　　1日付で統合し、「船員教育振興協会（仮）」

　が発足する事が発表された。

’241MO（国際海事機関）第23回総会がロンド

～ンにおいて開催された。
12

／5

日

、13国土交通省海事局が・日本とASEANloケ国

日で船員政策に関する協力を促進する「舟囲員

　　政策フォーラム電子会議室」の設置を発表

　　した。
（

1r

R0ECD（経済協力開発機構）およびBIAC

～．（経済産業諮問委員会）のMTC（海運委員．

14会）がパリにおいて開催された。

月

1g国土交通省による「環境負荷の小さい物流

日体系の構築を目指す実証実験」二次募集秀

　の15件が認定された。（トラック→海運1件

　を含む）
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　　　11月の定例理事会の模様

（11月26日　新神戸オリエン．タルホテルにて開催）

　　　　　　　総務委員会

1．鴨島組織改革タスクフォース

2．回雪運営小委員会

　　　　　　　政策委員会

1．税制改革タスクフォース

2．平成16年度税制改正要望の動き

3．秋の規制緩和集中受付月間への対応につい

　て（P．19海運ニュース参照）

4．自衛隊法施行令の一部改正について

5．OECD造船協定問題について

　　（本誌2003年11月号P，5参照）

6．ASFシッビング・エコノミックス・レビュ

　一委員会（SERC）第14回中間会合の開催につ

　いて

　　（P．8海運ニュース参照）

　　　　　　労政委員会

1．国際船員問題タスクフォース

2．ASF船員委員会中間会合について

　　（P．5海運ニュース参照）

3．船員法改正について

4．倶佃本船員福利雇用促進センター（SEcbJ》．

の比国事務所開設について

　　　　　　構造改革委員会

　ユ．内航活性化小委員会

　．2．船籍問題小委員会

　　　（P．12海運ニュース参照）

　　　　　　　　工務委員会

　1．タンカー分科会

　　　　　　安全環境委員会

　1．バラスト水管理条約について

　ヒ2．海洋電子ハイウェイ・プロジェクトについて

　3．海事保安に関するパナマ政府への要望書に

　　ついて

　4．シップ・リサイクルに関するバーゼル条約

　　第2回公開作業部会（OEWG）での検討につ

　　いて

　　　　　　法務保険委員会

　1．IMO第87回法律委員会の模様

　2．国際油濁補償基金会合の模様等

　　　　　　　近海内航部会

　1．内航活性化小委員会の検討状況等について

謳g．規制緩和要望について

　　　　　　公布法令（11月）．．

「ゴD⑱．1船員法施行規則の一部を改正する省令（国

　　．土交通省令第113号、平成15年ユ1月5日公布、

ぜんぎょう06‘2003⑪37



　　施行）

　　船舶設備規程及び海上における人命の安全

　　のための国際条約及び満載喫水線に関する

　　国際条約による証書に関する省令の一部を

　　改正する省令（国土交通省令第114号、平成

　　15年11月26日公布、平成16年1月1日施行）

　　陳情書・要望書等．（11月）

提出日：11月13日

宛先：パナマ海事庁長官（Ms．　Berdlda　Gar－

　　　　cia　Escolona）

件名：海事保安に関するパナマ政府への要望

要　旨：二二社がパナマ政府から円滑に、かつ

　　　　効率よくISPSコードに係る証書の発給

　　　　を受けるためには、SSPを承認する団体

　　　　が複数であることが望ましい。また、

　　　　保安計画承認のための審査費用が、他

　　　　旗国の承認機関に比して高額となって

おり、再考を求める。

提出日：11月27日

宛　先：内閣官房構造改革特別区域推進本部

件名：わが国外航商船への第二船籍制度創設

　　　　について

要　旨：（P．12海運ニュース参照）

提出日　11月28日

宛先内閣府総合規制改革会議

件名．．海運関係規制緩和要望

要　旨　（P．19海運ニュース参照）

　　　国際会議の予定．．．C1．．月．）．．．．・

会議名：IMO（国際海事機関）第35回訓練当直基

　　　　準小委員会（団rW）

日程1月26日一30日
場　所　ロンドン．
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1，わが国貿易額の推移 （単位：10億円） 2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

輸　出． 輸　入
前年比・前年同期比（％） 年　月 礪）平均 最高値 最安値

年　月 入（勾出超
（FOB） （CIF）

．輸　出 輸　入 1990
144．81 124．3G ．160．10

ユ995 94．06 ．80．30 104．251985

P990

P995

Q000．

41，956

S1，457

S1，530

T1，654

31，085．

R3，855

R1，548

S0，938

10，870

V，601

X，982

P0，715

4．0

X．6

Q．6

W．6

▲　　3，8

@　　　16．8

@　　　12．3

@　　　16．1

1998

P999

Q000

130．89

P13．91

P07．77

114．25

P王1．28

P02．50

147．00

P16．40

P14．90

2001
48，979 42，415 6，563 ▲　　5．2 3．6

2001
121．53 113．85 131．69

2002
56，G66 45，471 10，593 14．4 7．2

2002
125．28 115．92 134．69

εOG2年10月 4，650 3，756
894

14．1 4．0 2002年11月 121．54 119．64 122．72

11
4，640 3，749

891
19．3 10．3

12
122．17 119．37 125．20

12
4，563 3，771

792
15．2 14．2 2003年1月 118，6．7 117．83 120．14

2003年1月 3，843 3，740
103 8．0 10．3

2
119．29 117．02 ユ20．8ユ

2
4，328 3β94

934 7．6 4．6
3

118．49 116．69 120．8ユ

3
4，807 3，841

966
0．7 9．3

4
119．82 118．05 120．76

4
4，610 3，771

839 4．8 5．5
5

117．26 115．21 119．06

5
4，302 3，608

694 3．6 2．1
6

118．31 117．55 119．82

6
4，429 3，586

844
△　　0．O 1ユ．7

7
118．63 117．26 120．54

7
4，645 3β49

796 5．6 5．4
8

118．57 116．．70 120．29
8

4，33Q 3，547
783

6．4 3．5
9

115．16 110．48 117．60
9

4β60 3，760 1，100 9．2 10．6
10

109．50 107．97 11ユ．10

．10．． 4；9．02． 3，830 ．1，072．． 5．」．4 P，．9．． ．11．． P09．．20 ．1．08．．03．：
．．P10．20

（注）　財務告貿易統計による。

3，不定期船自由市場の成約状況 （単位：千M／T）．

区分 航 海 用 船

定期 用船

△
シングル

（品　目 別 内　訳）

年次

口　計 連続航海
航　　海

穀物 石炭 鉱石 スクラップ 砂糖 肥料 その他 Trip Period

1995
172，642 4，901 167，731 48，775 52，371 57，261 1，526 1，941 5，054

803
154，802 49，061

1998
186，197 1，712 184，621 41，938 69，30ユ 64，994

836
3，800 2，499 1，280 136，972 24，700

1999 ．141，32王 1，304 150，481 30，686 56，184 57，309
235

3，274 1，709 ユ，082 149，734 39，581

2000
ユ46，643 2，182 ユ44，461 26，147 46，549 67，431

198 ．4，576 182
1，551 170，，032 45，021

2001
154，005 3，063 150，942 16，789 52β24 72，177 472 ．7，288 978 914 150，15．4 38，455

2002
132，269 978 131，291 15，182 43，406 65，105

442
5，853 1，054

249
184，890 50，474

2003　3 9，901 65 9，836
581

2，617 6，230
0 377 31 0

16，332 5，598

4
9，882 150

9，732
460 2，291 6，514

20 367 80 0
20，939 10，007

5
8，359

150
8，209

460
3，174 4，130

30 400 0 15
15，936 6，455

6
10，679

0
10，679

932
2，970 6，170

0 530 50 26
22β53 4，620

7 9，201　　　　　． 0
9，201

283 3，270 5，085
0 478 50 34 19，586 7，508

8
8，419

0
8，419

948
2，960 4，277

0 120 82 32
12，686 7，049

9
8，6与O 160

8，490
L165 2，480 4，635

0 170 30 11
22，959 10，762

10
3，297

0
3，297

282 648
2，198

90 148 0 24
14，393 8，581

1王． ．6，284． 400 ．与，884 265 ．島405 ．2，．．810． 75 259 40 30． ．1．4．，．7．40．． ．；5プ．与S．7．

．（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシ．ングルものの合計。③年別偉暦年。
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　35150．．
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5
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ガルフ／青本．

ノ
〆

卜、． 　　　／

u

＼唖＆
〆

1　　　『 ＼
　　　　　　北紬岸／目本．ガルフ／西欧

．T99臼爾　　　．1999
⑳ゆ。．． @　　aao1． 2002．．　　　2DO3

k馳1．

恥．

35

30

25

20

．15．

10．

5

0

4．．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシヤ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次
2001 2002 2003 2001 2002 2003

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2

118．OO　80．00
X2．50　86．00

P03．00　88．75　　　－

V5．OO　57．00
S1．50　38．50

T5，00　43．50
U3．15　39．0σ

X2．00　57．50
W5．00　40．00
SLOO　33．50．
S0．50　36．00

50，00　34．75
S2．50　37．50
R7．00　32．00
Q9．50　28，00
U2．00　39．50
R5．00　29．50

T0．00　32，50

@　35，00
S5．00　34．00
X9．75　40．50

P10．00　62，50
P37．50　99．0

161．00102．50
P32．50　67．50
P60．00105．00
P37．50　42．00
P09．50　42．OO
X0．00　56．00

U3．75　45．00
U8．00　41，00

?R5．00　70．OD

V8，00　42．50
P52．50．102．50．

100．50　82．50
X2．50　70．OG
X0．00　70．00

W5，00　7α00
U3．50． T2，50

S0．00　35．00

T5，00　42，50
T7．50．38，50
W2．50　50．00
V0．00　37．50
R5．00　32．00
S0，00　35，00

40．00　35．00．4G．OO　36．25

S0．00　30．00
R1．00　27，50
S8．75　33．OO
S2．50　31．00

R8．75　29乙50
R2．50　28．00
S2，50　28．00
U8．50　42．50
V2．50　47，50

P05．00　80．00

120，00　75．00
P17．50　65．GO
P45．00　85．00
X7．00　45．00
X0，00　50，00
V0，00　52．50．

T4．00　42．50

T7．50　4α00
P15．00　．50．OG

X0．00　47．50
P26．5G．．75．00．：．

（注）①日本郵船調査グループ資料による。． ②単位はワールドスケールレート。．③いずれも20万D／W以上の船舶による

もの。　④グラフの値はいずれも最高値。

．穀物（ガルフ／日本　　　　　　　　　ガルフィ西欧）5　　　　　　　　　・北米西岸／日本・　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：．ドル／トン）

ガルフ／日本 北米西岸／日本 ガルフ／西欧

月次
2002 2003 2002 2003 2002　　　　　　　　　　　　　2003

最高．　最低． 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2

18．85　17．20
P8，60　16．90

P9，90　18．40
Q2．00　20．00
Q2．00　20190
P9．25　17．95

P8．90　17．60　　－

@　23．95．．
D24，60　24，00

Q4．50　24．OO

Q5．5Q　2475

27．90　27．25
@　27．40
@　29．75
@　34．GO
R2．50　32．00
R1．25　29．40

@　32，75　　－

R4．25．33，75
@　37．00　　一

　　10．75
@　ユ1．00

@　＝
@　12．25　　－

P1．90　11．25

@　＝

@　＝
@　1＆50

＝
＝
＝
＝
＝
一

9．15　　8．88
X．25　　8．00　　－

P7．00　15．00
@　13．07
P1．35　10．75

@　＝
@　＝．

@　＝

　　＝

@　＝
Q0．25　　18．5

@　18．20

@　20．00
@　20．00
@　20．00．

@　＝

（注） ①日本郵船調査グループ資料による。 ②いずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるも”）。

（…｝．．『

③グラフの値はいずれも最高値。
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6，石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）　（単位　ドル／トン）

ハンプトンローズ／日本（石炭） ッバロン／日本（鉄鉱石） ツバロン／西欧（鉄鉱石）

月次 2002 2003 2002 2003 2002 2003

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

ユ
一 一 　 一 6．30　　4．40 9．40．　7．80

2
一 一 8．50 　 5．15　　4．50 8．80　　6．25

3
一 一 一 　 ㎜ 一

4
一 一 ｝ ｝

5．50 8，95　　6．75
5

一 一 一 『 6．85　　4．60 9．25
6

一 一 一 一 4．75　　4，60 9．50

7
一 一 一 一

4．45 7．05
8

一 一 一 一 7．90 13，75　12．00
9

一 一 一 一 9．25　　8．90． 11．60
1Q

一 一 一 一 6．15 13．90

ユ1

㎜ ｝ 一 ．．一 8．00　　6，60 22．00．．．11＆．25

ユ2
　 一

7．80

（注）①日本郵船調査グループ資料による。　②いずれも8万D／W以上15万D／W未満の船舶によるもの。
　　③グラフの値はいずれも最高値。

7．タンカー運賃指数

ρ
タ ン カ 一　　運 賃 指 数

9

月次 200ユ
2002 20Q3

VLCC 中型 小型 H・D H・C
VLCC 中型 小型 H・D H・C

VLCC
中型 小型 H・D H・C

1
2

15L8
Pユ7．2

217．3
Q05．8

346．3
Q30．5

277．4
R22．9

371．0
S0G．2

39．9 86．9 126．ユ 165．3． 148．1 9＆6
P33．3

16L9
P80．9

165．6
P86．8

266．3
Q67．1

231．3
Q45．6

3
4

86．7
X4．1

158．4
P71．3

238．9
Q72．0

294．7
Q99．0

347．8
Q64．4

39．4
R6．0

85．6XL3 115．8
P16．6

158．8
P64．2

149．9．148．5 114．0
P28．6

224．9
Q40．2

275．6
Q94．0

290．0
Q90．0

273．4
R28．2

5
6

81．4
U0．7

160．3
P32．3

190．5
P82．8

295．7
Q42．2

262．7
Q64．1

36．4．

S9．9
105．4
W9．9

143．9
P59．1

194．2
Q04．0

178．8
P77．1

79．8
W5．4

150．4
P56．2

2ユ7．7

Q00．9
200．0
Q35．0

294．3Q3L1

7
52．2 114．2 130．1 223．6 213．8 40．1 96．8 ユ30．2 200．8 158．0 50．6 110．5 132．9 250．0 221．0

8
50．8 111．3 148．0 204．3 208．2 44．6 83．3 ユ31．5 166．8 171．3 52．8 103．2 ユ67．7 ユ97．5 221．1

9
73．7 110．7 153．6 210．0 187．1 35．6 83．9 109．6 158．3 178．0 58．4 92．1 138．2 208．9 233．1

10
44．1 98．4 ユ36．1 162．8 191．6 41．0 83．3 118．1 153．3 154．9 57．9 12Q．4． 153．3 202．0 180．0

11
P2 39．4 94．0 128．1 14α8 149．3

73．3
P02．7

107．9．
P722 137．5

P75．8
154．4
P92．5

ユ73．5

Q07．7

平均 77．4 143．1 196．1 240．0 260．0 48．2 97．8 132．5 ユ732 166．2

（注） ①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルは

ロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年n月に合併）②タンカー運賃はワールドスケールレート。③タンカー運賃指数

の5区分については、以下のとおり　④VLCC：15万トン以上　◎中型：7万～15万トン　⑳小型：3万～7万トン
◎H・D＝ハンディ‘ダーティ：3万5000トン未満　㊦H・C＝ハンディ・クリーン：全船型。
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8，貨物船用船料指数

貨物船航海用船料指数 貨物船定期用船料指数
月次 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

189．0

P86．O

P71．0

P73．O

､73．0

P75．Q

P67．0

P65．0

P64．0

P65．0

P70．0

P68．0

166．0

P70．O

P69．0

P72．O
P73．0

P76．O

P79．0

P78．0

P85．O

P85．0

P95．0

P92．0

190．0

P91．0

P90．0
P91．（〉

?X3．0

Q02．0

Q02．0
Q03．0
Q06．0
Q07．（》

Q06．0

QGO．0

ユ93．0

P98．O

P95．0

Q0G．Q
Q06．0

Q05．0

Q04．0

P92．0

P93．0

P95．G

P95．0

P95．O

195．0

P99．O

P99．0
P99．0

Q07．0
Q02．〇

@　　一
Q01．0
Q04．0
QG4．0
Q15．0　　　一

216．0

Q16．0

Q16．0

Q26．0

Q35．0

Q29．0

@　　　
Q29．G

Q35．0

Q44．Q

277．0

Q54．0

Q60．0

QG2．0
Q62．0

Q92．0

Q66．0
QユO．0

Q08．0

Q22．0

Q31．0

Q32．0

231．0

Q29．0

Q19．0

Q21．0

Q38．0

Q38．0

Q26．0

Q33．0

Q38．0

Q41．Q

Q54．0

Q37．0

222．0

Q31．0

Q31．0

Q46．0

Q52．0

Q51．0

Q64．0

Q67．0

Q71．0

Q90．Q

Q78．0

Q67．0

264．0

Q67．0

Q60．0
Qさ8．0

Q62．0

Q72．0

Q67．0

Q53．0
Q48．0

Q49．Q

Q27．0

Q31．0

227．0

Q32．0

Q23．0

Q59．Q
Q29．0
Q44．〇

@　　一
Q40．D
Q44．0

Q68．0
R45．0　　　一

330．0

R44．0

R39．0

R54．0

R66．0

R52．0

@　　－
R77．0
R61．0
R81．0

平均 172．1 178．3 198．4 197．5 168．8 245．5 233．7 255．8 254．8 209．3

（注）

[四四
ンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーに
塔hンプレスと1987年11月に合併）②航海用船料指数はユ965．

よる。 （シッビング・ニューズ・インターナショナル
@　　　7～1966．6＝100　定期用船料指数は

1971＝IOOp

7
t9．係船船腹量の推移

2001 2002 2003

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー

隻数千G／丁干D／W 隻数千G／T千D／W 隻数千G／丁干D／W 隻数千GIT千D／W 隻数千G／T千D／W 隻数千G／丁目D／W

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜

265　2，354　2，775

Q59　2，194　2，497

Q58　2，174　2，489

Q56　2，127　2，463

Q47　2，063　2，379

Q43　2，031　2，341

Q36　　1，837　2，173

Q48　1，818　2，106

Q43　1，745　2，032

Q37　1，682　1，965

Q38　　1，722　1，996

Q43　1，820　2，147

41　7841，477
R9　7391，382
S0　971ユ，883
R9　6471，203
R8　6451，199
R7　6441，196

R7　6441，196
R5　619ユ，154

R8　868L667
R7　8631，661
R8　8641，681
S1LO542，083

242　1，754　1，966

Q32　　1，714　1，899

Q29　1，728　1，887

Q38　　ユ，896　2，061

Q30　1，763　1，946

Q21　1，742　1，936

Q22　1，678　1，874

Q23　　1，667　1，861

Q29　　1，727　　1，927

Q28　1，682　1，937

Q25　　1，658　　1，878

Q20　　1，633　1，841

40　7921，528
S0　6661，259
S0　688L305
S2　692L310
S1　635L199
S2　6371，202

S3　832L657
S71，4753，004
S71，5503，155
S81，5623，173
T01，5563，162
S71，4803，000

241　1，859　1，958

Q36　1，865　1，911

Q37　　1，770　　1，791

Q32　　1，687　1，720

Q24　1，525　1，555

Q15　1，441　1，513

Q26　ユ，556　1，719

Q15　1，477　1，633

Q13　1，407　1，534

Q03’1，2731，383

43　9051，838
S4　7411，488
S5　485　940
S4　361　706
S6　5251，0ユ6
S8　5271，019

S8　5241，014
T0　7861，569
T0　7841，567
T3・7Ggl，414

（注） インフオーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。
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㎜鱒　㎜　一�鼈鼈鼈齦ﾒ集雑感一　＿一一一一一一
　もう！2月過なりました。代表的なウィンタースポーツであるラグビーの話題をお届けします。

　最初は先月終了したワールドカップから。豪州で開催された第5回ワールドカップは決勝戦でイン

グランドが延長戦の末に20－17で地元豪州を下し、悲願の初優勝を果たしました。これまで南半球の

強豪国に独占されてきた優勝杯をラグビー発祥の地のイングランドが初めて手にしました。日本は予

選の1次リーグで4戦全敗に終わりましたが、フランス、スコットランドの伝統国に善戦しました。

社会人トップリーグでさらに揉まれ、次回は更に進化したラグビーを見せてくれると思います。

　大学ラグビーは大学選手権の組み合わせが決まりました。我が母校は1回戦で優勝候補の関東学院

と対戦します。怪我人続出でシーズン緒戦から苦戦続き、対抗戦5位となりましたが、可能性のある

チームなので、素晴らしい試合になることでしょう。新人も力をつけており、来年以降も楽しみです。

選手とともに、フルタイムコーチの対馬さんの指剛力にも期待しています。

　先日イラク中部のティクリットで襲撃を受けて死去した奥克彦参事官（当時）は早稲田大学ラグビ

ー部OBであり、早加温の試合前にも黙とうがささげられました。奥氏は、昨年早稲田が大学日本一

となった時のスローガン“アルティメットクラッシュ”を清宮監督と一緒に考案された方ですが、日

本ラグビーフットボール協会の国際委員会役員としても活躍され、外務省の多忙な仕事の中で、プラ

イベートな時間を惜しまず、日本ラグビー発展のために貢献されました。

　悲しい話は続きますb当社現役グループ長で、ラグビー部の先輩でもある方が週末亡くなりました。
私が入社したころ、．一緒に最前列でスクラムを組んだことが陵かしく思い出されます。この先輩も奥

．氏と同じ40歳台で早稲田大学の出身。亡くなったのは早明戦当日。重氏とともに謹んでご冥福をお祈

り申し上げます。

　そして、最：後に私の抱負。来年もラグビースクールのコーチをしながら40歳以上のクラブチームで
も活動を続け、母校の蹴球部を応援するなど、もう少しラグビーをエンジョイしょうと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　川崎汽船株式会社　IR・広報グループ　情報広報チーム長　高山　敦

㍊

　謝㈹
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日
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三
三
新
日

総務グループ総務チーム長

ステークホルダーリレーションズ

マネジメントグループ法務保険チームリーダー

総務部課長

rR・広報グループ情報広報チーム長

調査グループ調整チーム長

広報室マネージャー

社長室経営企画課長代理

総務部総務課長

総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー

常務理事総務部長兼山報室長

常務理事

海務部長

企画調整部長兼国際企画室長

関連業務部長

船員対策室長

鈴木康昭
廣岡　　啓

高山　敦
山田喜之
大貫英則
遠藤秀巳
荒井正樹
森　　均
梅本哲朗
植村保雄
半田　牧
園田裕一
井上　晃
高橋幸一郎

騙一 ﾒ集後記一・
　先月（H）がこの欄で書いておりました

・新人の（N）です。ついこの間までは私も

読者の1人でした。

　編集というものに関して素人ゆえに日

々原稿と格闘しております。今後（H）と

もども二人三脚でやって参りますのでど

うぞよろしくお願い致します。　　（N）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．

　　　　　　　　せんきょう12月号

発行〆平成15年12月20日
創　刊旧臣和35年8月10日

発行所　社団法人　．日本船主協会

〒102－8603東京都干代田区平河町2－6－4（海運ビル）

TEL，（03）3264－7181（総務部広報室）

No，521（Vol．44　No．9）

　　編集・発行人締梅本哲朗

　　製　無き株式会社タイヨーグラフィック

　　定　価．網07円（消費税を含む。会員については会費に含めて

　　　　　　購読料を徴収している）
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　　　　　　　　　　鳳

社団法人日本船主協会

見よう！1

当協会は、ホームページの充実、各種

の定期刊行物および統計の出版、PR

映画の制作、さらには各種イベントの

開催などを通して、海運の役割や重要

性および当協会の活動を広く国内外に

アピールしています。
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骸b?P月ビU口矧日嗣旧己U口先｛TNa。とi口鮒午d月。口躬。鰍�潔~．．’C．P003No．521　　わが国外航商船の第二船籍制度の設立を提案　　一2003年11月、構造改革特区に提案一せんきょう▲新日本石油タンカー�樺�供i．ENEOS　BREEZE．・原油タンカー．．■ド：．「．1．灘難田田．．ｽ2rl等？団団i　　　　　　　　　　　弓　　　　　　　　．、．綜　　　　　　　．．�e．，』ジ・．i　　　　　　　　　　　I、．．’．．．、　三　＿　，　脳灘、驚−企業の社会的責任（CSR）と海運日本船主協会副会長株式会社商船三井代表取締役社長【】鈴木邦雄1　　　・11　灘醐辻三1．海運界この1年日本郵船株式会社調査グループ調整チーム長【】山田喜之2　　　　　　　謙．二償．囲・一差工，1．船員の労働条件などにおけるアジアの声の糾合を決議　一ASF船員委員会第9回中間会合の模様について一2．太平洋コンテナトレード／ドライバルク・タンカーとも　堅調な市況を確認　一アジア船主フォーラム（ASF）　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）第14回中間会合の模様一’「　咽　　　＝1．わが国外航商船の第二船籍制度の創設を提案　一2003年1丁月、構造改革特区に提案一2．海運関係分野の一層の規制緩和を要望　一秋の集中受付月間（全国規模）で16項目を要望一3．スエズ運河・パナマ運河とも通航料支払い実績が増加　一スエズ運河・パナマ運河通航船実態調査結果について一5512　　　　，　　り　弔　爵・鶴丸海運株式会社船舶部自入江昌之2911一障30望嘩．「．●ヨー1ρ醒32　　，辰　，　　　　旧辞二．．�h；初乗船の想い出日本船舶機関士協会副会長【】松浦昇34　　　　　　　日舞臨、海運税制の充実・改善について【海運税制キャンペーン1海運日誌（11月）36船協だより　　　37海運統計編集雑感943443囲み記事・東海大学主催業界研究会に参加38一’．　雌．＝主．「瓢鋤’　βL血湿血艶．置盗　　淵．○○｛鷹嚢毒琢謡講ーーー」逆一選ーー慧一象陰祭　ヘダ企業の社会的責任（CSR）と海運，藤壷離郷縞餐鈴木邦雄　CSRとはGorporate　Social　Responsibil一｝tyの頭文字をとった表現で、我が国では「企業の社会的責任」と一般的にいわれている。従来から、企業は、商品・サービスの提供、雇用の創出、納税などを通じて社会的責任を果たしてきたわけだが、時代・地域により「企業の社会的責任」の定義も変化しており、近年は従来と異なる視点からの議論がなされている。企業が株主価値を増大させるだけでなく、環境面、人間性、社会面にも十分に配慮して社会と共に持続的発展を可能にしょうという方向性が重視されているわけである。．その背景には、世界的なNPO／NGOの台頭、環境保全への関心の高まり、個人の価値観の多様化、情報共有の進展などによD、社会が企業を見る目線が変化するとともに、企業活動と社会が相互に与えあう影響が大きくなってきていることが挙げられる。更に欧米を起源として、一定の基準から判断して好ましくない企業を投．資対象から排除したり、逆にプラス評価できる企業を投資対象に含めたりするという方式がSR［（社会的責任投資）として、1990年代に入ってから投資額を急速に拡大していることも、CSRへの関心を高める要因となっている。　私たちの従事する海運業は、既に本業そのものが社会に大きく貢献しているといえる。外航海運を例に挙げれば、世界の人口が増加し経済が発展すると、発展途上国は一次産品の生産、先進国は工業製品生産、と役割分担が進む。途上国の一次産品を先進国に、また先進国の工業製品を途上国に安く確実に運ぶ海運業は双方の社会の発展に大きな貢献をしている。内航海運においても、より少ない環境への負荷で、効率的に大量の貨物を運ぶことにより、日本の産業の発展と生活水準の向上に貢献しているわけである。　CSRというとメセナ、ボランティアなどの社会貢献活動がより重要であるかのように思われがちであり、事実アピール性も高いようだ。しかし、企業は強く．なけ’れば社会に貢献はできない。市場から評価され、経済的な価値を生み出し、私たち海運業界は、環境面、人間性にも十分な配慮をしつつ、まずは、本業を通じて社会的責任を果たしてゆくべきであると考える。　企業は社会の一部として存在しつつ、社会と共に持続的な発展を遂げてゆくべきであり、その点からCSRへの取り組みを企業評価の尺度とすることに異存はない。但し、その国際標準化の動ぎには日本企業として、また、海運業界として慎重に対応すべきと考える。国・地域の歴史的、文化的背景によって評価基準は異なるだろうし、社会貢献の内容も同じではない。欧米の価値観の押し付けにならないよう、各国・地域の価値基準は尊重されなくてはならない。拙速を避け、十分に時間をかけた調査1議論を経て国際標準化を志向すべきであろう。その際、日本船主協会としても、日本の海運業の実情を踏まえた標準化への積極的な、わかりやすい提言を行うことが期待される。瓢＿�l濫撫駕灘髄綴響騰　　．　　鱗灘盤欄　　・　一せんきょうρ召ご2003翻1’□日本郵船株式会社誕グループ調整チニム長山田喜之■　イラク情勢の緊迫で明けた2003年。米国とイラクとは3月に実際に開戦に至り、戦争は3週間あまりで終結するものの、今度はそれと入れ替わるかのように中華圏を中心としたSARS（重症急性呼吸器症候群〉の蔓延が顕在化し、世界の社会、経済に新たな不安をもたらした。3月頃には世界的な株安に見舞われ、景気情勢にも懸i念が生じたが、米国では年の後半につれて力強い成長が見られ、また長年低迷していた日本でも回復の兆しがあり、また、東アジアでも最悪の想定よりかはSARSが早く終息し、その影響も克服され、概ね成長軌道に復している。世界の経済情勢は回復の遅れている欧州などを除き、全般的には明るい方向で暮れたと言えよう。　海運界にもいろいろなことがあったが、2003年は総括して「歴史的高市況に沸いた一年」と言うことはひとつ指摘出来よう。以下、コンテナ船、バルカー、タンカーそれぞれのマーケットを中心に振り返る。（1）コンテナ船　コンテナ船市況に関しては、イギリスのブローカーであるHowe　Robinson社が傭船料インデックスを算出している。今年の動きを示したのがクラフ1である。　　・　同指数は1997年ユ月のレベルをユ，000としたものである。2002年ユ月に460と最低値をマークした後、同年は回復過程を辿ってほぼ一直線に上昇し、今年1月までに38％上昇、633まで戻している。今年に入ってからはその上昇カーブが更に急なものとなり、7月に指数設定以来の1，000を超え、10月末に1，134をマークし、1月から79％上昇している。11月に入ってシーズン的なものもあり傭船マーケットの上昇は小休止しているが、依然高い水準にある。　高市況の背景のひとつは好調な荷況である。Clarkson社の予想では、今年の世界のコンテナトレードは80百万TEUで、前年比9。2％増としている。同社の集計では前年の伸び率を8．3％としており、今年は数箇増だけでなく、増加率でも上回ることになる。　海事産業研究所の調べでは、米国航路（往航）の荷動きは9月までの集計で前年同期比8．2％の伸びである。米国航路は既に昨年の段階で相当な輸送レベルに達しているが、それを更に上回るのは、減税効果なども加わった米国の旺盛な消費需要に裏付けられていることが推測される。また、業界紙の調査では、欧州航路（往航）の荷動きは9月までの集計で前年同期比18．6％増‘／．．A「1，2001，1001ρ00900800700600500400グラフ1　Howe　Robinson　Container　lndex（1997．1＝1000）「02」1　02．12　03，1　03．2　　03．3　　03．4　　03．5　　03．6　　03．7　　03，8　　03．9　03．10　03．11出典＝Howe　Robinson（Container　Index、各月最終週ベース）2麟せんきょうPθご2003、’　．となっているが、ユーロ高による欧州側の輸入増に加え、積地別伸び率で中国が特に高いことから、軽工業品等の調達ソースが欧州でも中国にシフトしていることが考えられる。　また、今年のコンテナ船に関するトピックスとして、8千TEU型等大型船を中心とした大量発注の動きも挙げられよう。昨年1年間の発注量は少なく計43万TEUに留まり、近年発注の多かった2000年でも99万TEUであったが、今年は10月の段階で171万TEUとなっている。世界的な金融緩和など一般的な投資環境の他、昨年末の段階においてはまだ船台に空きのあった韓国の造船所などの積極的なセールス攻勢や、馬田の好調さによるオペレーターやオーナーの自信回復によるものと思われる。�A　バルカー　最初に高市況の一年と記したが、バルカーは特に2003年は記録に残る年になろう。　バルカーのうち17万トン型ケープサイズについて、今年のスポットマーケットの動きを示したのがグ．宴t2である。　ケープサイズのマーケットは、前年8月位まで一時＄9，000（per　Day、週間平均ベース）を割るなど、年初からの平均でも＄10，700程度でほぼ底這いのレベルであった。同年9月から上昇に転じ、年末に＄24，800となっている。2003年はそのレベルを引き継ぎ、下げの局面でも2万ドルは割らず、4月に3万ドルを超えている。従来の相場においては3万ドルとは非常に高いレベルであるが、7月まではほぼこのレベルで推移し、8月には＄35，000を超えている。一気に急騰し始めたのは9月目、同月最終週で＄43，200となり、10月は更に加速して同月最終週で＄79，700となっている。水域によっては約10万ドルの成約も報告されている。　このような市況高騰の大きな要因は、中国の強い鋼材需要とそれに対応した同国の粗鋼生産動向であろう。中国の粗鋼生産高は2002年で前年比19％増、1億82百万トンを記録。今年に入っても前年比20％以上の生産増を示し、2003年は年間で2億ユ千万トンを超えることが確実視されている。新日本製鐵の年間生産量がほぼそのまま増分となる計算である。中国の場合、原料炭は自国生産でほぼ賄い、また鉄鉱石も自国生産分があるので原料需要の全てが海上輸送需要となるわけではないが、昨年の実績で日本に次いだ1億1ユ百万トンの鉄鉱石輸入を行っている。．今年は9月までで前年同期比33％増の1億ユ1百万トンを既に輸入しており、日本の9月までの輸入実績94百万トンを上回って、年間でも日本を抜いて世界一の鉄鉱石輸入国になる見通しである。　このような根強い船腹需要がある一方で、今年のケープサイズ竣工見通し量は35隻程度と必ずしも多くはない。このような船腹供給面の事情に加え、貨物の出荷積出能力不足による積港での滞船などの事情も加わ．り、．高マーケットになっているものと思われる。　なお、バルカーのマーケット高騰はケープサイズだけでなく、パナマックスでも10月に週間の平均で＄36，500、水域によっては4万ドルを超える成約を記録している。（3）タンカー　タンカーについて、30万トン型VLCCによる＄／day80ρOO70，00060ρ0050，00040，00030，00020，00010ρ00　　0グラフ2　Capesize　Bulker　Spot　Earning（average）己102．12　　03．1　　03．2　　03．3　　03，4　　03．5　　03．6　　03．7　　03．8　　03．9　03．10　03．11出典lGlarkson　Research　Studies（Shipping　lntelligence　Weeklyを各月平均〉ぜんぎょうかθ02003鵬3、18016014012010080604020グラフ3　VLCC　Middle　East／Japan　Worldscale」02．12　　03．1　　03，2　　03．3　　03．4　　03，5　　．03．6　　03．7　　03，8　　03．9　　03，10　03．11出典：Clarkson　Research　Studies（Shipping　Intell；gence　Weeklyを各月平均）中東／日本のワールドスケール（WS）の推移を示したのがグラフ3である。　タンカー（VLCC）マーケットは、2000年後半に世界的な景気の強さを反映して一時WSI80などをつけたが、その後、景気後退などにより基本的には下降、その後低迷していたが、前年10月頃よりイラク情勢の緊追化などを受けて上昇に転じ、12月に2年ぶりに週間平均で140をつけている。　今年に入ってからも主なタンカー市況の材料はイラク情勢であり、開戦時期や戦闘の帰趨などに対する思惑や、原油在庫の早期手当ての動きなどから1月には一時160に至っている。2月目100程度まで下げるものの3月の開戦直前には再び160に達している。但し、実際に開戦となり、特に早期終結の見通しが広まってからは下げに転じ、4月最終週平均では73となっている。5月に一時108までリバウンドはあったが、6月から8月半ばにかけてはおおよそ80から40へと下げ基調で推移している。9月に一時133まで上昇したものの、10月には45まで下落。それが同月最終週より急騰し始め、11月．第3週で再びユ60をつけている。　11月になってからの上昇は、シーズン的な原油需要増に加え、短期的な船腹需給に反応したものと考えら．れる。しかしながら、その根底には米国の好況による石油需要増や中国の高成長による輸入増などもあるかと思われる。　なお、タンカーに関してのトピックスとして、昨年1／月のスペイン沖で沈没したPrestige重油流出事故を契機とするシングルハルタンカーに対する規制前倒しの動きが挙げられる。汚染被害を受けた前が積極的で、この1年、IMO（国際海事機関）などで議論されてきている。今年12月、IMO第50回海洋環境保護委員会で各提案について審議される予定となっている。　　　　　　　　＊　　＊　　＊　最後に、冒頭に記した米イラク戦争、SARSそれぞれの海運に対する影響について記す。　米イラク戦争に関しては、戦争中、・クウェートなど近辺への配船の見合わせ、船舶戦争保険料率の上昇などの直接影響の他、戦争に関連した思惑などから原油価格が開戦前に上昇し、C重油燃料価格が一時ユ990年の湾岸危機以来の水準であるユトン230ドル（日本ベース）に達するなどの影響もあった（開戦後、原油価格は下落）。タンカーマーケットへの影響は既に記したとおりである。　しかしながら、湾岸戦争時に比べ戦域が限定されていたことや、早期に終結したことなどから結果としては、マクロ的な意味で大きな影響はなかったと言えよう。　SARSについては、現地のホテル・観光業や航空業が直接影響を受けているが、海運の関連では、出張の禁止・自粛などビジネスー般の影響の他、クルーズ客船の東アジア寄港中止や乗組員の交代港の変更などの影響があった。貨物の動きに関しても、今年6月にアジア積米国向け貨物の伸びが前年比で一時マイナスになるなど、多少の影響があったことは推測される。．但し、SARSも最悪の想定より．かは早く終息し、アジア各国経済も回復していることなどから、影響は限定的であったと言えよう。一「〔4翻ぜんぎょうPθ02003閥匿W鋼EW5羅W5羅W5掘W§叡i三三講騨懇．・F灘羅麟．蕪三三．i離鱒個際会議レポー．ド　アジア船主フォーラム（ASF）船員委員会の第9回中間会合が、！1月5日ベトナムのハノイにおいてベトナム船主協会の主催で開催された。　会合には、9山国の船主協会から29名が出席、またオブザーバーとして中国およびベトナムの船員学校関係者が参加し、Li　Shamin議長（中国船主協会、COSCO　Manning　Corp，　Deputy　Man−aging　Director）の下、船員に関する共通議題について有効かつ活発な意見交換が行われた。日ASF船員委員会第9回中間会合の模様本からは、商船三井　頼成海務部長および当協会より宇野船員対策室課長が出席した。当協会は、本年8月に開催されたASF総会においてペンディングとなった「ASF船員委員会で船員の雇用条件に関しても議論すべき」との当協会の提案について船員委員会全体の了解を得ることを最重要課題として臨んだ。　会合の前日、日本、韓国、シンガポールの各船主協会およびオブザーバーとしてフィリピン、マレーシア、ベトナムの各船主協会参加の下、第4回アジア船員雇用者グループ（ASEG）会合が同地で開催され、※11TF／IBF※2やILO最低賃金について議論した他、当協会提案をASEG提案として、翌日のASF船員委員会に提出することで合意した。　これを受け翌日のASF船員委員会では、船員の労働条件などについてアジアの声を糾合すべきであること、また、船員の労働条件は船員のぜんぎょう0602003鐙5N匿WS閥EW5閥駐WS羅W舗置W§舗羅鵬｝耀輔居住国の生活水準や経済状況に見合ったものであるべきであること、船員の雇用条件に世界的な統一基準を一律に適用することは適切ではないとの考えが示された。　また、これに関連しフィリピン代表から、使用者グループおよび労働雇用省（DOLE）長官からフィリピンの船員組合（AMOSUP）長へ宛てた文書に基づきフィリピンの官労使はITFベンチマーク※3の値上げに反対であるとの説明がなされ、理解が示された。　その他、ILO海事統合条約、船員の身分証明書、アジア船員の教育訓練、海事保安に関する各種の規制などについて検討を行い、当委員会の共同声明を【資料】のとおり採択した。【資料】　なお、次回の第．10回中間会合は、来年秋にインドネシアにおいて開催される予定である。　　　　　　　　　　　　　　（船員対策室）※1　1TF：国際運輸労働者連盟（lnterna廿ona1　Trans−　port　Workers’Federa廿on）の略．1896年に結成され　た運輸関係労組の国際的な産別組織の一つで、船員、　漁船員、港湾、鉄道、陸上運輸、内航、民間航空、　観光関係業種の各部会に分かれる。※2　1BF：国際団体交渉協議会（覧e　lntema百onaI　Bargaining　Forum）の略。2003年5月にITF（国際運　輸労連〉とIMEC（国際海事使用者委員会）および　IMMAr（国際船員協会）が合意して設立された。　IBF　に参加する船主が運航する船舶に乗組む船員の労働　条件を交渉する。※3　ベンチマーク：FOC（便宜置籍）船に乗組むAB　船員（able　seaman＝甲板手、経験3〜4年前部員）　の月額賃金で、ITF（国際労連）が一方的に決定しボ　イコット（荷役拒否）などを背景に強制的な適用を　船主に要求している。ASF．船員類会第9回輔会歌・洪即声明・2003年11月．4二6日．於：ハノ．イ〜r．ベトナム．ア町船主・・一ラ・（ASF）三三三会の第・回回忌魁去る叩・、耳ベトナ：呑��・〜肩噛．．．いてベト．ナム船主協会の畢で開催され・咽口癖今のリ．・シ．ｲ�k斥醗長．と奪？．碓行き祢本学には幅蹴出細．台湾の傘SF〆ンノゆ舟絵画及び岬蝉酵聯！翻し．嚇成下．ンバーであるマレラ・…．リピ．ン◎ン．輝一ル・．づ．トナゆ代引蹄．レ概ま為．・．．．アジアの鞭業界がIL・の簸や他の重要な縫業の最新の購を解する上で夢匡常に戯ρもり準．あるとした・　　　■　■．職．．．．∴．．．！1．囎．纏；：：i漁：滋昌1、；議懸：．1．．．本飴では・ILO鱒統合条約の鐸・こつ・・鰍勲嫡ζ．附舞ﾋ鱒肇辮鮪．．するため・ILOの官労使3グループが行う騨な励購殉職賭？3タl11碧門門、約の作成に・．いくつかのASFメンパーカ魎的に参力嘩1釈と総監ρ栖鞭曝鰍鰍供給しているアジアの国々の難や関輔新条約に反騰こζ嘩？1欝欝1懸海溝　ASF船員委員会は、船員の労働や福利に関する事項について、現在や将来頓耳5でご』「ア．ジァ聴手φ声やその関心を糾合し、影響力を与えることの重要性について議論した．。本会合は、ASF船員委員会6醗せんきょうDθ02003が商船に乗組む船員の福祉、生活や労働条件についてアジアをべ「スとする犀三者の声を発儒すべきであることを全会二三で合意した。最後に本会合は、船員の生活・労働条件を満足するものとすると．の共通の目的に関し、船員組合との相互にとって有益かつ健全な対話を促進することを合意した。また、船員の雇用．や訓練・安全基準の改善を目指す船員の雇用に関する国内及び国際的な規則を常に把握していくことに合意した。　ASF船員委員会は、船員の労働条件についてマレーシア、日本、韓国、ブイリピン、シン．ガポール、ベトナムの各船主協会が議論し、表明した意見について留意するとともに、船員の労働条件は、船員の居住国の生活水準や経済状況に見合ったものであるべきとの認識を示した。この観点から、船員の雇用条件に関して世界的な統一基準を一律に適用することは適切ではないとの考えを示した。　本会合は、訂CW条約を遵守するために、継続的な努力を続けていくとの考えを示した。また、本会合は、その地域のすべての行政機関がその試験や承認制度と同様に、・船員の訓練機関の品質管理システムに関する報告を大きな問題なく終了したことに留意した。　本会合は、2003年の船員の身分証明書（SID）改正条約（ILO　185号条約）が要求す為バィ唄物トッ．ックス・テンプレートの目的を最良に達成させ基準を開発するに当たりILO、　ICAO及びISOによる進．捗に押した・また・本飴は・米国のビザ附す碑し嘆牢によ・てけ旨紋に挿騨翻撫．駄となり、ヨーロッパ内の自由な移動に関して、特にシェ．ンゲンルールとの華ね合いでヨ二幅ッパに糠鵠鰹論露髄養礎表1よ．海1聴入国幣墾s甲轡嘩．．本会合は、アジアの船員訓練に於いて、訓練機関と船主との協力がすでにアジア船員の雇用や供給を陣しており・そ蝿力が麗されて・・ること磁迎した・また・畑．蝋岡岬及ゲ蝉卿跳が、アジア人シニアオフィサーの育成を助長す．るため、協力を継続すべきである．との考えを示した。．　本会合は、保安問題が9．11の米国同時多発テロを契機と．して世界的に注目を浴び、ISPS．Codeめ枠組みの中で新しい海事ルールや規則が提案され、SOLAS条約の多くの改軍を経て施行．されたことに留意した・また・飴は米国の船恥のビザ取得要求や船舶への警顯龍なζそ鱒の保安に関す碕例が師さμたこζ暗鰍・．．季聯起柳条鵬一．三富！画鱒晶晶勲：も嘩課レて・るζとに深・懸髄示した・飴は個開群と幣繍嘆即、�Sにく．輝灘輯大野の噸四割定したと碑地響鰹昂に従暫う脚・稗む慨則年縫叫数め調四四ダの・・F吻が7箪脇；て実施され・．そ9線そ勉励にお噸聯．員極めて碑し詩に手・ジ≒アが木足して：おり・．アジアに抑硝国別呼聯齢は上昇レて茎隷奮灘繰締瓢雛壇窪麗薪轡響手協．委員会は・来鰍の第1・回中醗合のイセドネシアでの開催につ・｝て・．イン．ドネ汐1贈与からの申し出を承諾した。委員会は、ハノイにおいて第9回中間会合を主催したベトナ．ム船主協会の尽力に感謝の意を表明した。ぜんぎょう0602003�S7閥EWS羅W5羅WS糊罷W5羅W§鰍催三三轡難太平洋コンテナトレード／ドライバルク・タンカーとも堅調な市況を確認一アジア船主フォーラム（ASF）　シッビング・主コノミックス・レビュー委員会（SERC）第14回中間会合の模様一　ASFシッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）の第14回会合が、2003年12月ユ日に北京で開催された。　同会合は、2003年3月の第13回会合（於マニラ）に続くもので、ASFメンバー船協から7力国／地域の代表20名が参加（資料2参照）、当協会からはSERC委員長の草刈隆郎会長（日本郵船社長）をはじめ5名が出席し、率直かつ活発な意見交換の後、了解事項（資料1参照）を採択して会合を終了した。　今回の会合では、太平洋コンテナ航路のトレード安定化問題、ドライバルク／タンカーの市況動向のほかシングルハルタンカーのフェーズアウト問題、固定点検設備（PMA）、海事保安問題、バラスト水管理条約案、海賊問題など海運を取り巻く重要事項についても議論された。　なお、太平洋トレードに従事するコンテナ船泌臨盗泓廠幽鹿．盗轟血轟証撫運航会社として新たにAPL（アセアン船協／シンガポール）、シノトランス・コンテナ・ラインズ（中開）が加入し、会合に参加した。議論の主要点は以下のとおりである。�@定期船部門　　アジア域内トレードの荷動きが拡大してい　ることが報告される一方、同トレードへの船　腹の追加が見込まれることが懸念を持って留　意された。THC（Termina1　Handling　Charge）　問題については、IADA（アジア域内協議協定）　など認可されている船社間協定のCEOレベル　で速やかに検討するよう勧告することが合意　された。　　太平洋トレードについては、荷動きの堅調　ぶりが報告され、今後数年は堅調な市況が維　持され得る見通しであることが留意された。　　定期船経営安定化のためには、企業と貿易ASF　SERC第14回中間会合参加者8鋤せんきょうP召62003（　全体の最良の利益に照らしたCEOの指導が不　可欠であることが確認された。�Aドライバルク／タンカー部門　　ドライバルク市況は、最近非常に堅調であ　ることが報告され、現在の市況は当分の間維　持され得ることが留意された。　　タンカー部門も、最近は非常に良好な水準　にあることが報告された。　　シングルハルタンカーのフェーズアウトに　ついてEUが実施した地域的かつ一方的な規制　に対して反対を表明するとともに、タンカー．．y三州斗1　】　　、　．　．．　とバルクキャリアの検査のための固定点検設　備（PMA）に関する規則の再審議をIMOが決　定したとの最新の報告を歓迎した。�Bその他　　バラスト水管理に関する条約について船主　は条約案を注意深く検討して政府に意見を伝　えるべきであることが合意された。また、海　賊事件の増加に懸念が示され、海賊排除の左　め関係者が努力すべきであることが確認され　た。　　　　　　　　　　　（国際企画室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年把月1日、北京　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．（2003年12月3．自、東京で発表）　　　　　　　　了解．事．低　　　　　アジア船主フォ」ラム．（ASF）．．シヅビング・エコノミックス・レビュー委員会．（S由C）　　　　第14回中間会合（北京）にて採択．・ゾ・舞・．オラ・（細．シ・ピ≧グ♂．工耳・・ヅク勾ヒヴー奪会ぐsp・・）．第・・四三．．．：会合はlASFメ》バー船鵬の豪州、．アセアン、中国、台湾、．香港、日本、．韓国から7三国／地域g）代稗難詰野網1町開轡朴．岬一画ll．．．．．：、　　1）・、ドライバルク市況は、最近非常に堅調であることが報告された6バルクキャリデの供給畢と1．甥鷺鶉頭捻讐著三二ll轡な予墜即ド7　2．）．．タンカ」部門につ．いては、．、2003年第2四半期以降のワ」ルドづスケール・レ」トは乱高下を示　　．．しかたが・績は非常に良女子魅軌あることが結された職方出納は…グ1いルタ．　　功一め五一ズアクN・つい噺たな国際規賜IM・で内寸されている1・もかか坊ずEP　　．が実施した地域的かつ一方的な規制に対して反対を表明し、国際海運は入念に吟味きれ世界的に．　　容認された規則によってのみ規制されるべきであるとの考え方を確認した。．　3）．ダシヵ一とバ・レ舛ヤリアの検査の�Sの固鯨検設備（PMA）に関する現在のS・鵬条約の　　規定は、実際的でない措置を含んでいることが留意された。会合は、前週IMO総会が戸MA規則．　　の今後の再審議を決定したとの最新の報告を歓迎した。船主は、船級協会・造船会社・その他関し　　係者などと協力して実際的な解決策を探求すべきであることが合意されたb2．定期船せんぎょうD召02003蓼9閥EW5翻匠WS辮W5羅W翻鰐W§蟹糀羅羅1）アジ・域内ト・一ドに関し砿コ〜テナ煙きが引き．続き撤し絶’う．ζと鐸告きμ燃　　鴫に汰型船の基鰍路からの津入とアジア域内船社の纐参入とが予想されており，．誉．らな　　る船腹が追加される見通しであることが懸念を持つそ留意された。また、THC問題に関する最近　　の状況も灘された・出席駕一儲がこの商瓢の罷腿切に卿照照きであるこ．とを　　認め、IADAなど認可されている三社間協定に対し、．各協定の¢0レベルめ寧．．ンバーで運やかに．　　検討するよう勧告することに合意した。　　　（注）�窟・1曲A…Disc・ss・・n卿eem・n・．（アジ・引解灘定）．．．1．．、．．．　2）太平洋トレードについては、．荷動きが引き続き堅調であることに智引した6コンテナ輸送能力　　四壁に関する簸予測．に蜘よ太平滑・ザρ・ジアからり騨趨1輝砂需給バ　　ラ・スは今徽年は繍さ辮るもρと考えられ樫註脚ま1．酒男。・な2・・4年用22日か　　ら騨る中国旧正壁で嘩持さ閉るこ≒に臆し牟沖即正服のス、ラ’7ク．1（醐脚．．　　がどの糠のものか予早す・ことは困難であるが．蝶経営に顔．り．潔叢誌の短1．鯛寵　　ズを含醜舗二瀬因を離深く．舗するこ．と醐・に．と・て畢聯ζ．とρ蹄さ．幡・）鱒骸醐ζ？いては迷謬関寄る籾回け勲瑚・≠・ト情報の騨碑噸献．　　告規則漱きな混乱なく琴施さ栖・・〜うζとカ1髄された晶醜が5．．蘭造説昨硲．じ、．　　る�Sの擁対郷．船社側に多‡な鎌的「・．坤紫蘭罪しゆ’る酵搾擦郷．串．諜澱野∵1轡轡1野階：響警ll：ll驚：∴！）雌者は・バラズト水�A管興関襟纏09禦即即糖今欝濃密るテ定義：．　　ること・臆レた洞条繍ま｝．雑1≒か醐なく聯黒月盛業・零嘩灘す鰻．、　　念を矧レ・考え郷全て剛疑互いに協力・潤して紳に対す砺騙よ雌筆驚を排．　　除するため・．政府機関、海運業界および関係考炉多参な弩力鳶宥ラべきであ為ごと．を確翠した。．．．・）．また出儲は・．鱒親・関す撮塑蕉門鮪についでも翻交換を1球←．響町　　定に対する独禁法適用除外制摩についてはミ海運業界の安定め参なちず荷主を含1斡貿易業界三体．．．停とつ　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）は〜全社CEOが海運に関連するマクロ経．．済的な貿易情工やその動向を検討する場である。SERCの目的は、入手可能な経済デニタ牽考察し主要．貿易問題の展望を共有することにより、経営意思決定の質を高めるこ．と．である。．10魑せんきょうD602003【資料2】　　　　　　　　　　　　　　　アジア船主フォーラム（ASF）　　　　　　　　　シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）　　　　　　　　　　　　　　　　　　第14回中間会合　　　　　　　　　　　　　　日時：2003年12月1日（月）　　　　　　　　　　　　　　場所：北京（COSCO本社会議室）出席者　委員長　　草刈　隆郎　　日本船主協会会長（日本郵船社長）　メンバー　＜オーストラリア船主協会＞　Mr　John　E　Lines（Managing　Director＆CEO，　ANL　Container　Line　Pty　Ltd．）　〈中国船主協会＞　Mr　Gao　We動ie（ExecuUve　Vice　President，　China　Ocean　Shipphlg（Group）Co．）　Mr　Yang　Shicheng（Deputy　Director，　Research　and　Development　Centre，，　　　　　　　　　　China　Ocean　Shipping（Group）Co．）　Mr　Wu　Chang　Zheng（Vice　General　Manager，　Transporta廿on　Di唾sion，　China　Shipping（Group）Co．）　Mr　Geng　Chen（Deputy　General　Manager，　China　National　Chartering　Corp．（SINOTRANS））　〈アセアン船主協会連合会〉　〈シンガポール船主協会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　f，’　Mr　Koay　Peng　Yen（President，　APL　Greater　China）、　〈ベトナム船主協会＞　Mr　Vu　Ngoc　Son（Chairman，　Vietn�oNational　Shipping　Lines）　　　　　　　　　．　〈香港船主協会＞　Mr　Phihp　Chow（Chief　Operating　Of6cer，　Orient　Overseas　Container　Line　Ltd．）　〈日本船主協会〉　飯沼　義雄　　（川崎汽船専務取締役）　薬師寺正和　　（商船三井常務執行役員）　石田　忠正　　（日本郵船専務取締役）　吉田　芳之　　（日本郵船経営企画グループ調査役）　〈韓国船主協会＞　Mr　J　W　Park（Execudve　Vice　President，　Hanjin　Shipping　Co．，　Ltd．）　Mr　Jae　Hyun　Lee（Senior　Executive　Vice　President，　Hyundai　Merchant　Marine　Co．，　Ltd．）〈台湾船主協会＞　Mr　Samuel　Hsu（Chief　Representative　in　Be尊ing，　Evergreen　Ma血e　Corp，）　Mr　Ong　Choo　Kiat（President，　U−Ming　Marine　Transport　Corp）せんきょう06ご2003轡11翻匿WS闘EWS舗覆W§塗羅W舗艦轡籔難轡霧　雛轡難　Dr　C　C　Chen（Group　Chairman，　Wan　Hai　Lines　Ltd．）M・KCT�p9（D・p噂M�o・g血g　Direc霞・ち6hi・岬�oH・i　Hnes．蹴）　Mr　R　B　Chiou（Executive　Vice．President，　Yang　Ming　Marine　Trahspqrt　Corp．）、弁護士　Mr　Je血ey　F　Lawrence（Pa血1er，　Sher＆Blackwe11）事務局園田　裕一石川　　尚笠原　永子1（日本船主協会企画調整部長兼国際企画室長）（日本船主協会国際企画室課長）（日本船主協会国際企画室）．内外情報　当協会は、わが国における第二船籍制度の創設を検討するため、2003年6月、構造改革委員会のもとに、「船籍問題小委員会（委員長：飯塚孜常任理事・国際エネルギー輸送社長）」を設置し、由比の望む第二船籍制度や関係者（船社、国など）にとってのメリットなどについて検討してきたが、このほどその結論を取りまとめ（【資料】参照）、11月27日「わが国外航商船の第二船籍制度の創設」を内閣官房構造改革特区推進室に提案した。　今後は、地方自治体はじめ国交省など関係者と協議し、実現に向けて活動していくこととしている。（1）第二船籍制度の概要　　船社の望んでいる第二船籍制度は、パナマ　籍などの外国籍船と同等、若しくはそれ以上　の競争力をもった船籍制度である。　．そのためには、登録免許税の引下げ、固定　資産税の廃止、いわゆる日本人船員配乗要件　（日本入船・機長2名）の廃止、そして船舶　のハード面に関する規制を国際標準並みとす　　　　　　請撫．《ゑ副甑甑血疏譲。幽轟轟　ること、などが必要となる。�A　検討に至る経緯等　　現在の日本商船隊は約2，000隻であり、この　うち日本籍船は僅か110隻で、残りはパナマ等　への海外置月船である。，こうした事態を放置　しておけば極めて近い将来に日本籍外航船は　ゼロに限りなく近づいていくことになる。　　海外国籍は、日本籍船に競争力がない現状　では、日本の海運企業の経営者にとって選択　せざるを得ない方策であるが、一方で、置籍　国（旗国）の政情等の影響を受けざるを得ない　ことから、日本回船に比べ法的安定性に劣る　ことは否めず、わが国貿易物資の安定輸送を　確保する観点からも注意しておく必要がある。　　また、昨年のTAJIMA号事件を契機とし、日　本入船員に対する犯罪には、外国籍船上であ　っても日本国刑法が適用されることとなった　が、外国人船員同士の犯罪には依然として日本の管轄権が及ばず、こうした点を担保する手立ては完全には整っていない。さらに、船舶所有者と旗国に対する責任の明確化を求め12�Mぜんぎょうρθ62003　る声も高まっている。　　日本の企業が日本籍の船を所有することが　出来ないという状況はやはり不自然であり、　近い将来、日本籍外航船が姿を消してしまう　前に、外国籍船並み或いはそれ以上の競争力　を持った日本船籍制度が必要ではないかと考　え検討を行った。（3）国際船舶制度についての考え方　　わが国には「国際船舶制度」があるが、税　制、船員配乗要件、船舶のハード面に関する　規制等、どれをとっても競争力上は不充分な　ものである。当協会は、．国際船舶制度の創設　以来、実効ある制度に改善するホうさまざま　な機会で求めつづけてきたが、充分な対応は【資料】．　なされず、この間にも日本籍船の減少が勢い　ているため、今般、構造改革特区構想として　提案し、公の場における議論を期待するもの　である。（4）税制の取扱い　　政府の特区構想では、税財源措置の優遇を．求める提案は検討対象とはしないこととされているが、当協会の求める第二船籍制度の全体像を提示するため、あえて税制要望を含む特区提案を行うこととしだ。税制措置については、特区と関連しての議論は行われないが、この点については、今後特区とは別のルートで要望活動を行っていくこととしている。　　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．2003年11月　　　　　　　　　　　　　わ．が国外航商船第；船籍制度創設に？いて．．．ω．。鱗。船。第；耀肇、す、町．．　　．1騨欝　　全世界の蝶と刑し嘆争師．・て・・る．畔め輝企業力�_．．躰翻を鮪するζと．｝むそれ1．鵬難鷺犠難轡『響隅畔轡．さ群であ！　　幸し晦運の世界では、．パチマやリベリア等、船舶保創ζ関し最小の規制と低コ．ストを提併する甲羅細鱗難尊繊義諜響保しうる方催するrで．叩　　．換言すれば、「うした選駅肢がな．〈．、．その所有船ずべてを白本籍船と堂ざるを得なかったとす雅　ば、．日本の海運企業は国際競争場裡から．の撤退を余儀なくされていたととは確実である。　　．しかしながら外国籍船は、置回国（旗国）の法制などに船舶を服せしめるごとであり、これら諸．　国の置かれる内外の政治環境等の影響を受けざるを得ないことから、日本籍船に比し法的安定性に．　劣ること．は否めず、わが国貿易物資の安定輸送を確保する観点からもこの点に留意しておく必要が：　ある。ま．た、20�K年に発生したTAJIMA号における犯罪（参考�A参照〉にも充分に対応できない欠　点を持っている。TAJIMA号事件については、その後法改正がなされ、日本の領海外における外国籍せんきょうPβご2003覇13翻EWS糊匠WS糊鑑W5翻騨》§輔竪脚騒　羅轡簸　騨騨霧　船上での日本人船員に対する重大犯罪には日本国刑法が適用されることとなり、問題は軽減されて．　いるが、なお同様の状況下での外国人船員同士の犯罪には日本国として適切に対処することができ　ず、船舶の安全性を阻害する要因は完全には払拭されていない。．．　　以上の如く・類所有船脚畝置棄讐は・騨では．躰の樋蝶にとρて群翠択せざるを　得ない方策であるが、日本籍船が外国籍船並み或いはそれ以上の競争力を保持しうれば、船舶所有．　者と旗国に対する責任の明確化を求める声も高まる中、．日本籍船志向が強まること必定である。　　また、日本籍船が増加すれば、IMO（国連の「国際海事機関」）など海運に関する国際会議等にお　．　いて日本国の発言力に重みが増し、国益の向上が図られることとなる。　　現状の制度をいつまでも放置すれば、近い将来に日本籍外航船舶がほぼ完全に姿を消すことは必，、至｣隷灘集犠遷る騨日本船騨の倉議論惑う「あ�`，　　ユ996年、．わが国政府は日本回船の減少に歯止めをかけるべくて．「国際船舶制度」．．を創設しているがき．�@鯛（外国糊に比べ離な登金景免許税・齪今回）・�A船翠藤件（腓三篶撫．吻・寵難論憩1灘雛鳥藤壷蜜灘2冷璽1禍神三1管　　同特区構想…．「単なる税財源雛際遇を求める提案は翻・橡ζ．晦1」剃さ�S興．当協会による第二興野の提案は・．これまで外甲に置締れか燭聯ア今際愚管の多！．、．湘本籍船に移行することを目的とし・．これによらて駆に指定さ袴地域燭鴎塑．ワ．薯．ザ：．船社の望む第二船籍制度船守の望んでいる第二船籍制度と｝ま・パナマ籍などの掴綿と購諾しくはそれ馳磯争力をもった制廉、即ち、以下の条件が満たされた制度：である。，（1）税　制　�@登録免許税について　　　新造船については、パナマ籍など外国籍船並みとする。．既存の外国巨船の日本籍船への転籍を　　促進するため、．第二船籍制度創設後5年間は非課税とする。6年目以降は新造船と同様外国努努．　　並みとする。14�Sぜんきょう0θ02003　�A固定資産税について　　　課税が海運業や特定の設備型産業に偏重し、課税の中立性にも問題があることから船舶（償却　　資産）に対する課税を廃止する。（当協会の平成16年度税制改正要望）（2）船員配乗要件等　　日本籍船に対するいわゆる日本人船員配乗要件を廃止するため、船舶職員法上23条の．2第2項の　規定に基づく就業範囲の指定に関する海上技術安全局船員部長通達（海職第284号の2、平成11年6　月11日）を改正する。　　また、外国人船員の海技資格承認試験制度の抜本的見直し等、関連資格の取得手続の簡便化等を　図る。（3）船舶の設備等に関する規制緩和　　外国篭船（含む建造中）の日本籍船への転籍を促進するため、日本回船特有の船舶設備初検査要　件や売買船に際しての各種手続きおよび規制について、国際標準並みのものとする。．　．似．上関連資料一�@（11税金比較　　パナマ籍船のInitial　Feeと日本籍船の登録免許税の比較ハンディサイズバルカーケープサイズバルカーVLCCコンテナ船パ　　ナ　　マUS＄12，690US＄18、350US＄23．900US＄14．840．自　　本US＄281438US＄58、438US串10D．00DUS＄77β44（参考！リ　ベ　リ　アUS＄］4．480US＄19．550US＄241750US＄15．780パナマ籍船のAnnual　Feeと日本籍船の固定資産税の比較八ンディサイズバルカーケープサイズバルカー＞LCCコンテナ船パ　　ナ　　マUS＄　7．690US＄11、B50US＄17、400US＄　81340日　　　　本US＄　7，4］6US串14、832US＄261021US＄22、990（参考）リ　ベ　リ　アUS＄　9，990US＄14，150US＄19β50US＄　10．640何れも当協会調べ（前提条件は以下の通り）●船価およびトン数船価（百万US＄）GRTNRT八ンディサイズバルカーUS＄　2035．000GRT2aOOONRTケープサイズバルカーUS＄4085，000GRT551000NRTV　　　L　　G　　　CUS＄70160．ODOGRT951000NRTコ．ン　テ　ナ　船L」S＄6275，000GRT28．000NRT●日本籍船は国際船舶とした。●固定資産税は15年平均（VLCCは13年平均）。せんきょうPθ62003欝15閥EW5翻匠WS翻距WS糊羅W翌§舗羅騨豊　聾轡馨　甕隣躍薦●為替レートは1ドル120円。関運資料一�A（2）一船当たりの船員費比較外国籍（パナマ〉船の例わが国国際船舶の例第二船籍船の例干US蹟23名全員外国人船員700〜800二FUS＄日本人2名＋外国人船員21名1050．千US＄23名全員外国人船員700〜800※当協会試算P外国籍船（パナマ籍プの代表的な配乗例（23名配乗）　●インド人船員5名＋東南アジア人船貴18名　●欧州入船員5名＋東南アジア人船員19名わが国国際船舶の代表的な配乗例（23名配乗〉　●日本人船員2名＋東南アジア人船員21名関連資料一�B．（3）．日本籍耳蝉の船舶設備’髄要件によ郷勺槻弓の例．．ll　�@　証書発給：　　定轍査（5郷渡）時の鰭の発給は外て躰蹄が御：．概畜力1ない≧．晦不再・1．．　　．．各国の日本領事館において証書を発給できるシスデムと．なっているが、、：即実は事繭連絡等が必�Br蒲あ轡のように［騨員興回忌∵呼i轡∵　　　年度に関して」変更（改造工事や・日本籍買い戻レ船）．があった場合は・．、三度官が現暢！『て実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c　　　齢設備（救命艇、筏、非常無線等）・航海灘（騰GP鼠．叶ダ）消火飾・響動防．　　止（貰水分離器）、海洋汚染防除資材、危険物輸送コンテナなどは、．すべそ指定検定機関として働．　　日本舶用品検定協会の型式承認と検査を受ける必要があり、実質的には海外製品の採用が困難と　　なっている。検査方法が煩雑で、認定が出るまでの時問も必要である為、海外建造船や買い戻し　　船においてかなりのコストが発生している。（改造費炉5000万〜1億円程度となる場合もある）　�D　検査インターバル：　　　日本籍船の場合、2．5年目の中間検査（旧、一種中問検査）で乾ドックに入渠が必要であるが1　　外国籍船では、ダイバーによる水中検査が可能で、乾ドックへの入渠は5年目だけで良い。16�SせんきょうD262003参考．．�@．　（隻）．．．．響．乞，oo。．1，5doちdOQ．50d　．0躰酬隊の船薩理数）推移□外国用船（隻数）｡日本籍船催数〉一一一@　　@　一@　一一　一一一　一一一一一一一一一皿一　一一一一鼈鼈一	一　黶@鼈鼈	一一一	　一一	97・．．198・．．撃�Ｐ　199β1寸997．．脚．1999．2。・・2・。1．．2。・2（年）本商船隊（隻数〉．	本商船隊（隻数）	本籍船（ﾇ　数）	国用船（ﾇ　数）	　　計	本網船（ﾇ　数）	国用船（ﾇ　数）	　　計44	969	，424	36	，660	61	986	57	292	124945	970．	1508	．462．	1970．	62	987	16	1266	，08246	971	，531	92	，123	63	988	40	，487	，12747	972	580	55	235	1	989	32	，470	，00248	973	476	20	，296	H．2F	1990．．	449．	L543、	1．1．992．．D49	9ツ4	1427	73	，400	3	991	19．	1641	，06050	975	317脚	」52	，469	4	992	76	，637	，01351	976	，274	142	，41．6	5	993	40	，708	，04852	977	，234	，174	1408	6	994	80	フ10	199053	978	1204	，290	，，494	7	995	18	1781	，99954	979	，188	，200	β88	．HW1．	　　．1X96	91．．	：1．∴W16．	．2G007．．；．S55．	X80．	，176．	．「329．	1505．．	．91．	P997．「	82．	．，．．839・．	．εβ2i．．56	98］	1173	1232	，405	10．．〔	．1X98．．．1	168．．	．．l戟D1802．．	．11．，970．．．57	982	，175	，】65	，340	11．．	．1X99．．．	S．．．	1．，842．．	．，X96．1D58	983	140	，035	」75	12．．	．3O00．．．	．134．．．	Lgb5．	aO39．59	984	，055	1080	1135	H13．．．	O0；．．．	17．	C983．．．．	2110σ．60．	985	，028	，407	，435	14．．	002	110．　P．1β78．1	細．．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．．獅r樗ポニ�d（畔’r事四二〉1、声『．沼　．台湾沖公海上を航行中のパナマ籍大型タンカーT邸1珂A号船内でフ．イ1∫ピシ人聯員21名！こ季．り．1本人二等三士澱害される事件が難。んきょうPθ62003鐙17醐EWS醐醒WS糊匿W講匿W5擁酬蕊躍総購聾　　・／・輔の難に基づさ・．船内保安維持のため講堺安比財源に乗鉱山・．．　　4／12　本船、．姫路港入港。　同齢、パナマ政府より外交〜レートを通pて国降捜査共助σ〜琴請。　　4／14　海上保安官全員下船。．船長指揮のもと、民間人による被疑者め拘束・無視が始まる（〜5．、　　　　　／15）。　　4／！9被疑者を除く．フ．イリピン人船員に上陸許可。　・4／19外務省からパナマ大使館に捜査資料送付。郷纂灘輪講諜1棲分を翻訳して本甲脚1．．．1．　　5／14パナマ蔚か酬務省に斌て被疑卸名の仮襟ρ熱．灘‡謙禁野1合祉麟暴獣1胆轡∵1騨瞥．　　6／18　東京高検がら東京高裁に審査の請求。．　　8．／12　東京高裁において審査。（2）T幻IMA号事件にて露呈した問題点．　　即�o号離爪湯上の外国．（パナマ｝．翻上鱗雲した桝馴フ．イ：1λ暁〉．へに播磨瓦．か・．た・した晒τ1．パナマからφ蝉吟つく騨�S野曝柳上陸｝廟嚇：晒幣　　．これにより・本船がわ細領紳｝こありな捗・：4即2日唖蝉入港衝．緯鞍酔聯レ．、．．俣c野は・丁卿鵬騨螺機に「外国籍船引剛麟嗣厚グ7赫上脅輝野　　即融．輝件を難曜懸の国閣員マ鯨さ燭「樺肇脚にお咋も牙U法鱒正す．．　球きとρ声が高まり・政府はぜ日本国外1『おいて日奉甲昂が被害者≒な？��犯男些村処するな樽�A1．刑法の纈改正」（邸刑法の「部肇主）について・．法糖議会論議を経・！郷朝鴫　　上言己徽正がなされ・躰の騨外における魍言上での三人鵜・対する車大犯罪に悶旧刑法が適用されることとなり澗題1ま轍されている力乳．なお同御郷下での外国脚即．．士の犯罪には躰国として適切耐処することができず・．船舶の糊張蝋燭群類邸完斜rは　払拭されていない。　’　　　　　　　　　　　．　．．．　　　1．．．．．．．．　．．　以．：上．．18簿せんぎょうPθc20032睡係分野の一層の規制緩和を要望一秋め集中受付月間（全国規模）で16項目を要望一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口置ム融．顧麟、溺甑．鉱，漉纏．《滋誌漉諏　政府による規制改革の推進については、内閣府に設置された「総合規制改革会議」において平成16年3月の「規制緩和推進3雪年計画」再々改定（最終年）に向けた検討が進められており、当協会は、平成14年度要望で改善の見られなかった事項および平成15年4月に実施した会員会社へのアンケートにおいて新たに寄せられた意見・要望を踏まえ、関係委員会等において検討し、本年9月末に石原伸晃行政改革担当・規制改革担当大臣および扇千景国土交通大臣（いずれも当時）に対し、32項目からなる要望書を提出している（【資料1】および本誌2003年10月号P．8参照）。　これまで当協会からの要望に対する正式な回答は、翌年、総合規制改革会議より公表されていたが、本年については、平成15年11月17日、国土交通省海事局から所管の項目について回答があった（【資料2】参照）。　一方、「総合規制改革会議」は上記3力年計画に加え、構造改革特区の提案募集と併せて全国規模の規制緩和要望を受け付ける「規制改革集．中受付月間」を設け、本年6月に第1回目の受付が行われたため、当協会はその時点で要望可能な6項目について要望した《本誌2003年8月号P．22参照）。　この集中受付月間における規制緩和要望は、構造改革特区での手法、即ち総合規制改革会議と関係省庁との折衝のやり取りが同会議のホームページに都度掲載されるとともに、結論を得るまでの期間が数ヶ月と短いため、これまで3ヵ年計画において要望したにもかかわらず遅々として進まない事項には一層効果的である’。　今般、．その第2回目となる「秋の規制緩和集中受付月間」が、11月1日〜30日に行われるとととなったため、上記9月半提出した要望項目および海事局からの回答などその進捗状況等を‘踏まえ以下16項目について改めて要望した（【資料3】参照）。ユ　港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶　固定資産税）ならびに諸料金（入港料等）の　適正化2　目皿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化3　港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化4『限定近海船』の船員配乗要件の早期具体化5　船舶不稼働損失保険の海外付保の自由化6　マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸　許可期間の延長7　日本出船でのカ．ジノの自由化8　日本籍船の登記・登録の一元化9　船舶原簿と船舶登記簿の変更手続きの一元10　国際船舶を海外譲渡する際に提出する書類　の見直し1ユ船舶の建造許可に当たっての手続きの一層　の簡素化12　船舶運航事業者の提出する報告書・届出等　の廃止を含む抜本的な見直し13解撤等のために輸出される船舶のバーゼル　法に基づく輸出承認手続きの廃止14　内航輸送用トレーラー・シャーシの車検制　度の緩和15　内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫に　関する規定の見直し16　国内海上輸送船舶の使用する燃料油に関わ　る特例措置の導入　　　　　　（企画調整部）ぜんきょうρθσ2003��19．醐匠WS糊匠WS舗鎧W5繍羅轡三三轡蕊　瞭轡霧　欝轡驚　【資料11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．平成15年9月30日　　　　　　　　　　　　　　　　海運関係規制緩和要望項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�兼�本船主協会1．わが国港湾の効率的運営を実現し、国際競争力を改善するための全般的な見直し（円滑な国際物　流を可能とする観点から）　　　　　　　、　�@港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船舶固定資産税）ならびに諸料金（入港料等）の適正化　�A外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化　�B港湾運送事業の更なる規制緩和　�C港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化2，船員保険の被保険者資格の見直し3。船員職業紹介事業等の許可4．インマルサット船舶地球局の免許人指定の見直し5．第三級海上無線通信士認定講習及び船舶局無線従事者証明訓練の梅外における実雄．6．瀬戸内海における危険物積載船を除く巨大船への航行制限の緩和7．ねずみ族駆除免除検査証書の有効期間の延長8。マニラ港出港船に対する無線検疫の実施9．船舶に備え付ける医薬品等の見直し10．雇入れ契約の公認手続きの見直し11．船員個票の廃止12．外国人船員に対する船舶衛生管理者資格の付与及び認定13．船舶衛生管理者適任証の発給手続きの見直し14．海外駐在員に対する海技免状更新手続きの見直し15．船員手帳の健康診断における指定域制度の廃止16．欠員届・欠員補充届の見直し17．就業規則上の定員記載の廃止18．放射線業務従事者にかかる健康診断結果の報告の廃止19．海技免状記載事項の見直し．20．海技試験制度の見直し21．　『限定近海船』の船員配乗要件の早期具体化22．船舶不稼働損失保険の海外付保の自由化23．マルシップ外航客船の外国人乗組員の上陸許可期間の延長24．日本堀船でのカジノの自由化25．日本籍船の登記・登録、海外譲渡、登録抹消等に係る手続きの簡素化�@日本籍船の登記・登録の一元化�A船舶原簿と船舶登記簿の変更手続きの一元化�B国際船舶を海外譲渡する際に提出する書類の見直し20轡せんきょうP8ご200326・船舶の建茸許可に串た？ての手締きの十層．の簡奉偉、．．．．．．難撒脚半野鐸�i叢誌1繍轡蒲鉾喫ll綴罐鷲臨漏斗ζ漏華華繋罐馨しlr【資料2】　　　ユ．・．一社．団法人．．日本船主協会．．．殿．．．．国土交：通．省．騨騨際華華1諮墨筆華墨剛平鱒9．月．・qrに三会よ．り』国埣称髄嘩聯な」輝輝1嚇騨所即繕rL鱗雲欝纏腺擁欝ll：岬暫1悟1搾村搾窯鱒暫『：1ン別紙11．必要な制度改正を行うもの（既に行ったものを含む．j（15項目）番号項．　　目．対．1．．．応．．@方．．．．：針．∴．．措置内．容：．．．．：．．S当課等；．1．�@港湾関係諸税．（とん税、特別ﾆん税、船舶固定資産税）な．轤ﾑに諸料金（入港料等）の．K正化．．．D税制改正関係事項については忌．例年行うてい葛．税制改正要望検討作業の中で、1今後とも連携を図．閧ﾂつ検討。．．また1これに向け引ぎ続き幅広く情�、意見交換。．@なお、水先料金については、引ぎ続き、料金の．xースとなるきょう導距離等の再検証を進め1．平ｬ15年度内に必要な見直しを行う5平成15年度中に省令．ﾌ改正を行う♂．．D：大臣官房参事官1．．晦事担当）海．D技資格課1．�B港湾運送事業の更なる規制緩a　平成15年度中に結論を得て、．以降速やか．に措置ｷる予定。．．平成16年度中に法案を提出する予定。．1．平成旧年度中に法案．�国�?ﾉ提出する。．連装課：．2船員保険の被保険者資格の見ｼし　船員職業安定法め改正により措置する予定であ閨A．平成15年度中に改正の内容について結論を得ﾄ、以降．できる限り速やかに法案の国会提出を図．驕B．．でぎる限D速やかに[置を講ずる6．．船員政策課．．3船員職業紹介事業等の許可．．　船員職業安定法の改正により措置する予定であ閨D、．車成15年度中に改正の内容について結論を得ﾄ、．以降できる限り速やがに法案の国会提出を図驍Uできる限．り速やがに．．[置を講ずる。．船員政策課19船舶に備え付ける医薬品等のｩ直し　本要望については、要望の詳細を確認する必要ｪあるため、日本船主協会及び専門家等の具体的ﾈ意見を聞いて情報収集をして検討を行い、．必要ﾉ応じて実態に即した告示改正を検討する予定。．要望の詳細を確認し．ｽうえで、平成15年x中に検討して∴一閧ﾌ結論を得る6．船員労働環境課．10雇入れ契約の公認手続きの見ｼし　E・MAlLを用いた手続ぎについて、必要な省令改ｳを行った。なお、船長以外の者でも、：船長の委Cがあれば手続は可能．改正省令を1．凋5日ﾉ公布・施行した。船員労働環境課せんきょうPθ62003瀞2！閥陰WS閥EW5翻獲W§恥鞭》》§謎i醗轡瓢薦騨灘　縷濾鷲鰯番号項　　　目対．．．応．．．1方：．．　針：．．．D措．置内容．．，担当一等．．111船員個票の廃止　船員職業安定法の改正に合わぜ、船員派遣事業．に係る船員につい．ては、．．所要の見直しを行う．予定』改正船員職業安定法ﾌ施行に合わせて盈Jの改正を行．う．。：．．船員政策課．：．13船舶衛生管理者適任証の発給．闡ｱぎの見直し　．「住所地を管轄する地方運輸局」．ではな．くし「最．寄の地方運輸局ゴ．を経由しで申請．できるように措uする予定。．平成15年度中に省令．．の改正を行う6．・．．船員労働環境課14海外駐在員に対する海技免状X新手続きの見直し．　外国の医療機関による身体検査証明に．ついてﾍ、当該医師の資格保有に係る確認方法の検討をsった上で、．改魯策を措置する予定。．．平成15年度中に通達�発出するd．．．．海技資格課．：．．．20海技試験制度の見直し　試験事務の簡素化等により、．．海技試験の申請日．ｩら．受験日までの期間の短縮等を措置す．る予定。@また、口述試験のみの受験者に対しては、現在、M記試験終了後決定されている〔］述試験の日程を\め明らかにしておくとと．もにく．試験の申請期間�、．．．現在より試験日．に近づけるよう措置したい。．平成］5年度中に告示．ﾌ改正を行う。．．．．．海技資格課．21『限定近海船」．の船員配乗要盾ﾌ早期具体化．　内航船乗組み制度検討会の結論を踏ま．え、．．所要の措置を講ずる予定。．．改正船員法め施行に@合わせて所要の政令D．．?ｳ等を行う。．．湖支資格課．．25．�@日本籍船の登記登録の一元化平成15年度中に竃．．．法．D務省と調整の上、．必vな措置を講ずる6検査測度課．．．25．�A船舶原簿と船舶登記簿の変更．手続きの一元化　事務の一元化までの間、．国民の負担をでぎる限闌y減するための制度と．して、．船舶登録事項と邑．vしている船舶登記の表題部に関する事項についDて管海官庁に変更登録の．申請が勢つた場合にぐ管．C官庁から嘱託による変更登記の制度．（嘱託制度）．．．．の創設を検討中。．．．26船舶の建造許可に当たっての闡ｱきの一層の簡素化．船舶建造許可二二手続ぎの簡素化を行うbなお1：nEOD造船協定発効後、臨時船舶建造調整法の改廃�含む建造許可制度の抜本的見直．しを行う．予定』平成15年度中に通達．Dの改正を行う6・．．．造船課．．．1．25．�B．国際船舶を海外譲渡する際に�出する書類の見直し．．　．．．国際船舶の譲渡届出の際に提出された譲渡契約．書を登録抹消を行．う管海官庁に送付する．ごとによ．aA．登録抹消の際の譲渡契約書の提出を不要とず髟��?ﾅ検討中6平成1．5年度中に通達．．．の改正を行う：・．．．検査測度課．．．．外：航課．．、．別紙22．引き続き検討を要するもの（1項目）番号項．　目．対　　　　．応．．：　　　方．　　．針担当課等．．．127．船舶運航事業者の提出する報随早E届出等の廃止を含む抜{的見直し（他省庁へ提出す．る．デ」夕の活用）．e種手続ぎに係る電子化．・ワンストップ化の利用状況、、各省庁間にお：．ｯる情報の共有の実行可能性等についで1．．．検討�d．調整し紅：∵．．結論を得た上．ﾅ、．適正に対応する予定。．．外航課．．海事産．業課．、：別紙33．制度改正すべきでないもの（2項目）番号項　　　目備．　　　　　　　　．考・1．1担当部局．．1．15．船員手帳の健康診断におげるw定医制度の廃止　現状では全ての医療機関が船員の労働実態や生活環境を十分目理解しｽ上で船内労働に適するかを判断することは困難。このため、．指定医制．D度は維持する必要がある。現在、．指定医を拡大する．ｽめの取組を行っ．て．｢るところであり、具体的な地域に関する船梁側の要望を聞く等によりw定医の確保に向け適切に対応していきたい。．．17就業規則上の定員記載の廃止　就業規則への定員の記載については、船舶所有者による労働時間規制ﾌ遵守等船員の所要の労働条件を十分担保するだけの体制を保持してい驍ｩを確認するために必要。船員労働環境課別紙44．その他（5項目）番号項　　　目備　　　　　　　　　　考担当部局．12外国人船員に対する船舶衛生ﾇ理者資格の付与及び認定　船員法上国籍要件は定めていないため、現行でも外国人船員による資i取得が可能。船員労働環境課．22�SぜんきょうD662003．二二二三二＝□＝＝−二＝＝＝＝＝三三＝■番号項　　　目．備　　　　　　　　　考担当部局16欠員届・欠員補充届の見直し．船舶所有者がオンライン申請手続を行う際に外国から申込みをする場．．総合政策局情報．合は、8桁の番号（000・000Q）．を入力することによ．駄．オンライン申請シ．．管理部情報企画．ステム．（電子署名が必要な手続を除く。）を利用することができる。．．．　．．課、．船員労働環境課．18放射線業務従事者にかかる健．健康診断結果報告書については卿ずしも船員労務官の監査対象とはな船員労働環境課．康診断結果の報告の廃止．っておらず、．手続ぎの重複にはなっていない。．19海技免状記載事項の見直し．．更新された海技免状は更新前の海技免状の有効期間を継承しており．、．．海技資格課．条約で定める5年の有効期間を超えるものではないこと．を外国当局に説．明しで了解されているところであり、外国のP串C．による指摘に対しては．．適切に対応可能。．32国内海上輸送船舶の使用する燃．税制改正関係事項については、．例年行っている税制改正要望検討作業．．大臣官房参事官料油に関わる特例措置の導入の中で、今後と．も連環を図．りつつ検討。．（海事局担当）．（参　考）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、海事局が所管する要望項目以外の項目のうち、国土交通省内の他局等が所管する項目についての検討状況は以下のとおりとなっている。1．引き続き検討を要するもの番号項　　．目・対．　　　応　　　　．．方　　　　針担当課等1．�C港湾7輸出入手続き等の一層．ﾌ簡素化　手続の徹底した見直しについては．、規制改革推進3か年計画（再改定）．．において、本年7月に実現したシ．ングルウィンドウ化の成果と問題点をD踏まえ、．?ﾟて輸出入「港湾に関する全ての手続の徹底した見直しを行．Dうこと等について、関係府省とともに検討することとしているとともにlh丁戦略本部による電子政府構築計画においても、国際標準も考慮しつう1．．�存の業務．・システムに係る最適化計画を2005年度末までの出来る限り．．♀�に策定する．と位置付けている6今後も、シングルウインドウ．シスデ．?^用開始後における利用者意見等を適宜聴取しつつ1．引き続き輸出入．．．政策統括官付政．．．策調整官付．．．D港湾局環境・技p課、管理課．．D海上保安庁交通．部安全課F6．瀬戸内海におげる危険物積載．船を除く巨大船ぺの航行制限ﾌ緩和．．海上保安庁交通蝿ﾀ全課．28：．労働統計調査の統合．　船員統計と船員労働統計は、．．申告者名・住所∴事業種類及び用途（細分類こそ違うものの内容は同じ）．等において調査項目が重複しているのも鮪ﾀであるためζ．申告義務者への負担軽減が図．られるよう検討を行う。．情報管理部交通ｲ査統計課．130内航輸送用トレーラー・．シ．ヤ[シの車検制度の緩和　自動車検査証の有効期間については、安全で環境と調和めとれた車社会の実現を目指すとい．う車検・点検整備制度の本来の目的を念頭に置生．．ｻのあり方について、．．必要なデータ等を収集の上、．常に検討して改善をﾍうて行くこ．ととしている。．．自動車交通局技．．ﾛ壁全部技術企．謇ﾛ．．2．その他番号項　　　目．対．@　応　．　　方　　　　針．．1．S当部局．1�@入港料等の適正化　また、入港料等港湾諸料金については港湾管理者がその徴収の有無も．ﾜめ料率を条例により定めている。．さらに、．．それら諸料金に係るインセ．塔eィブ（減免措置）が港湾管理者の政策的な判断により同じく条例に�榲ぎ、かっ、利用者に対し不平等な取扱いとならないよう．な公正な対桙ﾉより積極的に導入されているところである。港湾局管理課1．�A外貿埠頭公社の埠頭等貸付料ﾌ適正化1公社埠頭の貸付料は、埠頭公社と船社等との間で結ぶ岸壁等賃貸借契�による民間契約で決定されている。しかし、公社が原価を大ぎく下回驫ﾝ壁等貸付料を設定することは、：公社の経営を危うくし、．埠頭整備にWる債務償還に支障を来すおそれがある。また1原価を上回る貸付料をﾝ定することは、公益法人の本来の目的を逸脱す．るばかりか、船社等のo営を不当に圧迫するおそれがある。．@このような観点から、国は岸壁等貸付料の算定基準を定めると同時に、蒼y交通大臣に届けられた貸付料については、是正が必要な場合には、．ﾏ更命令が担保されているところである。@なお、国において、国際競争力の強化・確保を図るため、岸壁整備へﾌ国費の投入、無利子貸付の拡充、税制等の支援施策を実施しており、�社埠頭の貸付料の低減に寄与しているところである。港湾局管理課．．せんきょうPθ62003簿23閥【WS閥EWS醐獲W§穿・羅騨騒塾1濯轡憲籔轡轟羅轡霧【資料3】　船協規制緩和要望（2003−11）規制改革要望枕?i事項名）．　具体的規制．　改革要望内容．票　　望．　理．　由．．D．��?@令等．．．．．．制．度の滑ﾇ窟庁港湾関係諸税港湾関係諸税．（とん税、特船舶の入港に際して、わが国港湾においては、．とん税、．．とん税法第1条．．．．財務省．．．．（とん税、特別．．別とん税、船舶固定資産税）特別とん税、船舶固定資産税の港湾関係諸税な．ら．びに．特別とん税法第1．．．獄ｱ省、．．．とん税、．船舶並びに諸料金（入港料等）．入港料等の港湾関係諸料金などが賦課されている。．わ．．条、．．n方税法、．港国土交通1固定資産税）の徴収の考え方を明確にしが国の港湾の効率的運営を実現し、．かつ国際競争力を．．湾法第4條．2．項等．省等ならびに諸料た上で、諸外国のそれらと．回復するためには“．ｱれら港湾関係諸税ならびに堅目金（入港料等）比べて適正化を図ること。金の徴収の考え方を明確にし、．かつ諸外国と比較したの適正化．上で適正化を図るべぎである。．外貿埠頭公社原価主義に基づく料金の妥．昭和55年1．2月16日の港湾審議会答申では外貿埠頭公団平茸埠頭公団の解．国土交通の埠頭等貸付当性の検証及び、．荷動きのの業務の移管に関し．て、／『……外貿埠頭の管理運営とい散及び業務承継に．省・料の適正化実態や公共埠頭料金との格う公共的かつ国家的に重要な業務を行うものであるの関する法律施行規．差等を勘案した、より弾力で前述の通りこれを適切かう確実に運営していくこと則第5条第．1．項．；的で国際競争力のある料金が出来るような財団法人を国が指定するとともに、指設定を可能とすること定された財団法人に対しても法人の指定に伴う通常の監督のほか、．国の海運政策及び港湾政策との整合性の．2取れた外貿埠頭の整備及び管理が行われるよう．国の監督措置が必要となる。たとえば、貸付料の適正な水準の確保、油皿埠頭施設の処分などの制限噸需給バラン．スと港湾間の機能分担を考慮した外貿埠頭の整備などの為の措置が挙げられる』．とした6国はこめ答弁を充分尊重し、原価主義に基づく料金の妥当性の検証．及び．荷動ぎの実態や公共埠頭料金との格差等も充分勘案、．．弾力的で国際競争力を有する料金設定とするように各．」埠頭公社を指導すべぎである。：：港湾・輸出入全ての港湾・．輸出入関連手20q3年．．7月23日より輸出入・港湾関連手続のシングルゥ．．．関税法：電子情報．国土交通．手続ぎ等の「続を対象として、．．申請の必イン．ドウ化が関係各省庁により実現されてはいるが、．L処理絹織による関ﾈ1．．∵財務層の簡素化要性が失われたもの、．申請実態は各種申請・手続の見直．しや簡素化がなされてお．＝税手続の特例に関．省．、法務3の中で削除でぎる項目の標らず利便性の向上には結びついていない。．従って、全て：．する法律く．．．コンテ．．省、．．1厚生準化、統一化でぎるものをの関連手続を対象として、．申請の必要性が失われたも．ナ特例法．出入国．労働省、．＝．．抽出した上で、申請手続をの、申請の中で削除できる項目、さらに省庁間に共通す管理お．よび難民認．地方自治．徹底的に削除・簡素化する．．る項目の標準化、統「化できるものを抽出した上で、甲．．足法面1．ﾌ等．．．．．よう要望する。．講手続を徹底的に削減．・．簡素化することを要望する。．．船舶不稼働損1．996年より、．日本項目の船．船体保険と不稼動損失保険を」体で付保する場合ぱ、．．・1．．保険業法第．186条、．．金融庁監．失保険の海外体保険は海外付保が自由化安いコストでの付保が可能であるが1不稼動損失保険ｯ施行令第19条、．．．．．督局保険．付保の自由化．されたが、不稼動損失保険については海外付保ができないため、．船体保険の海外．．同施行規則第．116．．課．．．4は海外付保を自由化されて．付保のメリットがほとん．ど生かされていない。．このた．条．いない6このため不稼動損め日本下船の不稼動損失についても、海外丁丁を自：由．＝失保険についても海外付保．．ｻすべきである。．を自由化する。マルシップ外近年におけるマルシップ外乗組員の上陸は15日置超えない範圏内で許可されてお．出．入国管理及び難．．入国管理航客船の外国航客船の国内就航状況に鑑り、マルシッ．プ外航客船については、．初回の申請で15．三二定法第16条．．．局入国在5人乗組員の上み、上陸許可期間の延長や数日の上陸許可を得た後、必要な時点で再度申請する．こ溜課．：陸許可期間の?ｷ次上陸許可を認めること。とにより新たに15日の上陸許可が認められている』たｾし、3度目以降の上陸許可申請は、外国へ向け出港．、．iし再度日本の港に入港しない限b受け付けられない。．．・．1．、日本籍船での日本籍船上では現行刑法が国民への健全な娯楽を提供し、クルLズ客船事業の振．刑法第τ85条、．．．186．．．法務省．．カジノの自由適用されるため、公海上に興を図るため、日本籍船でのカジノの自由化を行うこ．条．6化あってもカジノが禁止されと。ているが、カジノの運営が非合法とならないよう所用の法整備を行う。『限定近海船』．堪航能力の優れた内航船舶内航船舶の航行区域（沿海区域）は、原則として離岸距船舶職員法施行令．．国土交通の船員配乗要については、20海里以遠の離20海里以内の水域とされている。本規制によると、地第2．条．省海事局件の早期具体航行が可能となる航行区域理的形状により、発着地間の最短距離を直線航行でき海技資格化（限定近海）が措置されたな．くなること等から、航海距離が長くなり、その分多く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．課が、区域に対応した船員配の時間と燃料を必要とするなど内航海運の運航効率を7乗要件が規定されていない著しく低下させている。船舶安全法では、内航船舶の設のでを早期に具体化すべき備・構造も近代化され、安全性も向上しているこ．ととしである。て、直線航行が可能な所謂二「限定近海船」として平成丁3．年10月に措置されている。しかし、．現状の船舶職員の配乗（人数・資格）については、船舶安全法上の「限定近海区域」のような区分がないため、船舶安全法に定める航行区域での航海が事実上不可能となっている。24愚せんきょうPθ62003．規制改革要望枕?i事項名）　　具．体的規．制．　改革要望内容．要．　望．　理．　由根拠法令等．制度の滑ﾇ官庁日本籍船の登L・登録の“ｳ化．わが国においては、．船舶のﾝ登記．・．登録の二元的制度ﾌもとで煩雑な手続きが必．vとなっているので、登記　　　　　　　・登録は、：．；元的制度の下で手続きが日本戦船の登記．複雑になっている。船舶の登録抹消時においては管海ｯ庁から登記所への嘱託により手続きが一元化されて｢ること、．航空機においては航空機登録法に．よる航空．船舶法、船舶登言己K則．．．．．法務省民幕ﾇ、国y交通省C事局8・登録の」元化を図駄速．機の登録と航空機抵当法による抵当権の登録が航空機やかで合理的な登記・登録．登録令のもとに7元化されており．、．．．自動車においてもを可能にすること．。．同様の制度となっていることを踏まえ、船舶の登記・．登録の一元化を図り．、速やかで合理的な登記・登録を可能にすること。．船舶原簿と船蕪o記簿の変X手続きの一ｳ化．わが国においては、．船舶のﾝ登記・登録の二元的制度ﾌもとで煩雑な手続きが必vとなつ．ているので、登記既に登録済の船舶において船舶原簿と船舶登記簿に変Xがあった場合、．両者共通の事項については、．「変更登．録を行った管海丘庁から登記所への嘱託による変更登．記の方法等を採用することにより、．実質的な一元化を．船舶法．脚鐙記K則．．x法務省民幕ﾇ、国y交通省．．D海事局．．9・登録に共通する変更事項図る」．方向で法務省・国土交通串間での協議が進めらについても、．；度の手続がれているとめことだが、速やかに変更時手続きの一元．必要となる。．速やかに変更ｻを実現すること．6．．／時の手続きの一元化を実現すること。L国際船舶を海O譲渡する際ﾉ提出する書国際船舶を海外に譲渡する鼾�、海外譲渡届とともに．?レ_約書の添付が求めら．．．海上運送法第44条の2に規定される．国際船舶についてﾍ、海外譲渡届の提出にあたり、売買契約書の添付が≠ﾟられており、併せて運輸局において登録抹消手続．海上運送法44条のQ、．．船舶法14条等国土交通ﾈ海事局沚ｸ測度類の見直し‘れている。さらに、運輸局に．ぎを行う際にも．、．．再び売買契約書の提出が求められて．課．おし、て登録抹消手続ぎを行いる。登録抹消手続きの際の売買契約書についてはそ．う際にも、再び売買契約書のの提出を不要とする方向で検討中とのことだが、．速や提出が必要とされている。がに実現する．こと。．また1．国際化の流れに鑑み、登録登録抹消手続きの際の売買抹消時に、運輸局に提出する書類のう叡．英語を正文了0契約書にづいてはその提出．�不要とすることσまた、国とする売買契約書．・．受渡議定書・．委任状については1．a訳の添付を不要とする．ζ：と．。「．際化の流れに鑑み、登録抹．薄曇に、．．運輸局に提出する書類のうち、英語を正文とする売買契約書・受渡議定書．．・委任状については、和訳の．．．添付を不要とすること。．船舶の建造許ﾂに当たってﾌ手続きの一．船舶の建造許可申請手続きﾌ簡素化にづいてはく現在．．検．討．が．進めら：れ．て．い．．る．当該規制は、「我が国の国際海運の健全な発展に資する．こ．と．を目的と．し．た臨時船舶建造調整法・（昭和28年）．：．法・に基づき1．．造船事業者が総トン数2，500トン以上又は長．臨時船舶建造調整．法第．2．条及び第4．．D条．．．国土交通．省海事局．造船課．．層の簡素化OEOD造船協定が発効した．さ90m以上で、．．遠洋区域又は近海区域を航行区域とす．際に、．臨時船舶建造調整法．る鋼製の船舶を建造しよ．う．とすると．きは、．その建造の．．11の改廃を含む建造許可制度着手前に国土交通大臣の許可を受けなければならない」の抜本的見直しを行うとのとされているものである。．．本法制定時には意義があっ．ことであるので、同協定発たものと思われるが、．．近年の近隣諸国の造船所の発展：効後速やかな見直しをお願もあり、わが国においてのみ本法に基づき需給調整をいしたい。行うことの意義は、もはやないものと思われる。．12船舶運航事業ﾒの提出する�告書・届出D等の廃止を含ﾞ抜本的な見船舶運航事業者に対する各．�ｱ�告書・届出等についてXなる簡素化を図るべきで?驕B船舶運航事業者には、法律・．省令等に基づ志各種報随早E．届出等の提出が必要とされてい．る。近年、一部ﾈ素化されてきているが、依然と．して他の報告等のデータとの共有化を図れば更なる簡素化が可能と思われ驍烽ﾌ等がある。現在、．．簡素化可能な書類．・項目の抽．海上運送法等．．D．．．．．国土交通ﾈ海事局．1外航課・．．C事産業ﾛ．．直し出、確定後、省令改正等の担保措置についてスケジュール等を調整予定とのことであるが、．速やかな実行をお願いしたい。解撤等のためﾉ輸出される．船舶のバーゼ許@に基づく現在．u特定有害物質等の輸o入等の規制に関する法律」ri以下、．バーゼル法）を所ﾇする各省庁は、平成11年環境省と経済産業省は、．バ「ゼル法はバ」ゼル条約の．K要最低限の要求を満たすものでその手続の簡素化は．不可能との見解であるが、そもそも同条約では船舶をｻの対象とするかについて国際的に結論が出されていバーゼル法第2条謔P項、輸出貿易．管理令別表第．2のD35の2、バーゼル．環境省、．o済産業．省．．輸出承認手続ｬの廃止5月の通達により、解撤等�目的とした日本籍船の輸oについて当該船舶がアスない。この理由としては、同条約を船舶に適用した場�、廃棄物と何ら関係のない「寄港国」が「輸出国」にな體凾ﾌ不具合が発生すること、また、船舶については法第4条第．1項、O国為替及び外国f易法第48条第．3ベスト等の有害廃棄物を含ﾞ場合、輸出申請等の手続同条約が求める危険物質の特定やその物質の除去の実{が義務付けられることとなり実質的に解撤船の輸出．項、関税法第67条、ｨよび関係通達13きが必要としている。この．が不可能となることなどがあげられる。また、現在、主バーゼル法に基づいた輸出要解撤国以外の国は、大型解撤施設を有しないため、解．申請等手続きの廃止を要望撤船の実質的な輸出禁止は、大型船舶の解撤が閉ざさする6れることを意味する。このような状況下、船舶を同条約の対象とするかについて各国とも慎重な対応をとっているが、わが国では、平成11年5月置通達により船舶を同条約の対象とする旨の判断が示され、日本二二撒船の輸出が実質的に不可能となっている。日本籍船の~滑な解撤を確保するために同通達の廃止を求める。．せんきょうPθ62003麟25閥EW5閥EW5輔匿W5輝距V》§糊鑑騨§　罹轡驚馨轡豊規制改革要望枕?i事項名）具体的規制?v要望内容要　　望　　理　　由根拠法令等制度の滑ﾇ富庁内航輸送用ト内航輸送用のトレーラー・内航輸送用のトレーラー・シャーシに対する自動車検道路運送車両法第国土交通レーラー・シシャーシに対する車検制度査証の有効期限は、毎日陸上輸送している一般のトラ61条（自動車検査省ヤーシの車検を現行の1年から3年にすック同様1年である。主に海上輸送用であるトレ〒ラ証の有効期限）制度の緩和る。一・Vャーシは、本船船内または港頭地区駐車場に停．車している状態が長く、陸上走行距離が短いものとな14っている。また、シャーシ自体は動力を持たず、トレ一ラー（ヘッド）に牽引されるだけである。このような使用実態に即し、内航輸送用のトレーラー・シャーシに対する車検制度を現行の1年から3年にすべきで．「ある。’内航輸送用卜内航輸送用シャーシ運用上自動車の保有者は車庫法により保管場所を確保しなく車庫法第3条、貨国土交通レーラー・シにおいては、登録用車庫確てはならないが、海上輸送用トレーラー・シャーシに物自動車運送事業省ヤーシの車庫保の負担が所有者に強いらついても一般のトラック同様、同法が適用されている。法第4条に関する規定れる一方、その車庫はほとしかし、内航輸送用シャーシの車庫の利用実態は、船の見直しんど利用されておらず、現内及び港頭地区の駐車場に限られ、かつ運用上常時海在の規制は利用実態にそぐ上輸送のものもある。トレーラーヘッド、シャーシ夫冨「15わないため、内航輸送用シ々1台目つの車庫取得に加え、港頭地区におけるヤーヤーシについては、車庫『ドの確保が仕出し地／仕向け地両方で必要となり、実．台のスペースで複数台登録質取扱いトレーラー・シャーシの約4倍の車庫の確保でぎるようにするべきであが必要となる。このため、内航輸送用に利用されるシる。ヤーシについては、利用実態に合せて車庫に関する規1制を見直し、車庫一台目スペースで複数台数登録できるようにすべきである。国内海上輸送国内海上輸送船の使用する物流コスト引下げの観点から、内航船の運航コストに石油石炭税法第9経済産業船服の使用す燃料油について、石油石炭占める割合の大ぎい燃料油について石油石炭税を免除条　　・省、財務る燃料油に関税を免除する特例措置の導する特例措置を講ずるべきである。また、国策でもあ省16わる特例措置入るCO2等の温室ガスの排出量を削減するために国内運の導入輸業が取組んでいるモーダルシフトを一層推進するたもめにも、企業基盤の脆弱な事業者の多い内航海運業に対するこの特例措置は是非必要である。スエズ運河・パナマ運河とも通航料支払い実績力増加スエズ運河・パナマ運河通航船実態調査結果について一　当協会は、毎年会員各社の社船および用船（外国用船を含む）について、両運河に係る通航実態並びに通航料支払実績の調査を実施している。　調査対象期間は、従来より各運河の運営団体の会計年度に合わせて、スエズ運河については2002年1月ユ日より同年12月31日まで、パナマ運河については2002年4月1日より2003年3月31日まで調査してきており、本年度においても同期間とした。［スエズ運河］　今回の調査によると、スエズ運河の利用状況は通航船社数が前年と同数の11社となった。利用隻数は12．5％の減少（2002年：842／2001年：血漁ぬぬぬ血ぬ臨調ム幽962）したものの、G／Tベースで6．2％の増加（43，125／40，592千G／T）する一方で、D／Wベースでは3．4％の減少（38，010／39，342千Dバのとなった。　また、料率の基本となるスエズ運河トン数（＊1SCNT　I　Suez　Canal　Net　Tonnage）ベースでは11．4％の増加（42，898／38，52ユ千トン）となったことから、全体の通航料も12．0％の増加（189，060／ユ68，844千米ドル）となった。（表1参照）　船種別で見ると、タンカーが大幅に減少する一方で、自動車専用船およびコンテナ船が増加した。タンカーはSCNTベースで75．6％の減少（390／1，596千トン〉、通航料も70．8％の減少（3，062／10，504千米ドル）と、大幅な減少とな26��せんきょうOgo　2003（表丁　スエズ運河通航料支払実績推移．．ﾊこ．．　．．：航．．　　料．．年．度社．数．．．пDﾇ数．．延千G灯延千b〆W延千SQN丁千．USド1レ．．対前年比．億円（参考）．．対前年比．．1992．13．L186．36，011．P132，587．．40，日46、．198，368Q0．：1．253：D13P3．1993．．15．．．877．29，373．27，940．32，032．．．173，824．．．．D△．1aa．1．X5．F　△：23、0．．．．．1994．17．768．Q7，．766．．．．Q4，278．．28，979143，2684．17，6．．．147．4．241．8．．1995．．．17．．．86736，202．35，．185．．．39，509．173，27520，9．．．16ブ．．．13P6．．．．1996．．12．．．8卵．．37，49］．32，909．．．．38．C008．172β6申．△．．0，2．195．．．．．P6な8199714．1．011．．．40，．387．．．36，150．42，07320L　497．亙．6．，6．244．．25．1．．．．逢998．15．．11010．．．40，045361397．．41、810．．．P9BlO34△．D1．7．．P259．．：．6．1レ旧9913．．X44．、．40，040．34，β34．．43，06ブ．．19与，641．△．．．1．2．．．223．．1．D：．Ala9．．20001211，019．．．S3，．9921．．41279．．1．401680．．180，582．　　　　．｢　77：195．P．△．D可2．L16．．．2001．】1．．962．．．40，592．．391342．．．．．．R8，．T21．．．．168β明ム1．．6，5・．20515P．1．．滑20021．1．．．、1842．．43脚．126．．．．．．．．RB．，010．．42，898．．．．P89．0601．．12，0　．　　．．ﾜ37．．：P516．．．注）2002年の通航料の円換算率は、2002年1月〜12月の平均レート（銀行間直物相場）表2　スエズ運河通航船実態調査．（2002．4．1�k2003．3．31）1ドル＝125．28円を採った。（通航料＝千USドル）D胎．　種．．社．数延．隻数．．1．二二G／T．ヒ．二千b酬：：．．延干SCNT．．1通．写料．：[．1．ン．1．力．愉一．2．．．55．．261．．475．．．．．．．R901．β鯉．．愉；．鉱．．泊．兼．用．．船．lo．．10．．．．D0．．．．D0．．．o．．：．．．・…：．．O．1．．．．．バルクキ．ヤリア」．．．．7．．．．：．74．．131299L6．．010．．．．：R」＄．．lolO62．・．［：．二二車．．．齬p．．船．．・S．1．：292．．．．，．．．D141母52〔．：41994．：瓶・「聞31［．、：1661β4｝．．：．コ・．刀D．．テ．．．ナ．船．：3．1．391．．．．．．Q4、．WB貧．．．25：880．1．．Qa，119．．1106、、1日3．∴．在来．．定．期船．．：．．．D1．．．．：D含9∵442．．．U44．、∫．．．R54：．1・．1．i2フ53．ぶそジの1．他．船舶．．．．P．：．．1．．・．P6．「．．．．．．．V．．．．．ﾂ．．．：．L0．．．．合．@　．．計．D．11．．：．．．．D842．．．．．・43」26．．　　，．．38；01σ．1．礁898．．．．ゴ．．．．．P89、0箏σ1．注）社数合計の川ま、調査期間中にスエズ運河を通航した会員船月数の合計であり、船種別の社数の合計とは一致しない。つた。バルクキャリアはSCNTベースで33．9％の減少（3，199／4，838千トン）、通航料も28。9％の減少（ユ0，062／14，142千米ドル）となった。また、在来定期船もSCNTベースで41．8％の減少（354／608千トン〉、通航料が18．6％の減少（2，753／3，382千米ドル）となり、3つの船種で、前年に’引き続き減少した。　一方、自動車専用船はSCNTベースで18．9％の増加（15，831／13，312千トン）、通航料でもユ8．0％の増加（66，941／56，709千米ドル）となり、前年の減少から増加に転じた。また1コンテナ船は、SCNTベースで28．3％の増加（23，119／ユ8，026千トン）、通航料でも27，8％の増加（10．6，192／83，070千米ドル）となった』また、鉱油兼用船は2年連続で運航実績はなかった。（表2参照）［パナマ運河］　．2002年度のパナマ運河の利用状況は、通航船型数が2001年比較でユ社増となったが、利用隻数は4．9％の減少（2002年：904／2001年：951）、DハVベースでは4．6％の減少（27，285／28，597千D／W）となった。しかしながら、G／Tベースでは3．1％の増加（34，191／331151千G／T）、料率の基本となるパナマ運河トン数（＊2　PCNT：Panamaむanal　Net　Tonnage）ベースでもユ5．9％の増加（35，680／30，797．千トン〉となったため、．甘んきょう0862003�B27閥匿W鰯EWS灘W5塾纒糀｝・1羅糀霧轡叢　黙鋸霧表3　パナマ運河通航料支払実績推移年度．．社．．数．延千PCN「「通．．．　．．．航　　．．料．．延隻数．延干．G／T．延千D／W干U＄ドル．対前年比．億円（参考）．．対前年比．199含19．1．，300．．311442．．3臼，耳36．．．．R6，766．76，993．．A　3，7．．．．．X7．．1△19＝5：1199317．．1，2q430，658．．35．．．X7白．．．R4β34．．76，169．．．｢．D1：，1．83．：．△．114，4．199417　　　．P．，280．36，530．36，625．36，62481，000．．．6．．3．．81．．：A．．．Qβ．199519．1．，420．．．40，06846，343．40，389．：87，096．．7．．5．W2．．D・丁．．，2「：1996．161β5038，37〜．．．．．』S0，657．38，598：．8a313．．．△．4：31．9τ．．11．：．0．1997．16．1291．．35，．914．L∬38，679．．．35，444．92，760．113．．11425．311998．15．．．1β66．3師52．411547．3B1427∴丁00，040．．．7ガ8．1，128．．．121a．．1999．15．L17丁．．．．36，372．．串7，605．．．・．36，フ1495，64母．△：．4．4．P15「へ1α21．．200015．989．3218871．33，220．．30，184．83，376．△．12マ臼．．臼2．込．由日。．．．．200115．95133」51．．28．597．：．．30．．797．．．．8母，250．．．R4．：．108．．．∴．1714．．200216．．go4．．34，191．27，2母5．．35，ら臼。．．100，293．．16ド3．1こ1221．匹．P31．注）2002年の通航料の円換算率は、2002年4月〜2003年3月の平均．レート（銀行間直物相場）1ドル＝121、．87円を採った。．表4　パナマ運河通航船実態調査（2002．4．1〜2003．3．31）（通航料＝干USドル）船　　　種．．社．∴数．．．延．隻数．．．三千Gπ：11．二二D／W．．�士pdNT．．1遇．航料．．．夕　．ン　　カ．　一．．．Q　．．4．140．、．P55．・1丁2．．・．LD393．．鉱油．兼　用．船O．．0．．D0．0．．．．Ol．．．D沿．．．：バルクキヤ．リア．一．．．X．．278．．7，，7191131319，：β，791．．一．．D1串、956自．自．．動車．専用船．14：．．．DbS45．20；．1母2・δ．．，87B　．　．．’．1．22功654．起言．；6母β酔．．弘コ．ン．テ．．ナ．．船．．D3．．120．：5．43σ1．．6，Q母7．．51506．．．．P4β83三在・二五．期．．船．、3．．．Q6．．1．247．．280．．Q01．．D751・．．．そ．の他．．．船舶託．D3．．．．31．．；．523．．U15．．1．・l1416．．1：を；446ゴ．．合．：．　　　計．16．．．：．904．．．34，．1．91．「．．D27，285．．≧凪680：．｝．1qQ，2叩il・注）社数合計の16は、調査期間中にパナマ運河を通航した会員仙北数であり、船種別の社数の合計とは一致しない。全体の通航料もユ6．3％の増加（100，293／86，250千米ドル）となった。（表3参照）　船種別について見ると、コンテナ船が大幅に増加するとともに、自動車専用船およびタンカーが増加したが、その他の船舶の指標は概ね減少した。コンテナ船は、PCNTベースでは106．0％．の増加（5，506／．2，673千トン）、通航料も110．1％の増加（14，383／6，847千米ドル）と大幅な伸びを示した。タンカーはPCNTベースで30．2％の増加（112／86千トン〉、通航料も63．1％の増加（393／241千米ドル）、また、自動車専用船もPCNTベースで3L6％の増加（22，654／17，220千トン）、通航料でも31．9％の増加（63，364／48，034千米ドル）となった。一方、バルクキャリアーは、PCNTベースで24．8％の減少（6，791／9，028千トン）、通航料でも21．2％の減少（18，956／24，04ユ千米ドル〉となり3期連続で減少となった。（表4参照）　　　　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）＊1　スエズ運河トン数　　（SCNT：Suez　Canal　Net　Tonnage）　　1873年の万国トン数会議で定められた純トン数規　則をもとに、スエズ運河当局独自の控除基準を加え　て算出する。二重底船の船底にバンカー油を積載し　た場．合その部分の控除を認めない等パナマ運河や　各国の規則とも異なる独特のもの。．＊2　パナマ運河トン数　　（PCNT：Panama　Canal　Net　Tonnage）．　　1969年のトン数条約による国際総トン数の算出に　用いた船舶の総容積に、パナマ運河当局独自の係数　をかけて算出する。船舶法に定める総ト．ン数、純ト　ン数とは異なる。28・母せんきょう0θ02003《、�O、回　　蟄．鑛　　　試一1．所属部署の業務は主にどのようなものなのでしょうか？　内航セメント専用船（自社船、裸用船、定期用船）の運航管理、安全管理、乗組員等の業務を主に行っています。3．御社の自慢といえば？　創業80年の実績によって、今日の物流ニーズにマッチした海・陸・空のあらゆる輸送ルート、さらに最新設備を整えた倉庫を保有し、高付加価値の総合物流サービスを提供しています。4，今後チャレンジしてみたい仕事について教えて下さい。2．これまでの会社生活の中で一番の思い出といえば…？　入社時における乗船研修です。船といえばフェリーくらいしか乗船したことのない私にとって、自然の厳しさ、恐さを身をもって体験できた貴重な思い出です。　年々厳しくなる内航海運業界．において、海陸がより一層同じ目的に向かって進むための環境づくりに貢献できればと思います。鶴丸海運（株）の事業概要　1921年の創業以来、物流の総合化、国際化に積極的に取組み、海上輸送はもとより、陸上輸送、航空輸送へと事業の幅を広げ、多様化する時代に的確に応え発展してきました。　今後さらに海外ヘネットワークを拡大し、国際化を目指す総合物流企業です。ぜんきようDθ62003�S29．1，外航海運企業の決算が大幅に改善。　2003年9月中間決算では、コンテナ船運賃の改善とアジア関係航路における輸送量の急増が大きく寄与した結果、大手3社とも増収増益と．なり、経常利益は、そろって過去最高を記録した。また、不定期船の運賃市況は歴史的水準にまで高騰するとともに、タンカーの市況は上下しつつも概ね高めに推移した結果、総じて外航海運企業各社の収益が大幅に改善した。2．当協会7つのタスクフォース設置。海運諸　問題の構造改革に向けて始動。　当協会は、草刈新会長の方針を踏まえ、規制緩和を始めとする海運諸問題の構造改革を達成するため、課題ことに7つのタズクフォース等を設置した。　このうち、トン数標準税制の導入など海運税制の抜本的改醤、水先料金や料金体系の改善については、当協会の要請を受けて関係当局における検討が開始された。また、第二船籍制度の創設に向けて構造改革特区提案を提出した他、外国人船員問題への取り組み強化、当協会事務局の組織改革などを推進している。3．TAJIMA号事件を契機として、刑法の一部　改正が実現。　2002年4月に発生した「TAJIMA号事件」を契機として、日本国外において外国人から日本国民が殺人等の重大な犯罪の被害を受けた場合にも、わが国刑法の適用が可能となるよう刑法の一部が改正され、2003年8月7日に施行された。4．イラク戦争勃発。当協会は対策本部を設置　して日本商船隊の安全確保等に対処。　イラク情勢の緊迫化に伴い、当協会は3月19日に「イラク関連海上安全等対策本部」を設置し、紛争発生時の連絡体制、航行日金対策等について確認を行い有事に備えた。　翌3月20日（日本時間）、引導軍によるイラクへの軍事攻撃が開始されたため、当協会は、国土交通大臣および外務大臣に対して「ペルシャ湾へ就航する船舶の安全確保等について」要望書を提出するとともに、関係船舶の動静把握を含む情報の収集等を行い船舶および乗組員の安全確保に努めた。5．船員をめぐる内外の労使関係に新たな展開。　外国人船員に関する労働協約改定方式が大ぎく変更されるなど、外国人船員問題をめぐる動きが新たな段階を迎えたことから、当協会は国際船員問題タスクフォースを設置し、これまで以上に踏み込んだ対応を取るべく検討を進めた。　一方、日本人船員については2001年度に外航労務部会（14社加盟）と全日本海員組合による賃金決定が、中央春闘より各社個別交渉に移行したのに続き、2003年．3月までに「中央と個別の雇用協議に係わる枠組みの見直し」が行われた。6．シングルハルタンカーのフェーズアウト前　倒し等が決定。　国際海事機関（IMO）は、スペイン沖で発生したプレスティージ号事故（2GO2年11月）を契機として欧州各国より提案のあった、シングル30�SぜんきょうP802003ハルタンカーの規制強化に関する海洋汚染防止条約（MARPOL条約）改正案を採択し、．2005年4月に発効する見通しとなった。．　これによリエリ力号事疎G999年12月）を受けて改正されたフェーズアウト時期がさらに早・められ、1986年6月以降に建造されたシングルハルタンカーについては2015年から原則2010年初なるなど規制が強化されたが、一方で、当協会による各方面に対する積極的な働きかけもあり、CAS（コンディションアセスメントスキーム）により船体の状態が良好と判断された場合には、2015年牽での間、船齢25年に速するまで使甲できることとされた。7，海事テロ対策の確実な実施へ向けた作業が　加速。　海事分野における国際的なテロ防止対策としてIMOで20Q1年12月に採択されたSPLAβ条約の改正およびISPSコード（船舶および港湾施設の国際保安コード）が2004年7月1日に発効の見込みである。その確実な実施へ向け、MOにおいて船会社・船舶・港湾の保安職員の要件および訓練に関するモデルコースが策定されるとともに、わが国においても国内法制化へ向けた作業が進展した。　一方、その検討がILO（国際労働機関）に委ねられていた「船員の身分証明書」の改正に関しては、2DO3年6月に改正「船員の身分証明書（［LO第185号）条約」が採択され、身分証明書に指紋のデータを用いたバイオメトリックス（生体認証）情報が導入されることが決定された。わが国はこの条約の批准に向けて作業を進めている。8．lCS／ISF2003年総会を淡路島で開催。　2003年5月11日〜13日、当協会のホストにより、兵庫県淡路島（兵庫県立淡路夢舞台国際会議場）鷹醸一議所・総会の・；・司は初。ISF（国際海運連盟）総会は19年ぶり2回目。当協会からはISF副会長として崎長会長（当時）らが出席。欧米、アジアなど加盟各船．協・関連団体から隠約70名の代表・寒期が参加し、成功裏に全日程を終了した。　会合では、シングルノ）レタンカーのフェーズアウト前倒し問題や海事保安問題、．船員の身分証明に関すう【LO条約問翠などについて活肇な．意見交換が行われた。．9，内航海運の活性化について交通政策審議会　海事分科会が報告を取bまとめる。　2002年4月、次世代内航海運懇談会が提言し1．た．「次世代内航海運ビジョン」を受けて、運輸政策審議会海事分科会において、内航海運業法および船員乗組み体制の見直し等を骨子とする．．「内航海運め活性化による海上物流シズテムの．高度化」．についての報告書が取りまとめら柑ζ。10．．D員の労務供給・職業紹介事業の見直しが　進展。　国焼來通園海事局は、常用雇用型の船員派遣事業の創設等を盛込んだ船子の労務供給・職業　．口幅業に刷る新制脚骨子をとりまとめた・本件については船員中央労働委員会での審議を終了し、一連の船員職業安定法改正案として2004年の通常国会に提出される運びとなった。　これにより一定の基準を満たす船舶管理会社　．等は、許可を受けて船員派遣事業を営むことが可能となった。．また、．ｯ事業の許可を受けることにより、日本肥船を所有しない場合であっても雇用船員に対して船員保険が適用されることとなった。せんぎょうPθ02003母31w麗塾惣噸数便わいま、議会が面白い　ワシントンウォッチャーには待望の季節が到来した。11月半ばから何時になく、議会が熱気を帯び始めた。2004年の大統領選挙と連邦議会選挙までの日数が365日を切ったからだ。共和党と民主党という二大政党政治が複雑な展開を見せ、「一時も目が離せない。Filibu＄ter　現ブッシュ大統領は「裁判所から生まれた政権」ともいわれる。未だに記憶に生々しいフロ　ノダ州での得票数の集計は共和・民主両党入り乱れて大揉めした。結局、連邦最高裁判所の決定で再集計は行われず当初の集計数値でブッシま大統領候補に軍配が上がった。大統領の再選を占う昨年の中間選挙は共和党の一方的勝利で終わった。．下院では共和党が229議席の過半数を占めたd民主党は205議席に止まり惨敗した。上院でも共和党が民主党の多数派を覆し、多数派政党に返り咲いた。　年初から二大政党政治が新たな議会勢力図の中で始動した。その間、イラク戦争などの重要議案の処理では両政党間の抜き差しならない対立関係は見られなかった。最終的には、大統領府が音図する方向で議会が纏まる案件が目立った。　1：1月．に入り、議会の様相が一変した。ブッシュ大統領が空席の連邦判事職に！72名を指名したからだ。上院が憲法でその承認機能を附託されてレる。フロリダ州のトラウマが未だ真新しい毒院民主党はその内の6名の判事について「思「想的に強固な保守主義」の信条保持者と断定し、拒否作戦を決めた。　連邦判事職は終身制である。時の大統領は連邦判事職の直接指名に腐心する。空席の数は時の運であるが、判事の信条は大統領が選択でき．る。その選択過程では当然共和党色の強い人選．が優先する。これを上手く乗り切れば、政権党は来るべき未来リスク管理の担保ができる。一方、6名の判事を拒否できればいま政権党の座．にない民主党でも未来リスク管理ができる。　下院の権能にない上院特有の歴史的慣習として所謂「Filibuster」と呼ばれる議事妨害戦術が認められている。この戦術を解除するには上院100票の内60票の賛成票が必要である。解除できなければ、理論的には時間が許す限り戦術を続行できる。　公民権の採決に反対するために保守主義の巨頭で100歳の現職上院議員記録を持つThu�oond議員が打ち立てた24時間／8分が「Filibuster」の個人最長記録である。今回、民主党の反対議員は連邦判事の審議とは一切関係のない「ブッシュ大統領の雇用政策」を批判する演説を入れ替わり立ち代り延々と続行した。議事妨害戦術は39時間30分に及び、歴代2位の記録となった。今までのノンストップ演説はユ988年に選挙資金規制法案への反対議事妨害で行われた57時間という大記録がある。結局、民主党の「Filibuster」戦術は実を結び、6名．の判事指名は流産した。Energy　現職大統領は通常この時期になると来るべき二期目大統領選でのポイント稼ぎに奔走する。昨年、ブッシュ大統領は公約の一つ「教育制度改革」を成し遂げた。残された政治課題には「エネルギー制度改革」、「医療保険改革」、「年金制度改革」などが挙げられる。　「エネルギー制度改革」はユ992年以来ユ0年越しで下院共和党が主導する。石油などの対外エネルギー依存度を減らし、国内のエネルギー資源や代替エネルギー開発を推進することが改革の柱となっている。その最大の謳い文句は80万人の雇用創出である。下院は去る4月11日に同法案（HR　6）を承認し、上院では3カ月半後、夏休み休会入りを前に同法案に修正を加えて承認した。その後、両院協議会で再度手直しが加えられた法案が成立し、下院がこれを11月18日に賛成246票、反対180票の賛成多数で承認した。同じ法案の審議が上院で開始された。今度は特定の利益を代表する条項や環境問題などを槍玉に挙げて上院民主党が「Filibuster」戦術で対抗した。一度、Frist共和党院内総務が民主党戦術の（32幽せんぎょう加。2003解除採決へ持ち込んだ。しかし、共和党が民主党議員13名の取り込みに成功したにも拘わらず、共和党の7名が解除反対へ回った。採決は57票の賛成を得たが、必要な60票に届かず法案の承認が暗礁に乗り上げた。．共和党は自党の「造反」対策が不成功に終わったことが大きな課題として残った。上院で未採決の「エネルギー制度改革」法案が来年再度審議される。これも少数派民主党の思惑通りに事が運んだ。　実は「エネルギー制度改革」法案とはいっても、共和党が両院の多数派工作を進めるために「エネルギー制度」．とは無縁の補助金条項も数多く取り込み肥大化し、原案から大きな変貌を遂げている。その最たる事例がルイジアナ州選出の民主党上院議員2名を釣り上げるために同州の海岸線修復プロジェクトに対する11億ドルの税金投入条項がいとも簡単に挿入された。この他にも農業州出身議員からの支持獲得のために多額の農業関係補助金も同じ法案へ滑り込ませている。海事保安対策で10億ドル単位の額になると歳出承認に躊躇する同じ議会とは信じられない大判振る舞いだ。共和党の重鎮で規制緩和論者McCain上院議員などは、「この法案にはロビイストが積み残したものは何もない」とし、「補助金のてんこ盛り」法案を椰楡している。同議員は民主党の「Filibuster」戦術を支持した7名の共和党議員の一人である。立法化で無謀なエネルギーの乱開発が進み水質汚染などが深刻化することを危惧する環境団体は法案を「悪魔との取引」と非難している。Medicare　l965年に発足した現行医療保険制度はケネディ大統領暗殺で後を襲ったジョンソン大統領とそめ所属政党民主党の金字塔とされる。その流れを汲むのが民主党のケネディ上院議員であり、その制度改革は同議員のライフワークである。．一�、ブッシュ大統領はこれを公約の一つに掲げている。　大統領府の意を受けた共和党主導のMedicare法案（HR　1）が6月25日下院に提出されると、その二日後の27日に下院を通過した。上院でも独自法案を同日承認し、下院へ送致した。下院は7月7目上院版法案を修正の上、これを承認した。　大詰めを迎えたユ1月25日、下院独自法案と上院版法案の溝を埋め．る協議が両院協議会で合意に至った。合意事項は特定の民主党議員2名の参加制限を敷いた上で、共和党の豪腕で決め．ら．．．れた。そのため下院では両院協議会での修正法．．案の承認が微妙な情勢となっていた。．そこで下．．院を牛耳る共和党の議会戦術が「Voice¢a11」．と呼．＝．ばれる投票方式であった。議長がひとり一人��．．．．．名前を呼び、議員がYea（賛成）か、　Nay（反対＞1．．．．．1と答える。独自行動をとる共和党所属議員の落．．ちこぼれ防止策となる。それでも16名の賛成派．．民主党議員数を上回る25名の共和党議員が反対票を投じた。5票差で可決されたMedicare内案．、は民主党議員の加勢がなければ潰れていた。反面、法案に反対する下院民主党院内総諮の指導．．．「．力が及ばなかったとの反省の弁が聞こえる．。　同じ法案を承認する上院では、絶対反対の立．場を貫くケネディ議員が「Filibuster」戦術を呼1．．：、び掛けた。今度ばかりは民主党議員の受け止め．方が上述の二件と異なっていた。同議員の戦術．．D．．．は十分な数の議員を取り込めず直ぐに頓挫した。．．．法案採決は、上院でも賛成派民主党議員ユ1名が．．．〔反対派共和党議員9名を2名上回り、賛成駁黒．．．ぞ反対44票の過半数で承認された。米国議会で1ま∵．1、1査欝望鑛鶉灘罐詰粥皇漢、欝別に話語やかな調子で説得7要覧購の将である上院駐党のD・・chl・院内繍綜はケネディ議員と記者会見に現れ、「これ牟5欠：．．特解離灘搬器認譲覇轟翁care法修正法案が導入された。戦いは来年も．緯．、∴く。一方、勝利を手にしたブッシュ大統領は2ぎ．．．∴．・．．呈譜�c磁灘窪鷲萎鱗．1塗，んで署名したい」と賞賛した。　来年の大統領選と連邦議会選挙に向けた前哨，戦は政権党を担う共和党の側に有利に展開し始めている。両党は「エネルギー制度改革」と「年金制度改革上法案を巡って新年から新たな戦いを始める。現今の米国経済の上昇傾向が来年定1着すれば、ポイントをデットするのは間違いなく政権党の共和党である。9名の大統領候補を絞り込む過程にある民主党と状況の転換を自作　．・．・．・自演できる共和党との間には既に大きな格差が拡がっているように見える。　（北米地区事務局ワシントン事務所長　　　　　　　　　　　　　　　岡　哲夫）　しぜんきょう1）962003・麟33、、1、7つの海のこぼれ話　　　　　　ヰ∵議蠣難鍵　塩鰍暦第6礪初乗船の想い出　40年以上も前の隈かしくも楽しかった乗船の愚い出話です。　昭和35年11月の海技免状甲種一等機関士筆記試験合格発表により入社決定し、新入社員研修中の11月26日に急遽乗船したS丸は載荷重量10，240トン、主機関5，400磁力の貨物船て主にオーストラリア航路と西アフリカ航路に就航する定期船てあり、次席三機士としての初乗船てあった。当時多くの有名国社かファンネルマークも賑やかに綺羅星のように輝いていた。港での船の荷役は寄州かあり、新年正月以夘ま終日フル稼働していたかなぜか業績はさえないようたった。償却前利益かいくらたとか、社員持ち株会の名称が値段30円のタバコの名前をとってひかり会としていた例もあり株価は低く、各社苦課していた様子は新参ものにも感しられた。そのような厳しい世の現実とは違った世界か船にはあった。当時の船と港にいっぱいあった潮風を満喫していた頃の体験待てす。　当時の豪川航路は2ヶ月位の就航でブリスヘンを最初港に東南岸主要港のントニー、メルボルンに寄りポートピリを折り返し港にし、復路ブリスヘンを最終港にのんひりとした航路であった。お国柄なのか、荷役かゆったりしていて、ウールのスーソを着てタウン帽やソフト帽をかふってなんとものんひりと作業をしていた。日本国内記港でのウインチのワイヤーフノクか静止することのないせわしい荷役風景を思うとひつくりしたものだ。12月のことて当地は夏で暑く荷役が捗らないのか午後には止めてしまうことがよくあった。聞けば「気温華氏百度を越えたのて健康のため荷役作業を中断している」とか、まことに尤もなことてした。また荷役作業員のウインチハンドル扱いも安全優先、のんひりゆっくりて故障もなく荷役機器担当の私のような新米エンシニヤには恵まれた航路であった。運航経済にひひく復航積荷については一寸あった。ホールトには鉛のインゴノト、オンデノキには列車の車軸やトラノクエンシン等のスクラノブて、ウエイト満載てアシいっぱいになり燃料多食とは機関長の言であった。この航路ではウールをたくさん積んでくるものと恩っていたか三社集荷の厳しさを讃した。同工他社船か復路アシ軽でスイスイ航っているのはきっと積荷中身の違いかなと怨嵯の眼差しを送ったことたった。豪州航路はいろいろと商船のことを体験した初航海てあった。次に就航した西アフリカ航路は寄港国が多く、勿論はしめての国々てもありもっと珍しくそして楽しいことを多く経験した。（ノトニー港内のS丸欝響灘灘懸1叢灘難三三灘灘糠雛叢懸灘灘鍵鐡慧1日本船舶機関士協会副会長　松浦昇　その西アフリカ航路は北海道小樽が起こし港で、雪景色．が美しかった。横浜か神戸をラストに、香港、シンガポールと寄って行った。　香港はブイ係留しジャンクが舷側に来ての荷役であった。たくさんの作業員が乗り込んで働いていて、昼時には本船デッキでの炊飯煮出しと賑やかな昼食をとっていた。本船乗組員の中にはご相伴に預かる者もいた。船尾のデッキでばシーゴという賭け事に熱中している連中もいた。一緒になって熱を上げる好き者の本船乗組員もいて楽しい風景であった。　シンガポールには多くの船が入っていた。沖待ちがあり南国らしい荘つとした港景色と雰囲気は何とものんびりしていた。みやげもの屋の小舟が舷側で特産の籐細工を売っていた。その中に肘掛け籐椅子を見つけこれこれと思ってタラップを駆け降り小舟に入り物色し、早速買った。それからの暑いアフリカ航路の長丁場で居室机の椅子となり涼感した。当時船内の居住区には冷房はなく暖房用※メカベンからの常温風で居室は暑く、熱帯航海中の部屋では裸でござ敷ベッドが日常だったので、この籐椅子は下船までの1年半愛用した。　2週間程インド洋を航り、南アフリカのダーバンに入った。．よくも遠い国までやって来たなあとの感慨があった。気候もよく気分もよかった。停泊スケジュールもゆったりしていたので早速市街見物に随行した。何かお祭り装束で観光商売をしているのか、牛の角をつけた先住民族衣装のモデル男にチップ出してシャッターを切った。今もやっているのだろうか。　船内で話題になっていたスネークパークにも行ってみた。ヘビやワニが退屈そうに寝そべっていた。なぜか中にカエルもいて悠々としていて、そのうち呑み込まれるのではと心配したが平穏だった。コーナーでへび使いが胴回り30センチぐらい、長さ3メートルはあると見られる大蛇を持って来て首に巻かないかと誘らてきた。入社早々血気盛ん好奇心だけは旺盛だったのか、イッチョーやってみようと誘いにの首にその大蛇を巻きつけニヤニヤ笑っていた。動いたらヤバイ【ギュッと締め付けられたら終りかなと思いながらζちらも笑い返したつもりだったがきっと顔は硬張っていたことだった。大蛇がかま首をこちらに向けてきた。至近20〜30センチだった。2枚の舌をぺろぺろ出していた。さすがにいい気分でなかった。このときへび使いがチップでも要求してきたらポケットのあり金全部だなとしょうも無いことを一瞬思った。なんとか首巻きコースが終り大蛇を離すときがきた。大蛇は本能的に離れまいとするのかウロコを立てて私の首に感触を残し、シャツの襟をバリバリと音させて離れていった。やっとホッとした。そして何か大したことをやったもんだと、つまらない満足をしたことも懐かしい。　西アフリカ航路は長い。ポートエリザベス、ケープタウンを経て西アの主港ラゴスに着いた。ナイジェリア国は経済的に興起をみせていたようで、先着船がわんさと沖待ちして賑わっていた。外洋にひろがる港外に20〜30隻の船が潮向風向に倣って同じ姿勢で錨溶している光景は見事であった。なかなか着岸の川頁番が来ない。いつパイロットが来るのやら、Pボートらしきボートが毎日遠くを往来し本船かと思えば向こうへの船だった。船橋では常時見張り、本船向けらしきボートを見れば即S／B配置となる。沖待ち20ん30日間毎日が待機であった。外海のことで、うねりも高く波高く風の強い日もあって船体の揺れも気になる。その度に船長はローリングピリオドが屋漏だ何秒だと神経をつかっていた。エンジニヤにはのんびりさせてもらった毎日だった。　長かったラゴス港を出てガーナ国のアクラに着いた5近接のペメ港に着船岸壁を建設中のこととか、錨泊沖荷役であった。カヌーを大きくしたような（ペーロンボートかカッターボートのような）積釣舟で、左右舷6人ずつぐらいの漕ぎ手がカエデの葉のような水掻きをしたオールを漕いで本船舷側にやってくる。揚荷の木箱1個を外洋のうねりに揺られながらも上手く積み込み持ち帰ってゆく。沖合いでの荷役のために、たまには貨物を海中に落としていた。漕ぎ手が．3〜4人いっせいに海に飛び込み立ち泳ぎしながら木箱にロープを掛けウインチワイヤーにフックしこれも上手く再積み込みしていた。懸命な荷役作業であった。次航に再度やって来たときは新港岸壁に着岸したので、もうこの荷役風景はなかった。　長期間の西アフリカ航路も復路になれば速いもので、アフリカ東岸の当時はロレンソマルケスと呼ばれていた今のモザンビーク国マプト港をアフリカ最終港にしてインド洋を東田に入った時には日本帰国への昂ぶる気持ちでいっぱいであった。　約6”月間の西アフリカ航路は紙上に語り尽くせない多くの見聞と体験を与えてくれた。初乗船の私には思い出に残る出来事の多い航海であった。※メカベン：メカニカルベンチレーションの略。機械通風装置のこと。藪馨　　　　　蒸　　　　　　　　難駿・聾墜」鰹難三三灘慧鱗灘灘1羅灘灘難灘講灘難雛灘灘灘灘雛難灘嚢灘1総、5ASF（アジア船主フォーラム）船員委員会期日・9回中間会合が、ベトナムのハノイにおい　　て開催された。　　（P．5海運ニュース参照）6東京都港湾審議会が・向こう20年の東京港．日．のあり方を示す「東京港第7次改定港湾計　　画の基本方針」について中間報告を行った。1g国土交通省による「内航船員養成における日．即戦力化等にかかるフォローアップ委員会」　、の第1回会合が開催された。1g国土交通省において「第1回日ASEAN物流〜専門家会合」が開催された。．20r日21全国海員学校後援会・練習船教育後援会・．日．海技大学校奨学財団の3団体が2004年4月　　1日付で統合し、「船員教育振興協会（仮）」　が発足する事が発表された。’241MO（国際海事機関）第23回総会がロンド〜ンにおいて開催された。12／5日、13国土交通省海事局が・日本とASEANloケ国日で船員政策に関する協力を促進する「舟囲員　　政策フォーラム電子会議室」の設置を発表　　した。（1rR0ECD（経済協力開発機構）およびBIAC〜．（経済産業諮問委員会）のMTC（海運委員．14会）がパリにおいて開催された。月1g国土交通省による「環境負荷の小さい物流日体系の構築を目指す実証実験」二次募集秀　の15件が認定された。（トラック→海運1件　を含む）36鱒ぜんきょう0θc2003．阿「闘k．．．．「．　　　11月の定例理事会の模様（11月26日　新神戸オリエン．タルホテルにて開催）　　　　　　　総務委員会1．鴨島組織改革タスクフォース2．回雪運営小委員会　　　　　　　政策委員会1．税制改革タスクフォース2．平成16年度税制改正要望の動き3．秋の規制緩和集中受付月間への対応につい　て（P．19海運ニュース参照）4．自衛隊法施行令の一部改正について5．OECD造船協定問題について　　（本誌2003年11月号P，5参照）6．ASFシッビング・エコノミックス・レビュ　一委員会（SERC）第14回中間会合の開催につ　いて　　（P．8海運ニュース参照）　　　　　　労政委員会1．国際船員問題タスクフォース2．ASF船員委員会中間会合について　　（P．5海運ニュース参照）3．船員法改正について4．倶佃本船員福利雇用促進センター（SEcbJ》．の比国事務所開設について　　　　　　構造改革委員会　ユ．内航活性化小委員会　．2．船籍問題小委員会　　　（P．12海運ニュース参照）　　　　　　　　工務委員会　1．タンカー分科会　　　　　　安全環境委員会　1．バラスト水管理条約について　ヒ2．海洋電子ハイウェイ・プロジェクトについて　3．海事保安に関するパナマ政府への要望書に　　ついて　4．シップ・リサイクルに関するバーゼル条約　　第2回公開作業部会（OEWG）での検討につ　　いて　　　　　　法務保険委員会　1．IMO第87回法律委員会の模様　2．国際油濁補償基金会合の模様等　　　　　　　近海内航部会　1．内航活性化小委員会の検討状況等について謳g．規制緩和要望について　　　　　　公布法令（11月）．．「ゴD�Q．1船員法施行規則の一部を改正する省令（国　　．土交通省令第113号、平成15年ユ1月5日公布、ぜんぎょう06‘2003�J37　　施行）　　船舶設備規程及び海上における人命の安全　　のための国際条約及び満載喫水線に関する　　国際条約による証書に関する省令の一部を　　改正する省令（国土交通省令第114号、平成　　15年11月26日公布、平成16年1月1日施行）　　陳情書・要望書等．（11月）提出日：11月13日宛先：パナマ海事庁長官（Ms．　Berdlda　Gar−　　　　cia　Escolona）件名：海事保安に関するパナマ政府への要望要　旨：二二社がパナマ政府から円滑に、かつ　　　　効率よくISPSコードに係る証書の発給　　　　を受けるためには、SSPを承認する団体　　　　が複数であることが望ましい。また、　　　　保安計画承認のための審査費用が、他　　　　旗国の承認機関に比して高額となっており、再考を求める。提出日：11月27日宛　先：内閣官房構造改革特別区域推進本部件名：わが国外航商船への第二船籍制度創設　　　　について要　旨：（P．12海運ニュース参照）提出日　11月28日宛先内閣府総合規制改革会議件名．．海運関係規制緩和要望要　旨　（P．19海運ニュース参照）　　　国際会議の予定．．．C1．．月．）．．．．・会議名：IMO（国際海事機関）第35回訓練当直基　　　　準小委員会（団rW）日程1月26日一30日場　所　ロンドン．38働せんきょうDθ020031，わが国貿易額の推移（単位：10億円）2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）輸　出．輸　入前年比・前年同期比（％）年　月礪）平均最高値最安値年　月入（勾出超（FOB）（CIF）．輸　出輸　入1990144．81124．3G．160．10ユ99594．06．80．30104．251985P990P995Q000．41，956S1，457S1，530T1，65431，085．R3，855R1，548S0，93810，870V，601X，982P0，7154．0X．6Q．6W．6▲　　3，8@　　　16．8@　　　12．3@　　　16．11998P999Q000130．89P13．91P07．77114．25P王1．28P02．50147．00P16．40P14．90200148，97942，4156，563▲　　5．23．62001121．53113．85131．69200256，G6645，47110，59314．47．22002125．28115．92134．69εOG2年10月4，6503，75689414．14．02002年11月121．54119．64122．72114，6403，74989119．310．312122．17119．37125．20124，5633，77179215．214．22003年1月118，6．7117．83120．142003年1月3，8433，7401038．010．32119．29117．02ユ20．8ユ24，3283β949347．64．63118．49116．69120．8ユ34，8073，8419660．79．34119．82118．05120．7644，6103，7718394．85．55117．26115．21119．0654，3023，6086943．62．16118．31117．55119．8264，4293，586844△　　0．O1ユ．77118．63117．26120．5474，6453β497965．65．48118．57116．．70120．2984，33Q3，5477836．43．59115．16110．48117．6094β603，7601，1009．210．610109．50107．9711ユ．10．10．．4；9．02．3，830．1，072．．5．」．4P，．9．．．11．．P09．．20．1．08．．03．：．．P10．20（注）　財務告貿易統計による。3，不定期船自由市場の成約状況（単位：千M／T）．区分航海用船定期用船△シングル（品　目別内　訳）年次口　計連続航海航　　海穀物石炭鉱石スクラップ砂糖肥料その他TripPeriod1995172，6424，901167，73148，77552，37157，2611，5261，9415，054803154，80249，0611998186，1971，712184，62141，93869，30ユ64，9948363，8002，4991，280136，97224，7001999．141，32王1，304150，48130，68656，18457，3092353，2741，709ユ，082149，73439，5812000ユ46，6432，182ユ44，46126，14746，54967，431198．4，5761821，551170，，03245，0212001154，0053，063150，94216，78952β2472，177472．7，288978914150，15．438，4552002132，269978131，29115，18243，40665，1054425，8531，054249184，89050，4742003　39，901659，8365812，6176，230037731016，3325，59849，8821509，7324602，2916，5142036780020，93910，00758，3591508，2094603，1744，1303040001515，9366，455610，679010，6799322，9706，1700530502622β534，62079，201　　　　　．09，2012833，2705，0850478503419，5867，50888，41908，4199482，9604，2770120823212，6867，04998，6与O1608，490L1652，4804，6350170301122，95910，762103，29703，2972826482，1989014802414，3938，5811王．．6，284．400．与，884265．島405．2，．．810．752594030．．1．4．，．7．40．．．；5プ．与S．7．．（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシ．ングルものの合計。�B年別偉暦年。せんきょうD召σ2003欝39．200150．100甜。原油〔ペルシヤ湾イ日恥ベル姻湾／欧米）．1・．1，1戸心「1ノハ’Ilriペル夢や湾／日本’1〜1、”、「、’．「111．1　　＼P　　曜！　　　、ノへノ1、1’：．：P．．d’．ノl　lベル�ｴp／欧米1998〔年｝　　　　　聰999��2α112�p22003脚．（ﾀξ〕．．4Q　35150．．1Dσ503025】5105o　　　o瀬物伽レ．フ座本1．．北縛岸／躰、・ガルフ／勲）．．ガルフ／青本．ノ〆卜、．　　　／u＼唖＆〆1　　　『＼　　　　　　北紬岸／目本．ガルフ／西欧．T99臼爾　　　．1999�Sゆ。．．@　　aao1．2002．．　　　2DO3k馳1．恥．35302520．15．10．504．．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシヤ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次200120022003200120022003最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低123456　789101112118．OO　80．00X2．50　86．00P03．00　88．75　　　−V5．OO　57．00S1．50　38．50T5，00　43．50U3．15　39．0σX2．00　57．50W5．00　40．00SLOO　33．50．S0．50　36．0050，00　34．75S2．50　37．50R7．00　32．00Q9．50　28，00U2．00　39．50R5．00　29．50T0．00　32，50@　35，00S5．00　34．00X9．75　40．50P10．00　62，50P37．50　99．0161．00102．50P32．50　67．50P60．00105．00P37．50　42．00P09．50　42．OOX0．00　56．00U3．75　45．00U8．00　41，00?R5．00　70．ODV8，00　42．50P52．50．102．50．100．50　82．50X2．50　70．OGX0．00　70．00W5，00　7α00U3．50．T2，50S0．00　35．00T5，00　42，50T7．50．38，50W2．50　50．00V0．00　37．50R5．00　32．00S0，00　35，0040．00　35．00．4G．OO　36．25S0．00　30．00R1．00　27，50S8．75　33．OOS2．50　31．00R8．75　29乙50R2．50　28．00S2，50　28．00U8．50　42．50V2．50　47，50P05．00　80．00120，00　75．00P17．50　65．GOP45．00　85．00X7．00　45．00X0，00　50，00V0，00　52．50．T4．00　42．50T7．50　4α00P15．00　．50．OGX0．00　47．50P26．5G．．75．00．：．（注）�@日本郵船調査グループ資料による。．�A単位はワールドスケールレート。．�Bいずれも20万D／W以上の船舶によるもの。　�Cグラフの値はいずれも最高値。．穀物（ガルフ／日本　　　　　　　　　ガルフィ西欧）5　　　　　　　　　・北米西岸／日本・　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：．ドル／トン）ガルフ／日本北米西岸／日本ガルフ／西欧月次20022003200220032002　　　　　　　　　　　　　2003最高．　最低．最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低123456　78910111218．85　17．20P8，60　16．90P9，90　18．40Q2．00　20．00Q2．00　20190P9．25　17．95P8．90　17．60　　−@　23．95．．D24，60　24，00Q4．50　24．OOQ5．5Q　247527．90　27．25@　27．40@　29．75@　34．GOR2．50　32．00R1．25　29．40@　32，75　　−R4．25．33，75@　37．00　　一　　10．75@　ユ1．00@　＝@　12．25　　−P1．90　11．25@　＝@　＝@　1＆50＝＝＝＝＝一9．15　　8．88X．25　　8．00　　−P7．00　15．00@　13．07P1．35　10．75@　＝@　＝．@　＝　　＝@　＝Q0．25　　18．5@　18．20@　20．00@　20．00@　20．00．@　＝（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるも”）。（…｝．．『�Bグラフの値はいずれも最高値。婆0愚ぜんきょうρθ‘2003　石炭（ハンガン・「ズ／日本レ鉄鉱石〔ツバrン／畔・ツバ・ン／醐〔ド1の25釦15】o50鉄鉱石石炭（ハンプトン三一ズ／日本）（ツバロン〆日本）．＼；．【、@　、@　　、@　　、、！、　．．、ノ．、．「、、／！、　ノ．P＼、ハ　／^／　！d／／＼．．鉄鉱石（ツバロン／西欧）旧97働19圏1999．2000．2001．2DO2〔ドル｝2540o2035σ．300　25015．2001o　1505　．脚50o．　．o運賃指数．　　一ｪンアイーNリーンY．．’｝Pi．1．’ハンディーDダーティー_．．、「　‘f1昌1．．1！｝@　　、　　〔．@　ノ　、．I　　　＼lv孟t．．P．@　1戟O、　k　　’　　　　1．@　’C〉’　＼Il．1凶、　’爪型　　　1．@ハ！m．I、．．、．@、．@　、．1．D｝．．r．A．’／　　、／昏．、@　．↑・」　中型．．ノヘノ　　i．uLCC1998働19992Dゆ口．　　．2001．2GO2．　　．．2003．ｲ3503DO．250�o．T50．100：50．．o6，石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）　（単位　ドル／トン）ハンプトンローズ／日本（石炭）ッバロン／日本（鉄鉱石）ツバロン／西欧（鉄鉱石）月次200220032002200320022003最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低ユ一一　一6．30　　4．409．40．　7．802一一8．50　5．15　　4．508．80　　6．253一一一　�o一4一一｝｝5．508，95　　6．755一一一『6．85　　4．609．256一一一一4．75　　4，609．507一一一一4．457．058一一一一7．9013，75　12．009一一一一9．25　　8．90．11．601Q一一一一6．1513．90ユ1�o｝一．．一8．00　　6，6022．00．．．11＆．25ユ2　一7．80（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　�Aいずれも8万D／W以上15万D／W未満の船舶によるもの。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。7．タンカー運賃指数ρタンカ一　　運賃指数9月次200ユ200220Q3VLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・C1215L8Pユ7．2217．3Q05．8346．3Q30．5277．4R22．9371．0S0G．239．986．9126．ユ165．3．148．19＆6P33．316L9P80．9165．6P86．8266．3Q67．1231．3Q45．63486．7X4．1158．4P71．3238．9Q72．0294．7Q99．0347．8Q64．439．4R6．085．6XL3115．8P16．6158．8P64．2149．9．148．5114．0P28．6224．9Q40．2275．6Q94．0290．0Q90．0273．4R28．25681．4U0．7160．3P32．3190．5P82．8295．7Q42．2262．7Q64．136．4．S9．9105．4W9．9143．9P59．1194．2Q04．0178．8P77．179．8W5．4150．4P56．22ユ7．7Q00．9200．0Q35．0294．3Q3L1752．2114．2130．1223．6213．840．196．8ユ30．2200．8158．050．6110．5132．9250．0221．0850．8111．3148．0204．3208．244．683．3ユ31．5166．8171．352．8103．2ユ67．7ユ97．5221．1973．7110．7153．6210．0187．135．683．9109．6158．3178．058．492．1138．2208．9233．11044．198．4ユ36．1162．8191．641．083．3118．1153．3154．957．912Q．4．153．3202．0180．011P239．494．0128．114α8149．373．3P02．7107．9．P722137．5P75．8154．4P92．5ユ73．5Q07．7平均77．4143．1196．1240．0260．048．297．8132．5ユ732166．2（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年n月に合併）�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり　�CVLCC：15万トン以上　◎中型：7万〜15万トン　�S小型：3万〜7万トン◎H・D＝ハンディ‘ダーティ：3万5000トン未満　��H・C＝ハンディ・クリーン：全船型。ぜんきょう1）θ62003�S41∴＿、訟＿灘．，、・．，、二、こ、、＿一雌訟認盛．寵漏泌諭瓜襯訟読。・一一．編燃｝・幽戯鰯紬蝋照汁蝶編魏鑛�叶x350脚2502QO150100o用船料指数r，「、貨物船定期用船料指数僻準藤鵠覗。），軸、！ノ　　　’@ハ�`ノmー、ノ’、＿　　・　　／　　　戸@ノーmノ｝ノA　　　　　　　　’℃貨物船航海用船料指数i1965．7〜1966，6＝100）1998爾1999�o20σ12002ε003、�喧恪�勒細�o聞。�o500200　　、1聞lDD5Q，柵2�po　「　　D騨船腹「　　　　’ヒ　　、　　　−|1000怩c酬EF　　　1貨物船@↓鵬　　「C一・＼　　　し〆F1　ρ！k@’　レ　　　馳黶@轟　　’1　　　．　iヒq　　！一、　　「・L　　「　　1・　　「「　　「　」’1「輯鵬　「6ゾ、、■、@tタンカーへ∫　　’，f�dソw11「　　，「「_1、r’．　’］998〔年｝τ99920σo2α0120022DO38，貨物船用船料指数貨物船航海用船料指数貨物船定期用船料指数月次199819992000200120022003199819992000200120022003123456789101112189．0P86．OP71．0P73．O､73．0P75．QP67．0P65．0P64．0P65．0P70．0P68．0166．0P70．OP69．0P72．OP73．0P76．OP79．0P78．0P85．OP85．0P95．0P92．0190．0P91．0P90．0P91．（〉?X3．0Q02．0Q02．0Q03．0Q06．0Q07．（》Q06．0QGO．0ユ93．0P98．OP95．0Q0G．QQ06．0Q05．0Q04．0P92．0P93．0P95．GP95．0P95．O195．0P99．OP99．0P99．0Q07．0Q02．〇@　　一Q01．0Q04．0QG4．0Q15．0　　　一216．0Q16．0Q16．0Q26．0Q35．0Q29．0@　　　Q29．GQ35．0Q44．Q277．0Q54．0Q60．0QG2．0Q62．0Q92．0Q66．0QユO．0Q08．0Q22．0Q31．0Q32．0231．0Q29．0Q19．0Q21．0Q38．0Q38．0Q26．0Q33．0Q38．0Q41．QQ54．0Q37．0222．0Q31．0Q31．0Q46．0Q52．0Q51．0Q64．0Q67．0Q71．0Q90．QQ78．0Q67．0264．0Q67．0Q60．0Qさ8．0Q62．0Q72．0Q67．0Q53．0Q48．0Q49．QQ27．0Q31．0227．0Q32．0Q23．0Q59．QQ29．0Q44．〇@　　一Q40．DQ44．0Q68．0R45．0　　　一330．0R44．0R39．0R54．0R66．0R52．0@　　−R77．0R61．0R81．0平均172．1178．3198．4197．5168．8245．5233．7255．8254．8209．3（注）[四四ンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーに塔hンプレスと1987年11月に合併）�A航海用船料指数はユ965．よる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル@　　　7〜1966．6＝100　定期用船料指数は1971＝IOOp7t9．係船船腹量の推移200120022003月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千G／丁干D／W隻数千G／T千D／W隻数千G／丁干D／W隻数千GIT千D／W隻数千G／T千D／W隻数千G／丁目D／W123456　789101112　　　　　　　　　　　　卜265　2，354　2，775Q59　2，194　2，497Q58　2，174　2，489Q56　2，127　2，463Q47　2，063　2，379Q43　2，031　2，341Q36　　1，837　2，173Q48　1，818　2，106Q43　1，745　2，032Q37　1，682　1，965Q38　　1，722　1，996Q43　1，820　2，14741　7841，477R9　7391，382S0　971ユ，883R9　6471，203R8　6451，199R7　6441，196R7　6441，196R5　619ユ，154R8　868L667R7　8631，661R8　8641，681S1LO542，083242　1，754　1，966Q32　　1，714　1，899Q29　1，728　1，887Q38　　ユ，896　2，061Q30　1，763　1，946Q21　1，742　1，936Q22　1，678　1，874Q23　　1，667　1，861Q29　　1，727　　1，927Q28　1，682　1，937Q25　　1，658　　1，878Q20　　1，633　1，84140　7921，528S0　6661，259S0　688L305S2　692L310S1　635L199S2　6371，202S3　832L657S71，4753，004S71，5503，155S81，5623，173T01，5563，162S71，4803，000241　1，859　1，958Q36　1，865　1，911Q37　　1，770　　1，791Q32　　1，687　1，720Q24　1，525　1，555Q15　1，441　1，513Q26　ユ，556　1，719Q15　1，477　1，633Q13　1，407　1，534Q03’1，2731，38343　9051，838S4　7411，488S5　485　940S4　361　706S6　5251，0ユ6S8　5271，019S8　5241，014T0　7861，569T0　7841，567T3・7Ggl，414（注）インフオーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。42醗せんぎょう0θ02003．●　●●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　　　　　　　　　　　　【海運税制キャンペーン】●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●ぜんきょうP8σ2003駒43�o鱒　�o　一�一一一一編集雑感一　＿一一一一一一　もう！2月過なりました。代表的なウィンタースポーツであるラグビーの話題をお届けします。　最初は先月終了したワールドカップから。豪州で開催された第5回ワールドカップは決勝戦でイングランドが延長戦の末に20−17で地元豪州を下し、悲願の初優勝を果たしました。これまで南半球の強豪国に独占されてきた優勝杯をラグビー発祥の地のイングランドが初めて手にしました。日本は予選の1次リーグで4戦全敗に終わりましたが、フランス、スコットランドの伝統国に善戦しました。社会人トップリーグでさらに揉まれ、次回は更に進化したラグビーを見せてくれると思います。　大学ラグビーは大学選手権の組み合わせが決まりました。我が母校は1回戦で優勝候補の関東学院と対戦します。怪我人続出でシーズン緒戦から苦戦続き、対抗戦5位となりましたが、可能性のあるチームなので、素晴らしい試合になることでしょう。新人も力をつけており、来年以降も楽しみです。選手とともに、フルタイムコーチの対馬さんの指剛力にも期待しています。　先日イラク中部のティクリットで襲撃を受けて死去した奥克彦参事官（当時）は早稲田大学ラグビー部OBであり、早加温の試合前にも黙とうがささげられました。奥氏は、昨年早稲田が大学日本一となった時のスローガン“アルティメットクラッシュ”を清宮監督と一緒に考案された方ですが、日本ラグビーフットボール協会の国際委員会役員としても活躍され、外務省の多忙な仕事の中で、プライベートな時間を惜しまず、日本ラグビー発展のために貢献されました。　悲しい話は続きますb当社現役グループ長で、ラグビー部の先輩でもある方が週末亡くなりました。私が入社したころ、．一緒に最前列でスクラムを組んだことが陵かしく思い出されます。この先輩も奥．氏と同じ40歳台で早稲田大学の出身。亡くなったのは早明戦当日。重氏とともに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。　そして、最：後に私の抱負。来年もラグビースクールのコーチをしながら40歳以上のクラブチームでも活動を続け、母校の蹴球部を応援するなど、もう少しラグビーをエンジョイしょうと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　川崎汽船株式会社　IR・広報グループ　情報広報チーム長　高山　敦�m　謝�月j啓裏簿ズ名ジ編謬　　�o麟�o一ホルクグ一括テ総ス船運崖、弼海中予一里第飯船船船井船運運会翫汽二三汽海海航駈崎本船光洋和山川川日商三三新日総務グループ総務チーム長ステークホルダーリレーションズマネジメントグループ法務保険チームリーダー総務部課長rR・広報グループ情報広報チーム長調査グループ調整チーム長広報室マネージャー社長室経営企画課長代理総務部総務課長総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー常務理事総務部長兼山報室長常務理事海務部長企画調整部長兼国際企画室長関連業務部長船員対策室長鈴木康昭廣岡　　啓高山　敦山田喜之大貫英則遠藤秀巳荒井正樹森　　均梅本哲朗植村保雄半田　牧園田裕一井上　晃高橋幸一郎騙一ﾒ集後記一・　先月（H）がこの欄で書いておりました・新人の（N）です。ついこの間までは私も読者の1人でした。　編集というものに関して素人ゆえに日々原稿と格闘しております。今後（H）ともども二人三脚でやって参りますのでどうぞよろしくお願い致します。　　（N）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．　　　　　　　　せんきょう12月号発行〆平成15年12月20日創　刊旧臣和35年8月10日発行所　社団法人　．日本船主協会〒102−8603東京都干代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL，（03）3264−7181（総務部広報室）No，521（Vol．44　No．9）　　編集・発行人締梅本哲朗　　製　無き株式会社タイヨーグラフィック　　定　価．網07円（消費税を含む。会員については会費に含めて　　　　　　購読料を徴収している）44萄ぜんぎょうPθ02003　　　　　　　　　　鳳社団法人日本船主協会見よう！1当協会は、ホームページの充実、各種の定期刊行物および統計の出版、PR映画の制作、さらには各種イベントの開催などを通して、海運の役割や重要性および当協会の活動を広く国内外にアピールしています。」9へ社団法人日本継協会國一E嘉禦蛎へ囎網懸，．匙懲趣　、’・衡亜サイトへのりンウ　　　　　．　　　i　　　ヒ鷺；ζ。メ＿シ諺河罵叩照仰�o，調冠剛�o〔萬窟略�r　閣説〕　　　　F罰　晒，　　　　，　F『　　　　　　　　5．りこ�Sオピニオン聡騨慣ナール　　　　　鴨幽、」ト「　噛し…　乙ノ　　・1毯』」ヨぴのげ　　　　　　　　　　　　　　メソルロれ　ロリイト　　ヒロほコド　ロリクイス　　　　　　　　　れトコかト繍藁話瑚・　鵬・讐訓1　國r「　．　｝1　鴎。」　τいレy置「ム八田「朋「畢二二袈し農1丁ぜτゆ馬ゆ薩□日t壁」巴』．L矯題r　よ丁脚ρr1，陳〔こ11蜘．■OO2「喫酬4賦7．1帥蝋■昌．呂闘IM噛牌自弓卜，rPきP配6、一F・航：γ『職：1「　・：：｛「’c鋤P　　　　　　」　　　　　　　　　−　層　　巧　　　1　　　　　　　冠　　　　　　　「脚　1，　　「　　　　　「　　　　　　rマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　o日本の新鋭船　　　　，　　1レ三河の糊シリ薗ズロコンテナロコ　　　　　　ロロ　　　　　　ポツクユシエイツりしルカリ灘臨罫引�o，　縮葡柵ロ　タンカト　ア　　ロド　　　　フロダクトタンカ　二軸伽　　　1識二品冊4勤」レ鵜＿一一凹＿　　　　　一田Ω田＿　　　　　　　r＿＿曙、．マゐノ　　　ぴぽお脚働燗�o’や　δ灘ヨ　　　ロ　コ　リロ　　じ　　ゐロ　　ハ〔鋤翫．臨、D　　c�oNAH�pz�pアロの　　　　自鞘脚　　鮪陥鷹凸　　�p蟷艶、層　げF際弩L一討コリロロし　　　　　　ほロ　ロ臨乱難，ハ　　言喰一鑑。も無冒一1門誌辮三三旧酬だ⊃3HINR∈1が　し蹴1WI閥訂朋劔り　　コ　　　い　　　　　　　　　じ海曲�o繍尉→畷抽僧♂、　議　補　丸助一史　丹電λ占セ蜴ユ上舅用し＿＿＿＿＿…、丸丸互戸名八馳’C唱r二「＝一嬰一霞鳳ぐ�J海運用語集用語解説藷曜　　　へ　望ぐ嘉．鰹　轟；囎賦　敬’　　　　　　1　　　　　　　、p　　　rオン　　　　　、、、　岬7qQ野B角　　　　　�o逞ヒ�o一し�F鳳て弱鳳る砕コ00降6月　　　．脳r享」馴墳に轟＝「6アジア船室O斉旺20q葺5月　　　糊止のたのの瞠ル曽捧つく6♪＝OO3軍日月　　　WhO巳Ob口D泊m日d7　「』｝ひとつの9ン”一門檀1�S05犀5月　　　「矧曳について1慰2005年2月置　　　洞幌への置1店200簿12月　　　　グq一パル1ヒとその潟化zoo脾B耳　　　　1L嘱翻、200鐸lo月　　�o貞豊州についての所騒2002革9月　　　臼膚。グρ一κル1ヒ働ら自震のグロ曽パル1ヒ、2002岡月　　　　　甲剣謬團への取り轄み2002年6月　　　　　融一己お止と免優鯉。簿5月　　　　　　「勲の疏露償　　宇創剛参判1＝oo鐸4月　　　　　膠挫自の「餌像」2002牢5月　　15hコードの箔宝寅施管迎凡て200簿2月　　　　　�o逼の現駅について監舅訟4己蒔一−　｝　　　　隔一一　’「．ド3躍八琳几ウキ　　　　　　　ロヨレレココ　ロル・釦二，F“．に，1濠厩黙許醐人田本苗圭協翁．1ヒ　　　馬　F　，　顎≒　P匿　　レ　」　ρ踵　F「　周　圧　、　、　　　鮎　　、　　，　　晶　「」　，　嘱　【�pξ日野噴皐暉窟1閲1と掌，劉ン1←快甑mπビ＝すンフレス．’リース熊ワぜトへのリン，調■oこ己監しり隠し巧、胴堰，一ナ一己”r一，潤舗イン7τ鼠一ケ。’殉躍隅晒1屠嘲層顧P駒徊翔掌ご臭ナール旧写�p臨’τンフレ7卜層‘y3翻騨擢隔認珊腸鰯　　　　　　償　n　！ち　響“艸　　　　　　噛”旧　艶胸　脚［海運用語剰冒用距解脱　‘00�C��0�DOOO�F囁6　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　r　　　戸　内．7り7川7署−5ム．7ワ7監芝3ワ”，ム　‘耐，■旺硯巳■77，マ7，ス，〆励ヤ■75イ7ノユ騨アノ隣噛ダ・幽F�e工■応ギー　【諏工亭轟‘一，．　イ　’9　一　管　一　グ轟■イノ7括，7ト　「…験了1■イノ5ンF炉“．，二ーバー鴨，盈1f鳥嘗煩a率賢主帽睾噸、畠謝調’油墨「”幽門ρ噂”‘r唖。脚ρ6ア　7　「　「　匪　　【　7　．　．陰，■顧胃圃「，噸r’弓　　　　、頗」町の■醐　r　　＝　順閣鴨9劃　　コ　亀卜聞喀9騨L二「　闇�S海運用語集英文略語・解説」9へ鵬人日輔幽幽1開F　　AF卜「r覧匙　　　E噌@hh　閲　　　・、　1　　　、　1L　」　団u閣【四‘刷書隔a唱駄，‘，，彪曝7鼻ン厘一尉硅。コこB薩オビ＝雷！7レス．」　．」一ス溺齪リイトへOリノ，翔冨。こと巳し5た」卜毎へ国麗」一7一腿『y→鴻幽イン78メー，■ン乃�o〔�潟戟@　←剛コ岡，uミアー西しr事零嘱�oκ！フレ7卜　匿アご風嗣隅驚騨用田冨　　　　　　瓜三島、朧繋　500曾の。ゆ����愈�J�L�Aの　の。窃のoo�J�J�Lo�L�P��A　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　「A“　　　　　　　　　姻魔●閏M脚，印舳A15　　　　　　　　　A■1鳳隔師■聯1．ρ噂●1嘲5団■隔A闇肝”　　　　　�q隔幽り1閣叩1幽【“●1脚‘「咄瑚闘1り1廟　　h仙P【π【A圖05UF　　　�q1“繭榊Orl【■曙昌5．聞「�q■1唱M　　岡騨A即πG　　　　　　κ，h凹…P亀�q曜岬く辱A卿【麗　　　　　　　　　　A國1■h唖r■』　隔日1り国　　鳩唱桝，　り酬　R一回3　5，“●鴨高Fヒ曙　　　　　　　　Mo．P劇脚【巴剛輸帥F，1ゆ■A』甑岡　　　　鳳剛獅日1�qr匡閣1簡MN剛1鴫闇A”　　　　　　　　　岬輸5脚臨FO�oみロヨ　ヒヒ　　　　　タリリ　いほ　　コヒ　ロリ誌　　　馳，欄叩1．帽制3’c　　　　　　　　　　　　　■脚　‘m目【■1．’”ﾋ‘　ン　．　噛　嘱　■　「，隔　巳　π　削　　　聯　世　，　■　「　覧　聖　」　r　・　場　凸　匿　臨　曜　�p　陸　L　悶朋　　7　…　辱　■　鳳　7　5　．　亀イ　F「●7▼レ　1一「，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　f　　　　　　　　　　」　　ヒ脚幽■9刷1皿ド「F脚，順‘皿　「」【属巴ト幽▼9　�o　‘　騨　冒　炉　●　P　臼　9　，　身　．　「　L　‘　，　　　‘　噂　「　■　＝　「　即　　　肚2｝占　」脚　　「，　■，　ρ　　’，　■，　閥　　門　’」　瑚■　‘O．脚、　「　　」　Ep脚日零鮒…隙『　∩ら　刷｝　盲陶　　胴r圏ロ　にレ野臨乙（　ゴi二鱒　　　　　　　輔巴一一　　　　「　　」　　　　F「“　剛　　己轡　F　1　岡　・珂　”　　　　　　　一　冒　一　　　」　鯛　�o　h嫡階　　　　　　　　　　　　　P，　「「“「巴閣8u■　　刷●　臥　F　’F竃7　，帆厄肌町刑R閣　隆刑　層　噛嗣，■　，　P戊L鱒噛再　’Fr■口　　剛L　閣目　…謄閣　　　し馳　「　剛　｝　馴　　　悶　　　【　」　　■　ト　　　暫　田　，　，　．　，　，　　　解　，　酬　臨■　■麹　π　剛　「　叫　■　■　，　幽　．，　噛■　　　剛　．n　u　」　’　〃　　　嗣　F”　国　　弓　−『　　暫　■　ρ　’”　　＝」f旧「帰「L　　j　’斤　F貯嗜■　　廓”　咽“用　r　　唱’煽　　邑●“　、　【凹　　姻曝5，　，　　測嫡占　輔　ぐ　　　“　　　購■　，　n　r　「　」　　　胴　「　『　，　「　　　，　卜　脈ぐ　」　幽　《　「　　　“「　陽　M　−　槻唱脚肛摺　■　h　』　　　　　　印鷲…　　　　　　　一　幽　…　凸　一　踊　蟹　閂　ヒ　　｝　　　1　　　　　　　　、1　．r潤　職　　　応　7　■　U　ピ　　　」　h　“　■　ぴ　帥　喝　翼　國　9劇‘　　　　　　髄　一陶剛　「一　隔　　　　　　　　　　内昭ヒ剛．ト噌■7酢σ．■7　F1LF■’　＝Pア←　f97　77　昌　．　「　　　「　口　　　隔　P　」　層　　　「　，　7　P　，　”　　　レ　　「　γ　　　ρ　■　一　P　「　　　叫　F梱“‘　圃皿●　【監，　帥「　’胴　−，4幽　　　　　　8脚…　　　　　　　　　｝　…　醐　｝　」　印　■焦：？己船が支える日本の暮らし　丁おcJapanじ5c　5hipowncrゴA覧oci甜on　　　httpl”Www．jsanet、or．jp！（

